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            午前１０時００分 開議 

○議長（吉田 正君） ただいまの出席議員数は１９名で定足数に達しており、議会は成

立しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（吉田 正君） 日程第１、市政に対する一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、通告の順序に従い発言を許可いたします。 

 まず初めに、阿波みらい樫原賢二君の代表質問を許可いたします。 

 樫原賢二君。 

 

○９番（樫原賢二君） おはようございます。 

 ただいま議長から質問の許可いただきましたので、阿波みらいを代表して質問をさせて

いただきます。 

 まず、東北の大震災から発生して早くも１年になりますが、未曾有の被災された方々に

対し、心よりお見舞いを申し上げますとともに、頑張る東北、頑張ろう日本、強いきず

な、一日も早く福島原発の終息を祈るばかりでございます。 

 それでは、通告してありますように、新年度に向けての農業施策について質問をさせて

いただきます。 

 まず、北岸用水のアンケート調査と土地改良区の一本化について。 

 北岸用水のアンケート調査が行われましたが、市民より多くの方よりたくさん苦情が出

ております。特に、高齢者より理解ができないというお話があり、北岸用水土地改良区に

聞きますと、４つの区分になるそうでございます。 

 まず１点目に、組合員の営農状況、作付面積、品種、作付時期など。２番目に、水使用

の状況、水の過不足、使用時期など。３番目に、賦課金についてでございます。土地改良

区が複数関係するため、賦課金が高いか安いかと、これが３番目でございます。４番目

に、土地改良区の合併についてでございます。賦課金、維持管理などの面から合併をどう

考えるかということが今回吉野川北岸土地改良区のアンケートの調査の要望でございま

す。 
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 これについて、このアンケートを出す前に市の産業経済部に対し、お話もしくは説明が

あったかどうか伺います。 

 続きまして、土地改良区の一本化について詳しくご説明をさせていただきます。 

 ２３年９月の一般質問において、阿波市の改良区の事務所問題で質問をいたしました。

今議会は、改良区の賦課金及び一本化です。１０アール当たり１反ですが、高いところで

は１反当たり７，０００円、安いところでは１，９００円です。しかし、各改良区により

事情が個々に違います。高いところでは水引さん、すなわち北岸用水の水を田植えから収

穫まで個人が管理をせずとも収穫までほっといたら収穫ができると。また、改良区により

自動給水装置の改良区もあります。特に、安いところの改良区では、毎年水によるもめご

とが発生している状態でございます。どのようにして一本化に進めるのかという質問でご

ざいます。 

 なお、時代も変わり、いつまでも農業一辺倒では阿波市の農業生産者に対し負担金がま

すます大きくのしかかるばかりでございます。ご承知のとおり、この阿讃山脈を向こうへ

越したところが香川県でございます。香川用水では、農業用水、生活用水、工業用水と多

目的に使用している。吉野川北岸用水は農業用水一本でございます。３月１日の徳島新聞

でございますけれども、開発規制の緩和検討、県、津波を避け工場移転を促す、单海・東

单海の３連動地震の津波浸水予想区域に立地する工場が内陸部の市街化調整区域に移転で

きるよう開発規制の緩和を検討すると、こういうふうに３月１日の徳新に載っておるわけ

でございます。そういうことで、非常にこの今の問題は重要な問題でございまして、今か

らこの北岸用水の問題に入るんですが、北岸用水も香川用水と同様、多目的に使用できな

いかということで質問をさせていただきます。 

 これが吉野川北岸用水の三好市池田町から板野郡板野町川端までの総延長のカタログで

ございます。こちらが表紙のほうでございます。これについて質問をさせていただきま

す。（パンフレットを示す） 

 まず、吉野川北岸用水の内容を詳しゅう説明いたします。 

 まず、この事業名につきましては、国営吉野川北岸総合かんがい排水事業、農業用水で

す。関係市町は、三好市と美馬市、阿波市、吉野川市、一部川島町、それと三好郡東みよ

し町、美馬郡つるぎ町、板野郡上板町、板野町。組合員数は１万２，７９０戸でございま

す。受益面積が６，３００ヘクタール、６，３００町でございます。最大受水量が毎秒約

１４トンでございます。幹線延長が６９．２キロメートル、三好市池田町から板野郡板野
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町川端まででございます。事業費が６１３億５，０００万円でございます。事業实施期間

が昭和４６年度着工で、平成元年に完成して、もうことしでちょうど２４年になるわけで

ございます。ちょうどその年私が５８年３９歳で町議になったときに、非常にあっちもこ

っちもこっちも裁判裁判でございました。非常に苦難に明け暮れたこの北岸用水でござい

ます。これは事業主体は国、農林水産省でございます。管理は吉野川北岸土地改良区でご

ざいます。賦課金は１，０００平米、１反当たりでございますが、３，４００円でござい

ます。予算は、平成２３年のでございますけれども、一般会計で２億３，７２０万円でご

ざいます。うち国と県と補助金で１，４８０万円でございます。そのうち吉野川北岸のパ

イプ配管の合わせた負担金が１億１，６６２万４，８８７円と、こういうふうに北岸用水

はなれておるわけでございます。 

 続いて、香川用水をご説明させていただきます。 

 香川用水につきましては、事業名が国営香川用水事業、農業用水、水道用水、工業用水

と３つに分かれております。この中で国営かんがい排水事業がございます。香川用水地区

と、こういうようになっております。関係市町は７市６町、組合員数が５万９，２９１

戸、受益面積が２万９，５００ヘクタールでございます。最大取水量が毎秒約１６トンで

ございます。幹線延長が農業用水が５９キロメートルです。供用区間が４７キロメートル

です。事業費はかなり下がりまして、４１４億円でございます。事業实施期間は、昭和４

３年着工で昭和５５年完成でございます。事業主体は、農専区間、農林水産省でございま

す。共用区間は、独立行政法人水資源機構がしておるわけでございます。管理は、農専区

間が香川用水土地改良区、共用区間が独立行政法人水資源機構と。賦課金は３分の１に満

たらんのですが、１，０４０円でございます、１，０００平米、いわゆる１反当たりね。

予算につきましては、平成２３年度でございますが、一般会計で４億４，７８０万円と。

なお、県補助金が１億２，６９０万円と、このようになっておるわけでございまして、こ

れを比較いたしましたら、かなり負担が農家に対して強いられておるのが現状でございま

す。 

 先日、私３月１日に吉野川北岸用水に参ったんですが、そのときに常務理事をされてお

る、お名前は控えさせてもらいますけれども、その方にしばらくお話を聞いておりました

ら、ますますこの北岸用水は農家に負担をかけるので、またかけるようになるので、ぜひ

多目的になるように三好市から板野町川端までの市町、市会議員、町会議員、各種団体、

市民、町民全員が立ち上がって猛運動を起こして県を動かし、国を動かして多目的になる
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ようにするようにという激励をいただきました。こういうふうなことでございますので、

これも踏まえてご答弁をお願いしたいと思います。 

 次は、善入寺島でございます。 

 さきに議長にお許しをいただいておりますので、先写真を見ていただきます。これが現

状の、きのう撮ったばかりでございます。（写真を示す） 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 善入寺島が宝の島となるための施策についてでございます。 

 まず、去年でございますが、２３年１２号台風、１５号台風により一面水に覆われ、大

被害が発生し、表土が流され、市長の素早い対応により表土がもとどおりになり、生産者

約３，０００名余り、また改良区の役員初め、市長に対し感謝しているところでありま

す。 

 さて、１２号、１５号台風により剣先が大きく崩壊し、市長が先頭になり国土交通省に

対し２３年１０月に強く強く陳情され、早くも着工され、工事が着々と進んでおります。

そこで、改良区、理事長、役員より強く要望が出ていますのが、強固な工法の設置を願う

とのことです。完成予定の状態ですが、現在の土地の高さまでの工事であり、工事現場よ

り单に多くの土砂が堆積しており、完成後の土地の高さと川にある堆積との高さが川のほ

うが高いわけでございます。よって、完成後の土地とまだ川にある土砂が高いところがあ

るので表土が流されないように、強固な工法といってもすぐ工事ができないので、暫定的

にトンパックで一時的に表土の流出を防ぐため、トンパックの設置を強く要望するところ

であります。これもあわせてご答弁をいただき、答弁内容によりまして再質問いたします

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） それでは、阿波みらい樫原議員の代表質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 ご質問につきましては、新年度に向けての農業施策についてということで、まず１点目

は、北岸農業用水のアンケート調査と土地改良区の一本化について。２点目につきまして

は、善入寺島が宝の島となるための施策についてということでございます。 

 それでは初めに、北岸用水のアンケート調査というふうなことについてお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 まず、本市における土地改良区の状況ですけれども、土地改良区の推移については、吉
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野川北岸用水からの取水、また吉野町の一部の地域においては板野用水からの取水するこ

とにより農地にかんがい用水を配しております。その大部分の地域につきましては、吉野

川北岸用水の区域となっております。 

 現在土地改良区の農家組合員を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化により農業後継者

や担い手の減尐、さらには農産物価格の低迷と、農業経営は非常に厳しい状況であると思

っております。また、それぞれの土地改良区においても、従来からパイプ配管工事等の農

業基盤整備事業等を進めていただいております。工事に伴う農家負担金、さらには土地改

良区を維持運営するための賦課金についても農家経営の大きな負担となってきておりま

す。このような中、土地改良区自体の運営も厳しい状況かと認識をいたしております。 

 さて、議員質問でございますアンケート調査についてでございます。 

 このアンケート調査につきましては、吉野川北岸土地改良区が平成２１年１２月に組織

した吉野川北岸地区次世代体制整備連絡協議会の事業として实施したものであります。市

も吉野川北岸土地改良区がこのようなアンケートを計画していることについては聞こえて

はきておりましたけれども、事前に協議というまでは至っておりません。その後、内容に

つきまして詳細に説明もいただいたところでございます。その内容について尐し説明をさ

せていただきたいと思います。 

 吉野川北岸土地改良区では、組合員約１万２，０００人を対象に、先ほど議員のほうか

らも話がありましたが、農家の経営状況、土地改良区の運営等についてのアンケート調査

を实施いたしております。吉野川北岸土地改良区に聞くところによりますと、今回のアン

ケート調査を实施した理由につきましては、現在厳しい農業情勢の中で各改良区において

も賦課金の増額を行いたいのですが、農家経営の状況を見たときそれも難しく、十分な運

営計画を確保することが困難になってきておると。このことは改良区の施設の計画的な維

持管理や施設の更新にも支障を来すおそれがあるというふうなことを心配があるというふ

うな状況であります。 

 また、賦課金につきましては、それぞれの土地改良区や水利組合から賦課されますが、

現在の土地改良区の組織体制が吉野川北岸土地改良区を頂点といたしましてその下に地元

の改良区があり、さらにその下に水利組合がございます。地域によっては各農家には何通

ものが賦課金の通知が届くというふうな状況にもなっております。このようなことから、

組合員の方々から安心・安全な営農環境の確立と負担軽減、さらには改良区の健全運営、

諸問題の解決を図ることが求められておるということでございます。そして、このたびそ
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の方策に組合員の声を反映したいということでアンケート調査を实施したというふうに聞

いております。 

 それで、このアンケート調査につきましては、年内に集計をいたしまして、その結果を

もとに平成２４年度内に分析を行い、将来の吉野川北岸用水、また各改良区の進むべき道

筋を構築するための方策を考えていくというふうな予定で進めたいというふうに伺ってお

るところでございます。 

 それで、次にご質問でございます、土地改良区の一本化についてのご質問でございま

す。 

 本市には、吉野川北岸用水関係の改良区が、阿波町には３改良区、市場町には２改良

区、土成町には９改良区、吉野町には１改良区、計１５改良区ございます。さらに、その

ほかにも水利組合が多数あるところでございます。先ほど答弁もさせていただきましたよ

うに、個々の改良区におきましては厳しい状況の中で運営がされております。今農家が負

担しております土地改良区の賦課金は、吉野川北岸改良区、各水利組合の経常経費を合わ

せた合計額につきましては、吉野川北岸土地改良区管内の平均では１０アール当たり９，

０００円と高額になっております。組合員の農業経営に大きな負担にもなっているところ

でございます。 

 それで、改良区の一本化につきましては、土地改良区の組織が吉野川北岸、各町卖位の

土地改良区、水系ごとの土地改良区及び水利組合と、現在二重、三重の構造になっており

ます。土地改良区への賦課金の額が農業経営を圧迫しております。この重複組織を解消す

ることが農家の負担の軽減につながります。また、土地改良区の事務経費の削減、事務の

効率的な運営維持管理体制の強化対策として、土地改良区の合併については必要であると

いうふうに考えておるところでございます。 

 現在、このような状況の中におきまして、市場町では善入寺土地改良区以外の組織は市

場中央土地改良区に一本化されております。吉野町においては、吉野土地改良区と板名用

水土地改良区に加入している一条土地改良区がございます。 

 それでまた、合併に向けた動きといたしましては、阿波町の３改良区が平成２４年度を

目途に事務統合に向け手続を行っている状況がございます。また、土成町には９改良区が

ありますが、現在合併に向けた準備をしているというふうな状況もございます。合併につ

いて吉野川北岸に伺ってみますと、吉野川北岸土地改良区においては各改良区の協力のも

とに将来的には一本化することを目標としていきたいというふうに言われております。今
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後市といたしましても、徳島県、また徳島県土地改良団体連合会の指導のもとに各改良区

とも連携を図りながら改良区の合併を推進してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、吉野川北岸用水を香川用水と同様に多目的に使用できないだろうかというふうな

ご質問でございます。 

 この質問につきましては、吉野川北岸用水の事業につきましては議員のほうから先ほど

詳しくご説明もいただいたところでございます。吉野川北岸用水につきましては、吉野川

の早明浦ダムを水源に、池田ダムから用水を取水し、吉野川北岸土地改良区管内の農地に

農業用水を供給しておるというふうなことでございます。 

 それで、吉野川北岸農業用水の施設につきましては、これは国の施設であります。それ

で、吉野川北岸土地改良区は同用水の施設を国の、農林水産省の管轄になりますけれど

も、農林水産省から管理委託を受けまして、維持管理を行っておるという状況でございま

す。吉野川北岸用水が吉野川から水を取水することにつきましては、河川法に基づき国土

交通省と農林省の間において吉野川水系、吉野川等における水利使用に関する協議が行わ

れております。この協議によりまして、吉野川北岸用水の水利使用規定について国土交通

省が同意したことにより取水が現在可能となっております。 

 それで、この水利利用規則によりますと、吉野川北岸用水が吉野川の水利使用について

はかんがいのためにするものとするというふうに規定がされております。また、取水場に

ついても、冬場は毎秒２トン、春先は２．８トンから５．８トン、夏場の６月から９月に

かけては１２トンから１３トンというふうな規定も設けられております。 

 それで、吉野川北岸農業用水の現在の水供給の事情でございますけれども、近年は早期

米の作付がふえており、春先の水需要がふえております。そのため、春先においては供給

量に不足を来しておるという状況もございます。それで、春先においては田畑への供給は

１日置きに供給をしているというふうな状況もございます。 

 また、吉野川北岸用水に聞きますと、幹線水路の維持管理修繕等につきましては、年間

通して切れ目なく通水することは尐し難しいと。修理修繕とか維持管理点検のために通水

を中断する時期も必要であるというふうなことでお話をいただいております。 

 それと、先ほど香川用水につきましては、議員も詳しく説明をいただきました。香川用

水も北岸用水と同じように吉野川から水を取水し、香川県全域に水を供給をいたしており

ます。香川用水は、取水した水については農業用水だけでなく、水道用水、また工業用水

にも使用をいたしております。徳島県と香川県において同じように吉野川から取水をいた
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しておりますが、使用目的が異なる部分については、当時徳島県と香川県の水事情が異な

っていたというふうなことも聞いております。 

 それで、北岸用水の水利使用については現在、先ほどもお話をいたしましたように、国

の取り決めにより農業用水としての使用に限られています。変更を行うことにつきまして

は、国において国土交通省と農林水産省による協議が必要かと考えております。また、吉

野川北岸用水自体も工業用水として使用することについては、春先から夏場にかけて用水

が不足する状況もあります。さらには、年間を通しての通水は難しい状況といろんな問題

もございます。この問題につきましては非常に大きな問題でございます。市といたしまし

ても、この案件については今後しっかりと勉強させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、２点目の質問、善入寺島が宝の島となるための施策についてというご質問

でございます。 

 善入寺島は、阿波市と吉野川市をまたぐ中州であります。大正５年までは約３，０００

人の方が居住をされておりました。学校や神社などがありましたが、国策により島外に移

住を余儀なくされたところであります。現在は河川の中州であることから、国土交通省が

管理をいたしております。ここは年間を通して多くの作物が栽培される３５０ヘクタール

の広大な優良農地であります。約６００戸の農家の方が耕作をしておられます。このうち

約８割が本市の関係者というふうなことであります。農業立市を目指す本市にとりまして

も、まさに全国に誇れる宝の島であります。 

 この島の最上流部分を、西の端の周辺を通称剣先というふうに呼んでおります。ここか

ら現在吉野川の流れは单北に分かれております。北は市場町から吉野町にかけて、また阿

波市側を流れております。もう一方は单側、吉野川市側を流れております。それで、この

地を宝の島と呼んでおりますけれど、今後も引き続き市といたしましては、後世に受け継

いでいくためにはハード面とソフト面の両面から施策が必要かと考えております。 

 この善入寺島、平常時には穏やかな場所でありますけれども、一たん台風など豪雤時に

は一転して想像をはるかに超えるような水量が直撃するというふうな状況がございます。

特に、昨年９月の台風１２号や１５号などでたびたび剣先周辺の河床は大きくえぐられ、

護岸は崩壊をいたしました。それで、表土の流出などにより耕作を断念せざるを得ない占

用地も出てきております。農地が崩壊することは農業の生産基盤を揺るがすことになりま

す。市の基幹産業が大打撃を受けることにもつながりますので、このことを極力回避でき
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るような市としても施策を打ち出していかなければならないというふうに思っておりま

す。 

 さて、方策ですけれども、ハード面の対応事例として昨年以降の状況を尐し申し上げた

いと思います。 

 本市では、台風による増水により崩壊した剣先の復旧と周辺整備について、これまで県

選出の国会議員を初め、昨年１０月には阿波市、吉野川市、吉野川善入寺土地改良区が高

松市にございます国土交通省四国地方整備局あるいは徳島の徳島河川国道事務所へ出向

き、要望を行っております。また、１１月には東京の国土交通省にも参りまして、市長先

頭になり麻名用水土地改良区を加えた４者の方で要望活動を行っております。その結果、

関係当局のご理解をいただき、このたび平成２３年度の国の第４次補正におきまして復旧

工事に向けた予算が採択をされました。先般、国の担当者の方からこの復旧に向けた工程

について説明を受けたところでございます。 

 それで、計画では護岸の長期的な安定を図るため、平成１６年２３号台風の復旧工事や

従来になかった工法として、剣先の加えておる部分、総延長１８２メートルに鋳形ブロッ

クを根固めに投入し、その上部ののり面にかごマットを敶設するというふうな工法でござ

います。工事に着手し、増水時期、７月中旪ぐらいまでに工事に完了する予定と聞いてお

ります。このような工事によりましてひとまず危険を回避することができるようになると

思われますが、大きな災害は今後も発生するというふうなおそれが多分にあるというふう

に感じております。 

 さて、具体的なご質問でございましたトンバック設置の要望についてでございますけれ

ども、平成１６年の台風においても善入寺島は大きな被害を受けました。平成１６年の台

風後の災害復旧につきましても、国の工事とは別に土地改良区の取り組みとして、護岸を

守るために竹の植栽と、その基礎固めのためにトンバック、土のうづくりを行い、土のう

を設置したというふうな経緯もございます。その当時、市としても、当時は町でございま

したけれども、改良区に補助も行っておるところでございます。それで、今回につきまし

ても、国の工事とは別に改良区において同じような取り組みをされるということにつきま

しては、行政としてもこれを支援をしていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 樫原賢二君。 

○９番（樫原賢二君） ただいま田村部長からご答弁をいただきましたが、アンケート調
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査を出す前に市の産業部に対し説明があったということでございますが、その後説明があ

ったということでございますので、先ほど私が申し上げましたように、１億１，０００万

円余って北岸用水のほうへ支払いをしておりますので、どうぞ北岸用水はもうちょっとき

め細かに市のほうに対し、田村部長ともども、歯車を合わせて農家の負担軽減にもっとも

っと努めていただきたいと思います。 

 それと、北岸土地改良区の一本化についてでございますが、先ほどご説明がございまし

たので、これは結構でございます。 

 それと、善入寺島の件につきましては、十分理解ができるということでございますの

で、これで支援をしていただけるということで、この項についてはご答弁は結構です。た

だし、先ほど私が申し上げましたように、香川用水と同様、北岸用水も多目的にしてくれ

ということでございましたが、非常に難しいと。国土交通省とのすれ合い、また農水省と

のすれ合いというようなご説明でございましたが、この間もこの工事もできてもう２４年

にもなるので、時代が変わっておりますので、どうぞ悲観的な答弁をせんように、前へ前

へと、本来市長に答弁をいただきたいんですが、私通告しておりませんので結構でござい

ます。また時により、また場所により、この問題は力強く、子供や孫にツケを残さんよう

に、どうしてもこのままであれば、今度後でＴＰＰの問題もいたしますので、これもあわ

せてひっついております。ということで、負担軽減にどうしてもやらねばならん、命をか

けてこの問題はやらねばならんと、こう思うておりますので、今後行政といたしましてひ

とつ前向きに前へ前へと進めていただきたいと思います。この項については結構でござい

ます。 

 それでは、ＴＰＰの問題を、ＴＰＰの太平洋パートナーシップについてでございます。 

 阿波市は農業立市であり、農業に従事している方が非常に不安がっております。もうテ

レビに出るやら新聞に出るやらと、２月２４日の徳島新聞では、農産物の関税の例外確保

は不透明であり、日本のＴＰＰ交渉参加に関係９カ国、反応は９カ国が支持、３カ国は継

続協議との内容です。ベトナムは支持、ブルネイが支持、ペルー支持、チリ支持、シンガ

ポールが支持、マレーシアが支持、アメリカが継続協議と、またオーストラリアも継続協

議、ニュージーランドも継続協議というように、日本の交渉参加に対し厳しい環境でござ

います。また、３月２日に徳島新聞でございますが、日中間ＦＴＡ交渉へ首脳会議を５月

で調整というように、外国と日本との自由貿易協定を強く求められています。 

 阿波市農業従事者に対し、一日も早く４町のブランド商品の確立、推進、また食の安
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全・安心のＰＲの推進を確立し、外国貿易との闘い、勝利できる環境づくりを阿波市はど

う取り組むのか。これにまた先ほど北岸用水の多目的にするんだ、やるんだと内容もまた

あり合わせで、再度これにＴＰＰ太平洋パートナーシップについての質問にひっつけてご

答弁をしていただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 樫原議員代表質問の２点目でございます、ＴＰＰ環太平

洋パートナーシップについて、ＴＰＰ環太平洋パートナーシップについて阿波市への影響

とその対策はというふうなことでご質問でございますので、お答えをさせていただきたい

と思います。 

 ＴＰＰにつきましては、昨年交渉参加の方針が示され、環太平洋連携協定と言われるも

のであります。日本や单北アメリカ西岸など太平洋を取り巻く地域の加盟国９カ国間にお

いて、農産物を初め工業製品やサービスなど、取引されるすべての品目について原則関税

を１００％撤廃して貿易の自由化を図ろうとするものであります。 

 ＴＰＰにつきましては、特に農業への影響が大きいとされております。現段階では参加

の結論が出ていない上、農業を初めさまざまな分野に関して大きな進展があったとは現状

では伝えられておりません。最近の大臣の記者会見などを見てみますと、特に大きな進展

があったとは報道されておりません。２月２８日の鹿野農林水産大臣の記者会見において

も、ＴＰＰ交渉参加へ向けた関係国との事前協議については具体的な考え方を示すという

段階には至っていない、これから協議がなされていくとの説明があった程度であります。

したがって、本市においても具体的な影響や今後の取り組みあるいは対策等については、

国や県と同様に今の段階では難しい状況でございます。 

 ただし、昨年第４回の市議会での一般質問に対しましても答弁をさせていただきました

ように、国や県、また本市においても農業への影響は金額的に試算しております。その内

容について尐しご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、ＴＰＰに参加することによりましてのメリットといたしましては、輸出を主にし

た産業界は大きな経済効果が得られると思っております。輸入品では、消費者が生活用品

などを安く購入できるようになり、商業は活発化するんではないかということでございま

す。 

 次に、デメリットでございます。これまで関税で守られてきた品目の価格が崩壊し、生

産力が減尐するのではないか。また、日本の農業は海外の大規模農業に太刀打ちできず、
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大きな打撃を受けるんではないかということになります。特に、日本のお米につきまして

は、これまでの価格での流通は難しくなり、その価値と価格は半減するんじゃないかとい

うふうにも言われておるところでございます。 

 次に、平成２２年１１月に農林水産省から発表されました農産物生産等への影響につい

て、試算額といたしましては、国では農産物の生産額が８兆５，０００億円から４兆１，

０００億円程度、約４８％減尐するんじゃないかとしております。内訳といたしまして

は、米が１兆９，７００億円、豚肉が４，６００億円、牛乳・乳製品と牛肉はそれぞれが

４，５００億円の減尐とされております。 

 次に、徳島県では、県が試算したところによりますと、農業生産額は２７％減尐し、そ

の額につきましては２８６億円の減尐になるのでないかとしております。 

 次に、阿波市での影響ですけれども、国や県が試算した基準に合わせまして算出いたし

ますと、米の生産額は２３億１，０００万円の減尐となるのでないかと思っております。

その他主要な６品目を合わせますと、農業産出額では約６３億円の減尐という予測となっ

ております。本市の農業を初めとする第１次産業は大きな打撃を受けるんじゃないかとい

うふうなことで恐れておるというふうな状況でございます。 

 そういう状況の中、本市といたしましては、農業を初めとする第１次産業は日本の基幹

産業であります。その影響が十分検討されていない中、円高や震災後の今の時点において

このＴＰＰ参加というのは時期尚早でないかというふうにも思っております。国が支援策

などを打ち立てた後で市としても検討していきたいというふうに考えております。今後Ｔ

ＰＰへの参加については、各国との調整が進みますと国や県において具体的な施策は発表

されてくると考えます。その動向も十分注視しながら、本市への影響を見きわめながら市

としての方策も今後考えてまいりたいというふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 樫原賢二君。 

○９番（樫原賢二君） ただいま高度なご答弁をいただきました。国会でご答弁をいただ

きよるような感じがいたしましたが、ここは当阿波市でございまして、私が一番お願いし

よんは、阿波市に農業従事者に安心ができるように４町のブランド、いわゆる阿波町はこ

れが強い、市場はこれが強い、土成はこれが強い、吉野はこれが強いというような食の安

全のＰＲ、すなわち必ずこの問題は避けて通れないのが今の国政の内容でなかろうかと。

というのは、民主党政権は、このとおり非常に歯が浮くようなことばかり立て並べて、マ
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ニフェストで政権をとって、現在いろいろの、今度は消費税のアップというようなことで

ございます。次第次第と農業を営んどる方は厳しい環境に入っていきよるわけでございま

す。どうぞ再度４町のブランド商品の確立、推進、食の安全・安心のＰＲ、これを外国の

もしＴＰＰ太平洋パートナーシップ、また新聞にも載っておりますように、中国、韓国、

日本というような問題もございます。そういうことで、ぜひ再度ご答弁をいただきたいの

は、４町にこれがよしなの品物で結構ですから、これを阿波市は推し進めていくという力

強いご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 樫原議員の代表質問の再問にお答えをさせていただきま

す。 

 質問につきましては、阿波市のブランド品目につきましてどのように進めていくのかと

いうふうなご質問だったかと思っております。 

 それで、阿波市につきましては、現在市卖事業によりまして活力ある阿波市農業振興事

業を推し進めております。特に、この中で３本柱といたしまして、１つは阿波市の農産物

のブランド化を図っていこう、１つは地産地消を図っていこう、そしてもう一つは集落営

農組織の育成を図っていこうというふうなことで、３本柱を掲げております。その中で、

農産物のブランド化につきましては、旧来各ＪＡ、ＪＡ板野郡管内のＪＡと旧の阿波郡管

内のＪＡによりましてブランド品目というふうなことを選定をいたしておりましたけれど

も、市といたしましてこのたび阿波市といたしましてのブランド品目の選定を实は今行っ

ております。 

 それで、この選定につきましては、阿波市ブランド品目の専門委員会を設置いたしまし

て、とりあえず阿波市としてこれからどういうふうなブランド品目を育成していくかとい

うふうなことにつきまして、实は１３品目について品目を掲げております。紹介をしてみ

ますと、１３品目につきましては、シンビジウム、イチゴ、トマト、ナス、大根、ネギ、

レタス、ブロッコリー、ホウレンソウ、エンドウ、キャベツ、アスパラガス、ブドウ等で

ございます。この１３品目を育成品目に掲げまして、今後この中から市のいろんな補助事

業、活力ある阿波市農業振興事業の補助事業をこのブランド品目の１３品目に当てまし

て、この中からある程度、また市としてブランド品目を絞り込んでまいります。そういう

作業を進めながら阿波市の農業振興を図っていきたいというふうなことで現在取り組んで

いるところでございます。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 樫原賢二君。 

○９番（樫原賢二君） ただいま田村部長から力強いご答弁をいただきました。１３品目

から絞り込んでいくということでございますので、今後農業を営んどる方も多尐前向きな

農業施策が進んでいくんでなかろうかと、こう思います。今後の活躍よろしくお願いいた

します。 

 それでは、最後でございます、これは３番目でございます。 

 まず、質問に入る前に、ダイヤモンド婚、金婚の問題でございますが、これまた議長に

お許しをいただいておりますので、カタログをお見せいたします。これが広報阿波７月号

でございます。この広報阿波７月号にダイヤモンド婚、金婚該当者の方へ申請受け付けし

ていますというような文言がございます。ここに阿北特別養護老人ホーム組合職員募集、

この欄とこの欄とこの欄とどっちが広いと皆さん思いますか、この欄とこの欄とね。（資

料を示す） 

 このもんで質問いたします。 

 これは本日ご臨席の皆さん全員がこの回覧板はご承知かと思います、回覧板ね。この回

覧板が各自治会、自治会長を軸として運営、すなわち一つの組織ができておるのがこの回

覧板のおかげでございます。この件につきましてもご質問いたします。 

 高齢者の充实について、ダイヤモンド婚、金婚該当者申請に伴う周知についてでござい

ます。広報阿波７月号により申請受け付けしてますとのことですが、なぜこのような方法

で結婚６０年、５０年の阿波市の高齢者に対し周知が漏れなくできているのか。私のとこ

ろに、結婚してから６２年になるのにひど過ぎると相談があり、社協に聞きますと、個人

情報で個々に対しては連絡はできないと強く皮肉られたようでございます。また、戦後激

動の時代を生き抜き、想像もつかないご苦労を乗り越え、きょうまで仲むつまじく暮らさ

れておる方が市内では多くおられるわけでございます。 

 なお、１７年度から平成２３年度までのダイヤモンド婚の該当者は３８７組であり、金

婚の該当者は５９９組であります。内訳といたしましては、１７年度で阿波が５名、ダイ

ヤモンド婚がね。それから、市場が５名、土成が３名、吉野がゼロ、ほんでダイヤモンド

婚が１３組です。金婚が、阿波が３９、市場が２５、土成が１９、吉野は１、こんで８４

組でございます。ダイヤモンド婚、金婚合わせたら９７組でございます。また、１８年度

は、ダイヤモンド婚が、阿波が１９、市場が２０、土成が１２、吉野が８、計５９組でご
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ざいます。金婚が、阿波が３９、市場が３６、土成が１８、吉野が１６、１０９でござい

ます。計、金婚、ダイヤモンド婚合わせて１６８でございます。１９年度が、ダイヤモン

ド婚が、阿波が２４、市場が２１、土成が１６、吉野が１１、計７２組。金婚が、阿波が

３２、市場が３５、土成が１４、吉野が１３で９４組でございます。計、両方合わせて１

６６組。２０年度が、阿波がダイヤモンド婚が２３、市場が２８、土成が１５、吉野が２

１、合計８７組でございます。金婚が、阿波が３０組で、市場が２８、土成が１７、吉野

が１８、計９１でございます。これが１７８組でございます。続きまして、２１年度でご

ざいます。ダイヤモンド婚ですが、阿波が２５組、市場が２０組、土成が９組、吉野が９

組、計６３組。金婚が、阿波が３０、市場が１６、土成が１６、吉野が１２、計７４組

で、両方合わせて１３７組。ダイヤモンド婚、平成２２年でございますが、阿波がダイヤ

モンド婚が１６です。市場が１１、土成が１０、吉野が５、計４２組でございます。金婚

が、阿波が２９、市場が２０、土成が１２、吉野が１２、計７３組。ダイヤモンド婚と金

婚合わせて１１５組でございます。２３年度でございますが、ダイヤモンド婚が、阿波が

１７組、市場が１１組、土成が１１組、吉野が１２組、それから金婚が、阿波が２６、市

場が２５、土成が１２組、吉野が１１、計７４。これが金婚合わせて１２５組でございま

す。 

 これで平成１７年度から２３年度で両方合わせて９８６組でございまして、私も町会議

員のときにこの金婚、ダイヤモンド婚に出席したことがございますが、先般聞きましたら

そういうことはしてないというようなことで、先ほど私が質問した中で５０年、６０年と

いうのはだてや酔狂に歳月がたつものでございません。必ずこの席でおられる方は全員が

金婚、ダイヤモンド婚を受けられると思います。不幸して夫婦でない方もおられると思い

ますけれども、普通この道を歩むために苦労しておるのが現状でございます。この組織を

維持するにつきまして、先ほど私が言いましたように、回覧板の説明をさせてもらいます

が、阿波市自治会育成振興費というのがございまして、目的は、住民が豊かで安心して生

活できるまちづくりを推進し、市勢発展のための事務事業に寄与するとともに、自治会内

のあらゆる行事及び活動を促進し、さらには自治会員相互のコミュニケーションを図るこ

とを目的とすると。振興費の額は毎年度の予算に定める範囲内において４月１日の自治会

加入世帯数等を機に算定した額、平成１７年度から平成２３年度までの算定式は１世帯当

たり４，５００円掛ける自治会の数が自治会の会計のほうへ毎年度毎年度と入っておるの

が現状でございます。 
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 特に、２３年度の状況でございますが、吉野町の自治会の数が７２自治会で、脱会自治

会が３自治会でございまして、６９自治会、世帯数は１，９６５世帯、交付額は８８４万

２，５００円。土成町は７１自治会、増減はございません。７１自治会で２，０１８世

帯、９０８万１，０００円。続いて、市場町１２７自治会、８自治会辞退、１１９自治会

で世帯数は２，５４０世帯、１，１４３万円。阿波町が１１５自治会で、辞退が３辞退

で、１１２自治会でございます。世帯数が３，３６４世帯で、１，５１３万８，０００円

でございまして、交付額の合計が４，４４９万１，５００円でございます。 

 こういうふうに、各自治会が仲よく、また自治会長を軸として円満に阿波市発展のため

に寄与していただくということでこのようなんがあったわけでございます。これは個人情

報がかかっておりますので、十分活躍せんと思います。ゆえに、今後はこれを活躍しても

ろうて、先般私自治会長のとこ行って聞きますと、それはいいことだと、それは常会にじ

いちゃん、ばあちゃんがおるのでそれは各自治会長が特に気つけるので、これはいい考え

だというようなお墨つきもいただきました。よって、これを踏まえてひとつすばらしいご

答弁をいただきます。 

 答弁内容によって再質問いたしますので、よろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 阿波みらい樫原議員の代表質問で、高齢者福祉の充实に

ついて、ダイヤモンド婚、金婚該当者申請に伴う周知方法についてお答えをいたします。 

 ダイヤモンド婚、婚姻年数６０年、金婚、婚姻年数５０年の方をご招待して祝い状及び

記念品の贈呈式につきましては、市の補助金によりまして社会福祉協議会が開催している

社会福祉大会において实施している事業であります。社会福祉協議会において該当者の周

知、受け付け及び当日の式典を实施してもらっているところでございます。 

 申請についての周知方法でありますけれども、７月発行の社協だよりに掲載をし、周知

を図ってます。また、広報阿波、議員ご指摘の広報阿波７月号においても掲載するととも

に、ダイヤモンド婚祝い、金婚祝い該当者届け書を折り込みを同時にしておるところでご

ざいます。また、同時にＡＣＮの字幕放送でも周知を図っております。 

 次に、ダイヤモンド婚、金婚の該当者の市からの通知というようなこともありましたけ

れども、なかなか個人情報等ありまして市が婚姻年月日の確認、またついては戸籍簿によ

る確認が必要になります。しかしながら、戸籍の申請するのは制限されておりまして、本

人の同意なく調査することはできないこととなっています。そういうようなことで、市に
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おいて該当者を調査していくというのは、通知をするというのは難しいというふうに考え

ております。 

 もう一点、周知に回覧を取り入れたらというようなご質問でございます。今後回覧も含

めて、社会福祉協議会とよく検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 樫原賢二君。 

○９番（樫原賢二君） 先ほど回覧も含めて検討すると、こういうことでございますが、

もうちょっと読み足らんので、このダイヤモンド婚、金婚該当者の方へ申請受け付けをさ

せていただいておりますというこの文言を変えてはどうかと。ということは、これは申請

受け付けしていますと、まるで５０年、６０年生き抜いてきた方にあたかも押しつけるよ

うな感じがとられるわけでございます。非常に威圧感がございます。どうぞこの文言すら

よく考えて、社協の会長もご立派な方と聞き及んでおりますので、この点十分検討してい

ただくとともに、阿波市社会福祉協議会では１０月２日に開催される第７回阿波市社会福

祉大会でダイヤモンド婚、金婚該当者の方にお祝いをさせていただきますと、ダイヤモン

ド婚祝い該当者は結婚年数６０年、ご夫婦ともご健在で、昭和２６年１月１日から昭和２

６年１２月３１日の間に結婚届け出済みのご夫婦と、金婚祝いは該当者は結婚年数５０

年、ご夫婦ともご健在で、昭和３６年１月１日から昭和３６年１２月３１日の間に結婚届

け出済みのご夫婦と、別紙申請書に記入の上、８月１日月曜までに阿波市社会福祉協議会

本所、各支所へご提出ください、お問い合わせ先は本所、市場支所、土成支所、阿波支

所、吉野支所と、こうなっておるわけでございまして、今後この回覧板を含めて検討する

というお答えいただきましたので、ことしの７月、広報阿波７月号にするわけと思います

が、本来新年度っちゅうんは４月１日が新年度でございますので、先ほど申し上げました

ら、ここに書いてありますように、２６年１月１日と、それで２６年１２月３１日と。今

年の１０月、前後すると思いますけれども、今年もすると思います、するんです。ほん

で、今年は２７年１月１日から２７年１２月３１日と。ということは、もう既にこの問題

は無理にこないにずるずる７月までずらさんと、年の初め、せめて４月１日には出せれ

る、４月は無理といえばまたもうちょっと延ばしてもいいけれども、もうちょっと時間を

余裕をあげて、もうちょっといたわりの心、いわゆる苦労年輪をされた方に対してもっと

阿波市は、あすに向かって花咲くやすらぎ空間、すなわち阿波市は農業立市でもあるし、

またすばらしい教育環境ができておるわけでございますので、どうぞ金婚、銀婚の方に
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も、ああ、うれしいな、もうじき父ちゃん、母ちゃん、もうじき出席の日が来るなあとい

うように、楽しみを与えるような環境づくりするのもこの阿波市の使命でなかろうかと、

こう思います。 

 再度、松永さん、ちょっときついんですが、声を大きくして、この回覧板だけで結構で

すから、集中的にご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 樫原議員の再問であります。 

 広報の仕方、広報紙の内容の書き方ということも含めて、また回覧ということも含めま

して、十分に社会福祉協議会と検討して、議員のご質問の趣旨を回覧も含めて検討させて

もらいます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 樫原賢二君。 

○９番（樫原賢二君） すばらしいご答弁、松永福祉部長、ありがとうございました。 

 どうも皆さん、あと定年される方、また阿波市に対して協力よろしくお願い申し上げま

して、私の代表質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

○議長（吉田 正君） これで阿波みらい樫原賢二君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時１２分 休憩 

            午前１１時２１分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、阿波清風会正木文男君の代表質問を許可いたします。 

 正木文男君。 

 

○５番（正木文男君） それでは、議長の許可をいただきまして、阿波清風会、今回は代

表して質問をさせていただいたらと思います。 

 今回の議会、２４年度第１回の議会というよりか、２３年度最後の議会というようなこ

とも言えるんじゃないかなというような気がいたします。 

 今回は私は４点ほど質問を予定をさせていただいております。１点目が空き家対策、防

災対策、特に水害対策、市道中央東西線の交差点改良について。２点目が新年度予算につ

いて重点事項、特に観光振興への取り組みについて。３点目がスマートインターへの取り

組みについて。４点目が土地改良区の現状と育成について。この４点でお願いしたいと思
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います。 

 最初の質問になるわけなんですが、この空き家対策、防災対策、特に水害対策、市道中

央東西線の交差点改良について、この質問なんですけれども、私たち議員は、阿波市発展

のために何を考え、議会においてどんな発言をしているのかが問われているのではないで

しょうか。それから、議会の意義も認識をしてもらわなければいけない。そのため、私は

前回の議会においてどのような発言をして、それがどのように動いているのかを検証する

ために、前回の質問についてその後の対応状況はどうかというようなことで１問目の質問

とさせていただきました。したがって、項目が多くなりますけれども、再度質問というよ

うなことでお願いする形になろうかと思います。 

 その各議会での質問事項、その答弁なり質問の内容、答弁の内容、そういうものが議会

の前段でこういう形で議会広報という形で出ております。市民の皆さん方もテレビで見た

りというよりも書いたものがご家庭に届くというような中で見ていただいているんじゃな

いかなというふうに思うわけです。 

 前回、私先ほど３点質問をさせていただきました。まず、空き家対策についてですね。 

 使えるのに放置されている空き家が市内に数多く見受けられる。利用可能な空き家につ

いては情報発信して有効活用に、廃屋化した空き家については環境、防災等近隣者の迷惑

となっており、その対応を検討すべきと考えるが。答え、空き家情報登録制度により有効

活用に取り組んでいるが、なお情報発信するとともに、老朽化した空き家については現在

の状況を調査し、他県の事例等も参考にし、対応を検討していきたいというやりとりでし

た。このことについてある人から、この広報を見て、家を買うのではなく何年間か一戸建

てを借りたいのですが、情報はありますかという相談でありました。こうやって議会で議

論されていることに注目し、対応を求めている人がおられるということが言えると思いま

す。そういうことで、今回その状況、対応状況をお願いしたいと思います。 

 それから２点目ですね、防災対策、特に水害対策についてという項目でございます。 

 私の質問ですね、台風１２、１５号により阿波市においても大きな被害を受けた。防災

対策に取り組む市政として、どのような災害を想定し、それにどう取り組むかが重要であ

る。阿波市における災害は水害や土砂災害の可能性が高く、この対応が求められる。地震

は想定であるが、水害等は現に発生をしておる。未然に防ぐための対応が必要と考える

が。答えですね、災害の犠牲にならないよう自主防災組織や行政との訓練を行い態勢を整

えるとともに、災害時要援護者台帳の拡充等を図る。また、災害発生の可能性のあるとこ
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ろやハザードマップにより危険箇所に指定された箇所については、災害の未然防止、緩和

措置等に国、県と連携し取り組むというようなことでございました。これにつきまして

は、このバックに具体的な項目を挙げておりました。この前段の面はソフト面での対応で

あり、よいといたしまして、後段の部分で具体的な内容なんですが、１点目が、伊沢谷川

下流部の洗掘箇所と下流部において河床の上昇があり、越流の危険性がある。伊沢谷川の

下流で河床が上がってる、この前の台風のときに水位が上がりまして、もう堤防とほとん

どすれすれの状況までなっておって、もう付近の人は冷や冷やしておったというような状

況がある。２つ目が、もう一点が、大久保谷川下流部に洗掘箇所があり、堤防決壊のおそ

れがあるという状況もあるわけなんですね。こういう危険な状況がある、それをどういう

対応しておられるか。それから、伊沢田、中川原地域の浸水対策についてということなん

ですが、この中川原地域については後で池光議員のほうから質問が出ておりますので、そ

れは割愛していただいていいわけで、伊沢田の浸水対策についてどういうものを考えてお

られるか。それから、芋場地区の排水対策はどういうふうになっておるか。これは私ども

の近くの水路なんですけれども、県が行っておりますけれども、それの状況はどうでしょ

うかということですね。 

 それから３点目、市道中央東西線の交差点改良について。 

 この件でございますけれども、市内一事故の多い県道志度山川線と市道中央東西線の交

差点改良への取り組み予定はと。答えが、附帯する排水対策が必要であり、現在排水対策

と自歩道整備を進めており、あわせて交差点改良を推進するということでございました。

これも本当に地元にとっては一番要望されている箇所なんですね。これの対応状況はどう

なんでしょうか。来年度予算といいますか、そういうものでも反映されておられるのかど

うか、その辺をあわせてお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 阿波清風会正木議員の代表質問に答弁させていただきます。 

 私のほうからは空き家対策について答弁させていただきます。 

 １２月議会においても説明させていただきましたとおりでございますが、現在行ってい

る対応としましては、平成１９年度より阿波市空き家情報登録制度要綱を定め、市内の空

き家情報をホームページなどにより発信しております。 

 この空き家情報につきましては、登録件数が尐なく、対策を検討しているところです

が、平成２４年度におきましては地域の自治会長や自主防災組織に協力を求め、空き家の
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調査を实施する予定としておりますが、外観で判断して空き家と思われる家でありまして

も、長期不在または相続問題等さまざまな理由が考えられます。そのすべてを把握するこ

とにつきましては、調査時の所有者とのトラブルや調査に携わる方々の負担も懸念されて

おります。空き家対策のみならず、防災、防犯上の対策も含め、調査方法を慎重に考えて

まいりたいと思っております。 

 また、定住、交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的に、総合的な受け入

れ組織体制としまして企画課内に県が取りまとめておるものでございますが、移住交流支

援センターを設置し、２４年度になりますが、県、市町村、ＮＰＯ法人等が一体となり全

国の移住希望者への情報発信などを行う予定としております。 

 次に、空き家の撤去等につきましては、一部の自治体におきましてはさまざまな条件の

もと例外的な措置としまして市が建物を撤去する事例もあるようでございますが、基本的

には建築物の所有者が常時適正な管理をしなければならないものであり、市が撤去する場

合は、撤去の基準や市有財産への公費負担等、多くの問題があるものと認識しておりま

す。現在行っています空き家情報登録制度の充实や相談、指導をきめ細かく推進するとと

もに、対応状況につきましての情報交換や今後の対応に向けての検討を行ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 坂東建設部長。 

○建設部長（坂東 博君） 阿波清風会正木議員の代表質問にお答えします。 

 特に、水害対策、それと中央東西線の交差点改良について、その対応状況はということ

でございますが、前回いただいておりますのが伊沢谷川、大久保谷川の安全性、それと伊

沢田、中川原の浸水対策、芋場地区の排水対策についてと中央東西線と志度山川線の交差

点改良についてということで、４点ほどお答えをしております。 

 先に大久保谷川河川付近の下大久保谷川橋付近では、水が左岸に集中して流れることに

より河床が非常に下がってきております。今のところまだコンクリートの擁壁とかブロッ

クが残っておりますが、危険性は認識をしております。今回部分的に県が補修をする予定

でございます。河川管理者である県も災害を未然に防ぐため、巡回パトロールを实施して

います。また、阿波市においても、道路パトロールと同時に河川パトロールを实施し、河

川周辺の住民の安全を図っているところでございます。 

 河川の維持は限られた予算でありますので、緊急を要する箇所から順次施行をしており
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ます。平成２３年度の主な工事といたしましては、河川の水があふれ、多数の家屋へ浸水

被害が出ました指谷川のしゅんせつを今現在实施しております。今回の指谷川の河床のし

ゅんせつにつきましては、県がしゅんせつ土砂の置き場がないということで、市が土砂置

き場を確保し、また河川の雑草、ごみ等の処分を市が行うということで实現をしました。

今後も県、市一体となって事業の推進を図っていきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目の伊沢田地区、中川原地区でございますが、中川原地区は池光議員のほう

に回答を回させていただきます。 

 伊沢田地区は、平成２３年１５号台風により、家屋の被害はありませんでしたが、大き

く内水が発生しました。河川の吐き出し口には農業用施設、かんがい施設として排水ポン

プが整備されておりますが、十分な能力があるとは言えません。浸水対策としましては排

水ポンプの整備をする必要がありますが、市内に排水機場が整備されていない箇所や整備

されていても排水能力が不足している箇所が多々あります。すべての箇所を整備する場合

は非常に多額な費用が、事業費が必要となるため、市卖独では対応は難しく、また国にお

きましても財政再建、東日本復興予算など非常に厳しいものがあります。内水被害が発生

すると予測された場合には、国土交通省並びに県のほうに排水ポンプ車を要請しまして排

水を行うなど、被害を最尐となるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、芋場地区につきましては、平成２３年１２月から工事費１，１００万円にて井沢

谷川合流部より流路工３３メーターを工事を施行しており、５月末の完成の見込みでござ

います。２４年度の予算につきましては、まだ国の国会が議決になっておりませんのでま

だ決定はしておりません。すべての工事が完成するまでには数年必要と聞いております

が、一日も早い工事の完成を要望してまいります。 

 以上のように、水害対策について、住民の生活や安全を守るため、今後も関係機関に粘

り強く要望を重ねていきたいというふうに考えております。 

 次に、県道志度山川線と中央東西線の交差点改良箇所は、排水が悪いため排水対策が必

要であると前回お答えをしております。２１年度から社会資本整備総合交付金事業にて中

央東西線自歩道工事伊沢地区を行っており、台風時においても対応ができるよう、自歩道

内に排水路を移設して計画をしております。総延長１，０９５メートル、自歩道幅３．５

メートル、この歩道の中に内区幅１．５メートルの排水路を併設する計画でございます。

２１年度には測量設計及び河川協議を实施し、平成２２年度は伊沢谷橋側道橋の設計及び

願成寺谷合流部から５０メートルの排水路の工事が完了しました。２３年度は、伊沢谷橋
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側道橋の下部工事及び側道橋から東へ自歩道工事８０メーター、これにつきましては側道

橋と自歩道とを結合しますので、工事の後戻りがないための８０メートルの工事でござい

ます。現在工事中でございます。平成２４年度は伊沢谷橋側道橋の上部工と用地買収及び

物件補償費を予定をしております。 

 中伊沢谷橋は阿波中学校の通学路となっており、冬場の凍結時には自転車の転倒事故が

報告されており非常に危険なため、側道橋工事を最短工期の２年間での完成を目指してお

ります。 

 県道志度山川線と中央東西線の交差点もこの事業の計画に入っております。ただ、限ら

れた財源の中ですので、資本を集中的に投資し、事業効果を上げる施策をとっておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） ありがとうございました。いずれもなかなか難しい課題じゃない

かなというふうに思います。これにつきましては、なおお願いといいますか、こういうこ

とで置きたいと思うんですけれども、空き家対策については、行政としてどこに、外から

見たときにどこに行ったらその対応がしてもらえるんだろうかという窓口ですかね、そう

いうものが大事じゃないんかなというふうに思いました。 

 今聞きましたら、何かちょっとＩターンとか、そういう面での窓口的なものはつくられ

るようなんですけど、いろんな面で中におる人はどこに頼んだらいいかだとか、そういう

のはわかるんですけど、外からの受け皿もつくっておかられたほうがいいんじゃないかな

と。そのときに行政として窓口はどこですよ、行政としたら職員の方が全部動けるわけじ

ゃないわけなんで、その地域で我々議員だとか民生の方だとか、そういうこととつないで

いっていろんなニーズがあるわけですね。短期間、五、六年なんだけども一軒家を借りた

いんだというような話もあったり、それからＩターンでどうだろうかとかというようなこ

とにも広げていくというようなことで、そういうものは大事じゃないかなと思います。 

 それから、空き家というものをうまく活用するという中で、他県においては改修費補助

制度というようなものを行政がつくってやられているというようなものもあるように思い

ます。 

 それからもう一点、老朽化して本当にもう朽ち果ててるような状況の中で、その庭木が

大きくなって隣の家が迷惑してる、それからどうも横で野犬のすみかになってるだとか、
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そういうものが大分ふえてきてるように思うわけですね。そういうようなところに対して

は空き家管理条例で適正な管理の義務化だとか、そういう事例が全国でもたくさんできて

いるように思います。そういうようなことも検討していただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、防災対策については、特に水害対策。私は災害という面で、確かに地震地

震、津波はいいとして、地震の話はよく出るんですけれども、やっぱり我々は土砂災害、

水害、それをまず考えたらどうでしょうかと。前も言いましたけども、フレーズで、地震

は想定なんですね。こういう地震でこういう災害起こるだろう。しかしながら、水害、土

砂災害は現に起こってるところなんですね。それから、もう確实に起こるというのが見え

るわけです。それがわかってるのにそれに対応しないというのはおかしいんじゃないでし

ょうか。ハザードマップで指定しました、こことここは危険ですよと指定してそれで済む

んじゃなくて、やはりそれよりも尐しでも減災対策とかというようなことで進んでいって

いただくべきじゃないかなと思います。今回心配しました３点については県を含めて対応

していただいているようでございます。 

 それから、中央東西線につきましては、確かに予算の配分の中で現に伊沢地区での自歩

道整備進んでおるようです。自歩道整備がこの中央東西線の根幹にかかわる問題ですね、

排水対策を進めなければいけないという前提の中で。しかしながら、やっぱりあの区間と

いいますか、願成寺谷への最後のところはできてるわけですから、何とかあの間、新藤石

油までのあの間をしっかり早く進めていただいて、その結果によってあそこの交差点での

改良、事故の頻繁に起こる本当に困る箇所の解消というものに努めていただきたいなとい

うふうに思います。 

 あえてこういう質問の仕方を今回出させてもらいました。やはり議会の質問の状況、ど

ういう議論がされてるか、議員の皆さん方からどういう質問があって、理事者の方がどう

いう答弁されておるかというようなことを、議会の質疑のやりとりというのはインターネ

ット、阿波市議会の会議録というものを開いていただいたら、そこに一言一句こういうや

じがありましたという部分まで載っております。市民の皆さんも多分みられてるかと思い

ますけれども、こういうことによって今どういう議論がされてるかということを知ってい

ただくということ、そして我々もしっかりと逆にそのことによって勉強して考えていかな

ければいけないというふうに思います。 

 それでは続きまして、２点目の話なんですが、新年度予算編成について、重点事項と特
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に観光振興について。 

 合併後もうはや８年目となりますかね。平成２４年度当初予算は、平成２３年度予算に

比較して７億８，０００万円、率にして４．５％尐ない予算編成となっております。来年

度当初予算の大まかな重点項目、後でまたこの件については質問の方たくさんおられるよ

うなんですけど、申しわけない、私も最初の立場になりましたので、大まかな重点項目に

ついて先陣を切って聞かせていただいて、どういう特徴があるのかというようなことをお

知らせ願ったらと思います。 

 特に、市長の思いが強く反映されている予算と思われます庁舎周辺の観光整備計画、こ

の辺についてはちょっと深く入ってご説明をお願いしたい。そしてあわせて、関連する観

光への取り組みについてというようなことで、切幡寺周辺観光整備、土柱周辺観光整備、

柿原堰周辺観光整備、この辺についてはどのように考えているのか。ちょっと２つに分か

れるかと思いますけども、そういう趣旨で質問をさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 正木議員の２点目の新年度予算編成について重点項目、総務

のほうからは重点項目について主に説明させていただきます。 

 平成２４年度予算編成につきましては、国におきましては日本再生元年予算と位置づ

け、災害復興に引き続き最優先に取り組むとともに、日本再生重点化措置の活用等によ

り、経済社会の再生に真に資する分野に財政資源を重点配分することとされております。 

 阿波市におきましては、昨年１０月１日に平成２４年度予算編成方針を各部局に通知

し、本市総合計画に掲げる将来像「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間阿波市」の实

現に向け、６つの柱を基本として位置づけ、地域の活性化に寄与する施策が反映できる予

算となるように調整いたしました。 

 ２４年度の一般会計当初予算規模につきましてですが、議員も先ほど言われましたが、

阿波市の平成２４年度一般会計当初予算額は１６６億３，８４０万円であり、前年度と比

較して７億７，９６０万円の減尐、率にしまして４．５％の減となっており、予算規模と

しましては合併後３番目に尐ない予算となっております。 

 次に、ご質問の重点項目について、重立ったものについて説明させていただきます。 

 まず、主なハード事業としまして、１つ目、庁舎及び交流防災拠点施設建設事業としま

して、予算額が９，８１２万円。２点目、学校給食センター新築事業、予算額としまして

４，２４７万７，０００円。３点目、八幡地区幼・保連携施設整備事業としまして、予算
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額が２，７７５万円。４点目、学校教育施設整備事業としまして、平成２３年度からの国

の第３次補正の繰越分も含めて申し上げますが、予算額が９億５，４１９万８，０００

円、２４年度分のみでは２，８００万円となります、など予算化しております。 

 次に、特に平成２４年度で重点を置いた主な新規事業について申し上げさせていただき

ます。 

 防災、減災の推進事業としまして、１点目、ため池減災利活用計画策定事前調査事業と

しまして、予算額２５万円です。これにつきましては、台風や集中豪雤等による内水の被

害を軽減するためにため池を調整池として活用できるよう事前調査するものでございま

す。 

 ２点目が、災害時対策用井戸水等検査事業としまして、予算額が７４万３，０００円で

ございます。これは井戸の水質検査を行い、災害時において利用ができるかを調査するも

のでございます。 

 ３点目に、地域防災力活性化推進事業としまして、予算額３９３万４，０００円です。

これにつきましては、自主防災組織育成指導員を１名雇用し、また木造耐震化推進員を１

名雇用し、事業の推進を図るものでございます。 

 このようなものを予算化しています。 

 ２番目に、地域農業推進する事業としまして、農業の新たな担い手の育成、新たに農業

に取り組む青年就農者を支援する事業としまして、１点目が、地域農業マスタープラン作

成事業で、予算額９４万円。２点目が農地集積協力金事業としまして、予算額７０万円。

３点目が新規就農総合支援事業としまして、予算額７８２万７，０００円などを予算化し

ています。 

 なお、観光振興への取り組みにつきましては、この後の産業経済部より詳細な説明があ

ると思われますので、省略させていただきます。 

 続きまして、継続事業としまして美しい環境・生活基盤の充实まちづくりとしまして、

幹線道路だけでなく、生活道も含めた市道整備事業としまして、予算にして２億３，３７

２万３，０００円、市内の住宅に太陽光発電システムを設置した個人を対象に住宅用太陽

光発電システム導入補助事業としまして、予算額にしまして２４０万円を計上しておりま

す。 

 また、産業が発展するまちづくりとしまして、阿波市農業振興計画の３つの重点プロジ

ェクトの实現に向けたさまざまな事業の展開として、活力ある阿波市農業振興事業としま
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して、予算額２，４５６万９，０００円となっております。 

 以上が新年度予算につきましての主な概要ですが、市民サービスを最優先に考え、財政

状況にも配慮しながら、本市の将来像でもあります「あすに向かって人の花咲くやすらぎ

空間阿波市」に向かって着实に施策を推進してまいりますので、今後ますますの議員の皆

様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 阿波清風会正木議員の代表質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 新年度予算編成についての重点項目、特に観光振興というふうなことでございます。 

 それで、本市には国の天然記念物でございます天下の奇勝と言われる阿波の土柱を初

め、金清自然公園、また奥宮川内谷県立自然公園、さらには四国霊場札所、柿原堰、道の

駅どなり、それと御所のたらいうどんや豊富な農産物、特産品等、多々観光交流資源がご

ざいますが、訪れる観光実につきましては年間５０万人以上に上るというふうに言われて

おります。しかし、ほとんどの実が日帰り実というふうなことで、数多くの観光交流資源

も観光実が年間を通して繰り返して訪れる魅力ある観光基盤としての活用状況は必ずしも

十分でないというふうに思っております。 

 こうした状況を踏まえまして、平成２４年度から新規事業といたしましてやすらぎ空間

づくり発信事業を予定をいたしております。予算総額として１，０２４万円ほどでござい

ます。この事業につきましては、阿波市東西２５キロございますけれども、そこに点在す

る観光資源を点として活用するのでなく、線で結び、さらに面的な広がりを持たせていこ

うというふうな事業でございます。この事業、東は中央広域環境施設組合から西は阿波の

土柱まで、阿讃山麓沿いの大規模農道沿いに、さらには宮川内谷川沿いに桜やもみじを植

栽し、桜並木を整備を進めていこうというふうな計画でございます。さらには、新庁舎周

辺なり金清自然公園、さらには切幡寺を一体とした地域を観光拠点として整備を図りなが

らいやしの空間づくりを図っていきたいと思っております。市民の皆様方、また市外から

の観光実の皆様の憩いの場として整備をしていきたいというふうに思っております。 

 なお、この事業につきましては、あわせてＩＴを活用し、観光情報をインターネットを

利用して情報発信を行うというふうな事業もあわせて行っていくところでございます。 

 この事業を計画するに当たっては、市内外の方々にどうすれば阿波市に興味を持っても
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らえるのか、また人が集まってもらえるのか、そして歩いてもらえるのかというふうなこ

とを十分考えながら、植樹についていろんな協議を行いながら事業を進めてまいりたいと

思っております。 

 特に、庁舎周辺、切幡寺周辺の観光整備についてですけれども、今申しましたように、

新庁舎、切幡寺、金清自然公園をやっぱり一体的にとらえて観光の拠点としたいというふ

うに考えております。遊歩道の整備とか、桜の植樹等を行っていきたいというふうに思っ

ております。特に、切幡寺周辺につきましては、今年度も２３年度事業で蜂須賀桜の植樹

も行ったところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） 来年度当初予算の大まかな概要等説明をしていただきました。市

長が開会のときにも概要について述べられました。いろんな特徴あるものにも市長として

も取り組み、限られた、こんなこと言うたら失礼なんですけど、大分取り組まれたかなと

いうような気がいたします。 

 給食センター、これも今これからのまた大きな方向づけでの取り組みじゃないかなとい

うふうに思います。食育とか地産地消等多様な活用、利活用というものも考えていただい

てるというようなことで、評価すべきことじゃないかなと思っております。 

 それから、幼・保一元化、防災、減災対策ですかね、それから新規就農支援事業という

ようなものも考えておられるというようなことですね。それから、人間ドック受診推進事

業、こういうようなものも取り組まれているというようなことでした。それから、国民文

化祭への参画、あらゆるものの出展等、いろんな取り組みがなされておられるようです。

有効に予算というものを使って、効果のある施策反映をしていくということに努めなけれ

ばならないと思います。 

 そういう中で、今回私はそういう予算の中からあえて観光というものに絞って話を進め

たいと思っておるわけです。その取っかかりとして、庁舎周辺の観光整備という言い方を

しました。市長はかねてあの庁舎ができる空間、地域、あの地域が市民の交流の場であ

り、憩いの場であり、そして安らぎの場でありというふうに整備をしていくべきじゃない

か。卖なる役所の場所だけじゃなくて、市にでき上がります市民交流防災拠点もあわせ

て、私も思いますけど、給食センターもあわせて、あの地域を一体的に阿波市の本当の中

核となるように整備するということを市長は考えておられると思うんですけれども、私ど
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もそれには賛成といいますか、いいなというふうに思っております。 

 植栽だとか、そういうものあるわけです。そこを考えるときに、すぐ横にある切幡寺で

すね、切幡寺の観光というようなこともあわせて考えていくべきじゃないだろうか。私は

この切幡寺、土柱、柿原堰、私案をちょっと提言をさせていただいたらというふうに思っ

ているわけです。 

 切幡寺につきましては、庁舎東から切幡寺山門に至る道路への桜の植樹、高速道路のす

ぐ下のところまで道路がつながっております。上までは上がれんですけど、そこまでは一

般の方も行けるような車があるわけなんですね。それ沿いに桜を植えて、切幡寺への誘導

といいますか、一体化ということも考えられるんでないだろうか。これは庁舎とつながり

ますよね。 

 それからもう一点、私もこの前住職にいろいろお話を聞いてびっくりしたんですけれど

も、切幡寺大塔ですね、これ重要文化財なんですね、国の。すごいもんがあるわけなんで

すね。切幡寺大塔は、慶長１２年１６０７年、豊臣秀頼が大阪住吉大社神宮司最高のとき

に東西２つの塔を建立したんですね。明治初期に神仏判然令によって神宮司が廃止となっ

た。その塔が要らなくなった塔をその切幡寺さんが西の西塔を買い受けて、明治６年から

１５年、１８７３年から１８８０年にかけて現在地に移築したというようなことで、これ

はかなり珍しい塔であり、国の重要文化財にも指定されておると。当時の移設費が５億

７，０００万円もかかったと。その中も見たんですけれども、そんなに傷んでなくてきっ

ちりと残っておるというようなものも、やはりもっと発信していっていいんじゃないだろ

うかというふうに思うわけです。 

 それと、切幡寺で観光を考えるときに、私はもう一つ、山門の上にあるトイレなんです

ね。あれは市場町時代にトイレをつくられたというふうに聞いておるんですが、それがい

まだぽっとん便所なんですね、くみ取り式といいますか、水洗になってないんですね。山

門のあそこというのはやっぱり観光実なり巡礼さんなりお参りの実というのは必ずあそこ

を通りますね。そして、当然いろんな中でトイレというのは重要な要素になってくるわけ

なんですが、そこが本当にそういうままで残っておるというのは、切幡寺を一体的に売り

出していこうといいますか、観光で考えていこうという場合にやはり問題なんじゃないん

だろうかなというふうに思います。 

 それから、土柱周辺の観光整備、これについてはいろいろ言われております。また、香

西議員のほうが後で話があろうと思うんですけども、調査もされておるようなんですけ
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ど、意外と、私もびっくりしたんですけど、我々はずっと見てるからそんなに大したこと

ないなと思っておるんですけれど、先般ちょっとこの関係で下見に行ったときに、たまた

ま背広姿の人がパーキングエリアからずっと歩いてきて、土柱見に行っておられるんです

ね。たまたまちょっと話をしたんですけど、土柱、我々の貴重な観光地なんですけれど

も、ちょっといま一つでね、中途半端でしょうというような言い方をすると、その愛知県

から来られた男性は、いや、これはなかなか立派なものじゃないですかと。こんなんがこ

こにあるというのはびっくりしましたと。また今度家族で来たいというような話もされる

わけですね。ひょっとすると、我々はそんなもんかと思ってるかもわからないけども、端

から見るとひょっとしたらそういう感覚をとられるかもわからないわけなんですね。そう

いう意味で、やはりしかしながらそれをより複合的にとらえて生かしていくという施策も

必要なんですね。波濤嶽というのは土壌が侵食されて、子供時代からといったらやっぱり

だんだんと衰えてはいってますけども、私は波濤嶽というのは五嶽があるわけですね、そ

れの一つ、大きなものだけが有名になっておるわけなんだけども、これは先般３月５日の

読売新聞、阿波の土柱、後世にというようなことで載っております。阿波の土柱は、波濤

嶽、筵嶽、燈籠嶽、不老嶽の５つの総称ですと。私たちが展望台から臨むのは单北に約９

０メーター、東西に約５０メーターの波濤嶽だけなんですよね、しか見てないんですよ

ね。やっぱり物が物なら幅広くとらえて、それを結ぶような遊歩道の整備だとか、それか

らもう一つ、頂上裏山のところに広場があるんですね。前は全盛時代というのはあそこが

駐車場になって意外と整備されておりましたけども、この間行きましたらもう完全に死ん

だ状態ですね。展望のよいかなり広い広場があります。何かそういうところも広場整備と

いうような形で、展望台も含めてできないかというようなことですね。 

 それからもう一点は、これもトイレの話なんですね。これもトイレは確かにあります。

あるけれども、土柱の場合ですね、土柱ずっと下の道を行って谷のつけ根のところにある

んですね。それから、もう一つは頂上ですね、土柱の一番上なんですね。観光実、女の人

とかその人が来たときに下から見ていいなといったときに、入り口付近でのトイレという

のが、公衆トイレがないわけですね。じゃあ、今どうされてるかというと、３軒あるホテ

ルとか旅館のトイレを借りてる。観光地ですからそういうこともいいんでしょうけども、

やはりちょっと気が引けるといいますか、そういうことも言われる人もおるわけですね。

やはり観光地というものでいくとすれば、いろんな地元の方の調整はあろうかと思います

けども、ここも公衆トイレですね、香西議員だとかもいろいろ考えておられたようなんで
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すけど、もう一つこれも真剣に取り組んでいくべきじゃないだろうか。 

 思ったのが、身障者の駐車場あります。あれをもう一つ北のほうに伸ばしていって、そ

こにできるんじゃないかなと。私のつたない技術的な観点からいくとそういうようなこと

も考えれると思うんですね。そういうようなことでの土柱の観光整備。 

 それから、もう一つ観光というのは、イベントなんですね。イベントの開催とかお土産

品の開発とか、そういうものによる呼び込み。土柱なんかもそよ風広場だとかあるわけで

す。野外音楽だとかＢ級グルメだとか宝探しだとか、何かそういうものも考えていくとい

うようなこともどうなんだろうかなというふうに思います。 

 それから、この柿原堰周辺の観光整備。私は第十堰よりも美しいと思うんですね。その

堰周辺の整備なんです。これは私がなぜいいかというと、これは以前に篠原議員も言われ

ておりましたけれども、この取水口というのは板野用水の取水口なんですね。それが将来

は吉野川下流域地区国営総合農地防災事業、吉野川下流域地区、私が担当しておりまし

た。そういう事業の水源、取水口に当たるわけですね。そこの整備を今して、もう工事も

かなりやっておるわけなんですね。観光整備するとしたら国も協力してもらえるんだろう

というような話もしたら、それはできる部分についてはやるよと。しかしながら、市のほ

うがどう動くかということがないと、農水省としてはうちから積極的な話はなかなかしに

くいなというような意見があったんですね。 

 というようなことで、私はあそこというのは本当に吉野川の自然が見て、それらが見え

る吉野川のあの自然の流れ、大河の流れというものは見渡せる、そしてあそこで憩える場

所だと思いますので、そんなに大々的な観光ということじゃないにしても、地元の財産と

してその柿原堰というものも考えておられたらどうだろうかというふうに思います。 

 そこで、長くなりまして、質問なんですけれども、こういうような観光というものを卖

発でいろいろ考える、思いつきばっかりではしょうがないわけなんですね。私はこれを総

合的に観光振興計画、中・長期的にまとめるという必要があるんじゃないだろうか。きょ

う観光協会に聞きましたら、そういう動きはあるということを言うておりました。やっぱ

りそうでしょうと。やっぱりせっかくの資源もあるわけですから、そういうものを生かす

ように、そして地元のためというような中で観光振興計画というような形でトータル的に

皆さんの意見をどうするのかも考えないけませんけれども、立てていくということをすべ

きと思うんですが、それについてどう思われるでしょうか、お伺いいたしたいと思いま

す。 
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○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 正木議員の代表質問の再問にお答えをさせていただきた

いと思います。 

 観光振興についての中・長期的な計画を作成したらどうかというふうなご質問だったと

思います。 

 昨年５月に観光協会が発足し、観光協会につきましては市の行政と連携しながらいろん

な観光イベントを計画したり、観光マップを作成したりというふうなことで、阿波市の観

光情報の発信、ＰＲを行っていただいております。それで、観光協会におきまして、来年

度平成２４年度で観光協会の中・長期的なプランをつくっていきたい、計画をしていきた

いというふうなことで今案を持っております。市内の観光振興につきましては、１つは当

面の観光振興をどうしていくか、さらにはやっぱり５年、１０年という長期的な観光をど

う考えていくかというふうなことが必要だと思っております。 

 それで、来年度観光協会１２０万円ぐらいの予算で委託料という形で観光振興の中・長

期プランを予定をいたしております。それで、内容につきましては、今後の中・長期の阿

波市の観光、観光協会としてどのように取り組んでいくのかというふうなことでございま

すけれども、阿波市の観光振興につきましてはもちろん総合計画があるわけでございま

す。この中・長期プランにつきましては、総合計画よりもう尐し具体的な計画になるんじ

ゃなかろうかというふうに思っております。それで、そういうふうな計画の中でより具体

的な阿波市の観光の方向性というものが明らかになるんじゃないかというふうに考えてお

るところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） やはり観光行政というものも大事じゃないかなと思います。残念

ながら商工費予算というのは１億１，８４４万５，０００円で、０．７％なんですね。し

かしながら、その中で観光協会へ１，５００万円だとか、そういう予算も計上されており

ますけれども、やはり私思いますけど、ふろしきをつくって、そしてそこにいろんなアイ

デアを入れていくということを考えて取り組んでいくということが今求められるんじゃな

いかなと思うわけですね。ですから、せっかく観光協会というのができたわけです。そこ

に任せきりじゃなくて、職員の方だとか何かプロジェクトチームだとか、いろんな人を取

り込んでいろんなアイデアを練って観光資源づくり、生かすつくり方、そしてまた資源づ
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くりというようなものに取り組んでいっていただいて、よりよい、明るいいろんな面があ

る阿波市というものにつくっていければいいかなというふうに思います。 

 これでこの項目終わらせていただきます。 

 次、３点目なんですけれども、スマートインター設置への取り組みについてということ

です。 

 スマートインター建設については、地域活性化インターチェンジ特別委員会が設置され

て取り組んでまいりましたが、十分な活動や方向性が見えないことから廃止と後ろ向きな

状況が見られます。しかしながら、今あきらめていいのだろうかと切に思うところであ

り、前回の議会において藤川議員が熱く訴えておられたことに深く共感するものであり、

今回あえて私もこの問題について取り上げさせてもらいました。阿波市のまちづくり、産

業、観光、市民の利便性のためにはスマートインターは必要であるという藤川議員の意見

に賛同するものであります。そんなあかんものは言うてもしょうがないやないか、いつま

で言うとんならという意見もあります。しかしながら、我々は十分熱意を持って、作戦を

持ってスマートインター推進に取り組んできたでしょうか。今までの活動はおざなりで、

まずあきらめが先にあったように思います。 

 今確かに本事業の推進については逆風状況にあると言えます。政権交代後、スマートイ

ンターチェンジ整備に含まれている高速道路利便増進事業の事業見直し、有名な事業見直

しが行われ、見直し前に想定していたスマートインターチェンジ３，０００億円の予算が

他のインターチェンジやジャンクションの改良、高速道路料金改定に伴う予算等で流れて

しまったという状況にあります。しかし、その状況でありますけれども、その前の状況と

いうのは高速道路利便増進の方針のもとインターチェンジをふやし、五、六キロに１カ所

ですかね、利用者の取り込みを図るという方針で動いておりました。ですから、この高速

道路利便増進事業というのは現に今でもあるわけです、制度としてですね。これを読んで

みますと、我が国の高速道路における平均インターチェンジの間隔は欧米諸国に比べ約２

倍と長く、また高速道路が通過するにもかかわらずインターチェンジが設置されていない

ため通過するのみになっている市町村も存在する。このため高速道路において効率的に追

加インターチェンジの整備を図り、もって高速道路の通行者及び利用者の利便性の向上、

地域の活性化、物流の効率化等に寄与することを目的として、道路整備上に係る国の財政

上の特別措置に関する法律、財特法に基づく高速道路利便増進事業としてスマートインタ

ーチェンジの整備を位置づけたところである。この要綱は残っておるわけなんですね。だ
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から、もう終わりというわけではないわけなんです。どういう風が吹いてくるかわかりま

せんけれども、そういう状況にあります。 

 そこで、質問ですけれども、その後スマートインター設置のためにどのような取り組み

をしてきたのか、今の状況はどのような状況なのでしょうか。そして、市として取り組み

についてどのように考えているのかという視点で質問をいたします。 

○議長（吉田 正君） 坂東建設部長。 

○建設部長（坂東 博君） それでは、正木議員のスマートインターへの取り組み状況と

今後の取り組み方針はということでございます。 

 議員先ほどおっしゃったとおり、一昨年の７月１８日に徳島県の高規格道路課と協議を

行い、同年７月２９日に地域活性化インターチェンジ特別委員会が開催されました。その

中で、今議員がおっしゃったように、政権交代後スマートインターチェンジ整備が含まれ

る高速道路利便増進事業の見直しが行われ、見直し前に想定したスマートインターチェン

ジ整備の３，０００億円の予算が高速道路料金の改定などに予算に充てられて、現在のス

マートインターチェンジの事業につきましては、地域が主体となって行う勉強会までの段

階でほとんどのところが凍結されているような状況でございます。それにつきましては、

またインターチェンジを設置するに当たりましては、国土交通省が定める費用便益分析マ

ニュアルに定めるＢバイＣ、費用対効果でございますが、これが１．０以上必要であると

なっております。また、現在の国の財政再建、東日本震災による復興予算などの情勢から

見て、現段階ではちょっと非常に厳しいのではないかというふうに考えております。スマ

ートインターチェンジにつきましては、今後とも県と綿密な連携を図りながら国の施策動

向を注視していきたいというふうに考えております。 

 それと、今までの取り組み状況といいますとこれといった取り組みはされておりませ

ん。ただ、県からの情報収集、状況がどういうふうに変わったかという情報収集ぐらいを

しておりますが、まだよいほうに向いたというふうな兆しが全然見えておらないのが現状

でなかろうかと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） 確かに厳しい状況ではある、それはわかるんですよね。しかしな

がら、私もこのインターチェンジ委員会の委員ではありました。どうもやっぱり私も反省

するんですけど、十分じゃなかったなというふうな気がするわけですね。私思いますに、
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インターチェンジというのはその地域の社会基盤としての財産だと思うんですね、あるか

ないか。平場の地域においてインター間の距離が１９キロあいているところはないんです

ね。山を越えるところでは確かに２０キロ、２１キロありますけど、この徳島道というの

は横がけに来てますから平場と思うんですね。そこで１９キロあいてるところはないで

す。阿波市内ではインターは１カ所だけになりますよね。 

 それから、確かに費用対便益のＢバイＣというのが大きなハードルにはなります。しか

しながら、我々が主張しなければいけないのは、国土の均衡ある発展、発信すべき地域の

公平性といいますか、そういうようなものも言えるんじゃないだろうか。私は阿波市の重

要施策として、地域の財産として求めていくべきではないかというふうに思うわけです。 

 県庁の高規格道路課の担当の人とも話もしました。今県内では松茂町、それから三好町

ですね、池田のほうですね、その辺でいろいろ取り組んでおるようなんですけれども、一

番求められるのは地元の発意、熱意が一番であるということでした。インターチェンジは

その地域の社会基盤としての財産であるという熱意を持ち、勉強会を重ね、地区協議会を

つくり訴えていくことが求められるのではないでしょうか。その議論にのせるためにも、

まず地元としての構想を持つ必要があると思うわけですね。 

 設置箇所、私なりに３カ所ほど考えてみたんですね。基本的には土柱のパーキングエリ

アから津田川島線までの間ですよね。まず、西からいきますと、まず土柱パーキングエリ

ア、それから次に私が提案したいのは、県道志度山川線との取りつけ部なんですね。それ

ともう一つ、東では以前から言ってました県道仁賀木山瀬停車場線近辺ということなんで

すね。これ比較しましたら、土柱パーキングエリア、これは取り合いがスムーズで工事費

が一番安いんですね。インターに入るのに入る道路が立派な道路じゃないという観念はな

いんですね。入るのはたらたらたらでもいいんですね、４メーターの町道だろうが、５メ

ーターの町道でもいいわけです。緩和区間では出るんでいいんですけど、ちょっとその辺

があると思うんですけど、それを考えたら土柱パーキングエリアとかというところはもう

一番取っつきやすいんですね。このスマートインターが多いのは、なぜ多いのは、パーキ

ングエリア、サービスエリアでたくさんつくられるかというと、ソフトにつくれるからな

んですよ、そういう意味なんですね。次、県道志度山川線との取りつけ部というのは、高

低差が尐ないんです。取り合い道路というのが容易にできるんです。広域農道が通ってま

して、それから志度山川線の上をくぐってますけど、その東側とか行きましたら高低差は

ないですね。それから、県道仁賀木線ありますけど、この志度山川線というのは今度は利
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用者として山川が見込めるんですね、单のほうがですね。ということですね。この仁賀木

山瀬停車場線というのは、取り合い道路がちょっと逆に難しいのかなという、家があった

り、するわけですね。 

 私がこの３カ所、ほかにあるかもわかりませんけど、候補地として比較検討すべく構想

をまとめる必要があると思います。いずれもハーフのスマートインターとしての計画であ

れば事業費も安くつくんですね。ハーフということであれば上りの進入区間の部分だけで

いいわけです。当然本線は２車線の用地買収もできておるわけですから、２車線はしよう

と思ったらすぐできるわけです。その間のすり合わせですね。それは１００メーターもあ

れば十分だということのようです。藍住インターを想定してみてください。あっこで入っ

てくるんと、そのすり合わせの２車線分乗る部分とそんなに距離ないと思います。という

ようなことで、いかに私どもの交通量の尐ないところというのは事業費を安く抑える、Ｂ

バイＣを１にするためには安く抑えるという観点と、それと利用者が尐しでも望めるとい

うような観点から考えていくべきじゃないかなと思います。 

 もう一つ、今度維持管理の問題なんですね。最近はこのＥＴＣで、以前は常駐が要るか

なという話もありましたけど、今は遠隔監視システムで十分管理してるということのよう

です。近辺の常時人がいるインターの事務所で遠隔監視ということです。もうスマートイ

ンターを見ましたら全部それです。なおかつ、その管理費、遠隔管理の管理費は全部ＮＥ

ＸＣＯ持ちであるというようなことを聞きました。先ほど言いましたように、今徳島県内

においては松茂町と三好郡池田町において地区協議会が立ち上げ、認可活動、接続許可と

いう言い方をしますけども、を行っていると聞いております。そこで、スマートインター

推進のためにまず専門のコンサルタントに検討してもらい、地元としての構想を持ち、地

区協議会設立に向けた勉強会を立ち上げるべきと考えますけれども、市長の考えはどうで

しょうか。 

○議長（吉田 正君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 正木議員からはスマートインターへの取り組みというお話がござ

いました。 

 いろいろ議会等を通じて阿波市の将来等々伺っておりますが、確かに議員各位の質問に

つきましては我々本当に真摯に市民ニーズあるいは地域の発展ということを受けとめまし

て積極的な対応をやっていくわけなんですが、スマートインター確かに特別委員会こしら

えて、あきらめムードというんですかね、そんなところから出てるんですが、言われるよ
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うに、維持経費等々このあたり、あるいは費用対効果ですかね、そのあたりは特別委員会

にかける前に我々がやっぱりコンサルにかけて、本当にどれぐらいの計画ができるのか、

これはぜひとも必要じゃないかと思ってます。 

 ただ、私も四国高速道路の８の字あたりの役員もやってますけれども、今やっと鳴門か

ら県单へ高速道路が延びてるというような状況、もう一点は交通量の問題ですね。いっと

き９，５００台あたりまでいったんですが、やはりまた７，０００台ぐらいに落ちてる。

そんなところも非常に難しいところがあろうと思います。ただ、今議員が言われたスマー

トインターの本当に事業費を安く、あるいは維持管理が安く、そのあたりはまるっきり

我々検証せずにやっぱり特別委員会をやってきたんじゃないかな。安易な気持ちじゃない

ですけれども、そういうところで反省は随分しなきゃいけないと思ってます。これについ

ては、職員等あるいは県ともよく相談しまして、そのあたりコンサルへかけて本当の事業

費の効果ができるのか、あるいはスマートインターができるのかどうか、そのあたりをし

っかり検証していきたいと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） 本当に言いましたように、これは私は地域の社会基盤としての財

産だと思うわけですね。その財産も今のタイミングで逃がせばもう後はそれは無理だと思

います。まだひょっとしたら合併特例債も使えるかもしれませんし、やはりまず検討する

材料を持ってそして動いてみるということが大事なんで、ぜひその方向で取り組んでいき

たいなと、我々も含めてそんなふうに考えております。中国自動車道で加計スマートイン

ターチェンジってあります。これもう山のど真ん中ですけど、そこでもできておるようで

す。 

 それでは、時間が大分過ぎましたので、あと４点目、最後の質問に参りたいと思いま

す。 

 土地改良区の現状と育成についてという課題でございます。 

 農業をするために何が必要か、土地、光、労力、営農技術、肥料。しかし、もう一つ大

事な要素があります。水ですね。農業を営むためには水が欠かせないわけです。農業を営

む上で欠かせない水を管理するのが土地改良区や水利組合であります。過去における土地

改良区の役割というのは、瑞穂の国においては絶大なものがありました。しかし、今土地

改良区は農業者のさま変わりから組合員のさま変わりとなり、岐路に立っている状況にあ
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ります。農業を取り巻く厳しい環境から土地所有者が農業を営めない状況にあります。バ

ブル期は自己農地の管理のため兼業農家が各種農業機械を持ち営農しておりましたが、今

はとてもできる状況にはありません。また、農家の働き手である世代、戦前生まれといい

ますか、の老齢化が進み、もう７０に近くなったと思います、営農が難しくなった農家が

たくさんできました。しかしながら、農地所有者は土地改良区の組合員であるため、農業

をしていなくて収益が上がっていなくても土地改良区の賦課金は発生するものです。土地

改良区においては、このような中で賦課金の徴収をしなければならず、非常に苦労する状

況にあります。 

 このような農業の現状を打開するため、集落営農とか担い手農家への農地の集積等が農

業施策として实施されております。このようなことから考えると、今後は農地は所有者の

専有物でなく、農業生産の場として意欲ある人が使う公共的意味合いを持つようになると

考えます、農地がですね。したがって、意欲ある人がしっかりと農地を活用し収益を上

げ、そのことにより地域の農業を守り、自然環境も守られることとなります。このことか

ら、農地を水を通じて管理する土地改良区は公的立場があると言えるのではないでしょう

か。地域の農業を守ることは、自然環境の維持、生態系の維持、水源涵養、防災機能、田

んぼで水がたまると尐しでも防災機能があるわけですね、大きく貢献するとともに、地域

の文化も守ることになるんです。お祭りだとか食べ物ですね。今土地改良区は、厳しい運

営の中から自浄努力として合併に取り組んでいるところもあります。それからまた、今後

大きく問題となるのは、事業として实施した用水のパイプライン化の受益者負担の償還が

始まることです。聞くところによると、反と１０万円から１５万円の支払いが必要だとい

うように言われております。負担能力の弱体化した組合員を守るため、生産の場としての

農地を守るため、土地改良区に対して公的支援が求められます。土地改良区への支援とし

て、改良区運営のための支援と個々の農家の借り入れの償還に対して、農家への負担とい

いますか、その負担軽減の支援というものが求められます。 

 そこで、質問なんですけれども、営農ブランド化等に対する農業支援もさることなが

ら、農業の根本である水を守るため土地改良区への支援が重要であると考えます。そのた

め、土地改良区に対して、１つ、合併を進めている土地改良区への助成措置、条件不利地

域、ポンプ押し上げにより電気代が余分にかかっている地域への助成措置ですね。反と賦

課金が先ほど２，０００円から２万円ぐらいの差があるわけですね。それから、事業を实

施して多額の償還金が発生している土地改良区への助成措置等の支援を阿波市農業振興の



- 90 - 

ために阿波市独自の農業支援策として取り組んでもらいたいと思うのですが、どうでしょ

うか。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 阿波清風会正木議員の代表質問の４点目でございます。

土地改良区の現状、育成についてというふうなことでご質問いただきましたので、お答え

をさせていただきたいと思います。 

 土地改良区が果たしている役割につきましては、今議員のほうからもお話をいただきま

したように、土地改良区は土地改良事業推進母体としての機能、さらには水利調整の機

能、水利施設の維持管理の機能、さらには地域の連帯感の形成や地域の農業を守る大きな

役割を担っているところでございます。 

 このように、土地改良区にはその果たしていただいておる役割は非常に大きいものがご

ざいます。改良区を運営、さらには維持していくためには、農家の賦課金が欠かせないも

のでもあります。しかし、現状といたしましては農業経営者の高齢化、担い手不足等によ

り賦課金徴収の厳しくなりつつあるというふうな状況がございます。 

 そのような中で、土地改良区は国の事業の一環として現在農地・水保全対策事業により

農家の方を中心として、また農家以外の方にも参加協力いただきながら水路の維持管理等

を行い、地域の環境を守り、また水路等の長寿命化を図る事業等も行っていただいておる

ところでございます。 

 それと、先ほど土地改良区が行っております基盤整備事業のお話もありましたように、

現在改良区が関係をいたします土地改良事業、基盤整備事業、パイプ配管等の事業でござ

いますけれども、この事業の負担については負担割合を決めております。参考までに申し

上げますと、県営事業の場合は国が５０％、県が２５％、市が８％といたしております。

団体営事業につきましては国が５０％、県が５％、市が２０％というふうな負担率で事業

を实施をいたしております。 

 なお、この事業におきまして農道工事とか事業計画する計画書の作成とか調査業務につ

きましては、市の負担が多くなり、事業費の４５％を市が負担をしておるというふうなこ

とでございます。そして、事業を实施するに際しましては、それぞれの農家の負担につい

ては金融公庫からの借り入れを行い、改良区が償還を行っているというふうな状況でござ

います。この状況の中で、今土地改良区の運営につきましては、農家組合員の農業経営が

厳しい状況の中で、土地改良区自体も非常に厳しい状況になっております。 
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 今議員から具体的に土地改良区に対する市の支援策についてはどうだろうかというふう

なご質問でございました。１つは、合併を計画をしておる改良区への支援、さらには基盤

整備事業を实施しておる改良区への支援、さらには改良区によっては電気代等非常に賦課

金が高い状況がある改良区がございますので、その支援についてというふうなことでござ

います。市といたしましても、農業振興を図る上で土地改良区への支援については必要だ

というふうに考えております。今議員のほうからご質問がありました改良区への支援策に

つきましては、今後市といたしましてその方法と施策について十分勉強をさせていただき

ながら取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

（１３番 稲井隆伸君 退席 午後０時３２分） 

○議長（吉田 正君） 正木文男君。 

○５番（正木文男君） 貴重な答弁ありがとうございました。 

 今言いましたように、これからの農業を支えるのは農地と水、これは切っても切り離せ

ません。そして、農地というものが過去は所有者の権力が強かったわけですね。所有者が

自分の財産として農業も、業も営むというものだった。しかしながら、これから先そうい

う時代じゃなくなってくる。ということは、そうしていくよりもやはりその生産の場、農

地というのは幅広く皆さんが使っていくということ、より公共的になるわけですね。そう

いうようなものをしっかりと束ねていくという中でこの土地改良区というものも公的立場

じゃないかなと思います。役員さんは皆それぞれボランティアなんですね。ちょっとした

歳費の中で責任が大きいんです。理事者になると償還金が払えないと連帯責任が伴うんで

すね。何億円という償還金たまった人もそこまで責任があるんだけど基本的にボランティ

アなんです。そういうことで、やはりこの土地改良区というものに対しての支援を通じ

て、そのことが農業支援の根幹にもつながるということを認識していただいて、あえて言

います、土地改良区の支援というものを通じて農業支援の一つの大きな要素につながると

いうことを申し上げさせてもらいまして、今回の質疑終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（吉田 正君） これで阿波清風会正木文男君の代表質問を終了いたします。 

 暫時小休いたします。 

            午後０時３４分 休憩 

            午後１時３８分 再開 



- 92 - 

○議長（吉田 正君） 引き続き再開いたします。 

 次に、志政クラブ原田定信君の代表質問を許可します。 

 原田定信君。 

（１３番 稲井隆伸君 入場 午後１時４０分） 

 

○１７番（原田定信君） 議長の許可をいただきまして、志政クラブ原田定信、代表質問

を行わせていただきます。 

 あれからはや１年を経過しました。３月１１日、次の日曜日にはあの震災からはや１年

ということで、まさにあっという間の１年であったかのように思われます。特に、東北３

県の皆様方には本当に大切な命やら大切な財産やらたくさんを失われて、今それらの復興

に向けて立ち上がろうというときでございますけれども、なかなか現实には厳しいもんが

あります。地震の後の津波、そして原子力発電所の崩壊というふうなことが、まさに二

重、三重になって市民の強い負担を押しつけておるというふうな感をいたしております。

一日も早い復興を念じないわけにはいきません。関係者のますますのご努力をお願いを申

し上げまして、これから代表質問に移らせていただきます。 

 本市においても今議会の初日の日に、阿波市の総合計画の基本構想ということが議会に

も改めて通知をされました。１７年当時、合併当時、４万１，０７６人ありました本市の

人口が２８年には３万７，０００人になる。２８年というたらずっと先のように思います

けど、考えてみれば４年先なんですよね。４年先にはこの市の人口が３万７，０００人に

なるというふうな基本的な数字を念頭に置いて、今回出させていただいておる質問に移ら

せていただこうというふうに思います。 

 まず最初に、支所機能についてということで、改めて見解をお伺いしたいと思います。 

 今までそれぞれ広報の中に、支所機能は市民の要望もあって残すんだという方向は明確

にされておる、これはご案内のとおりであります。そのことについて、あえて今後阿波市

のあらゆる構想を今後計画に入れていく中で、それをどのように考えていくのか、そうい

う基本的な部分に立ち返ってお聞かせいたしたいと思います。 

 まず、最初に思うのは、本当に支所機能を残されるんでしょうかということを改めて問

いかけたいと思います。前段申し上げたように、本市の人口があのような数値になってく

る。それと同時に、もう一つよく承知して進まなければならないのは、今までのような行

政からの手厚い市民への援助だとかサービスというものは、これはどうしても衰退せざる
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を得ない、後退せざるを得ない私は環境になるだろうというふうなことをつくづく感じま

す。と申しますのも、やはり財源の問題です。その財源によってやはり絶対に守らなけれ

ばならない市民へのサービスと。これはご理解、ご辛抱いただかなければならないサービ

スというふうなことを、これをしっかりと市民にご理解いただかなければ私はならないと

いうふうに思っております。 

 やはり働く世代が、前段の３万７，０００人になるというふうなところに立ち返って申

し上げたいと思うんですけれども、年尐人口というのは１７年当時より１，２７３人減っ

ちゃうんですよね。全体の中で３，８４０人になってる、１５歳以下の。一番働き世代の

１５歳以上６４歳までの方とて、マイナス４，５６８人減尐してしまうわけですよ。まさ

に阿波市の基盤を支える方々、それらの方がそんだけまで減っていってしまう。逆に、６

５歳以上、６５歳以上の人は１，７６６人ふえちゃうわけですよね。ということは、福祉

に関してもすべてにわたって４，５６８人減った一番の生産年齢の方々が、そうした方々

を支えていかなければならないというふうな現況に立ち至るときに、これは行政の一番の

基本は市民へのサービス、福祉の向上、これが一番の理念だということは重々承知してお

りますけれども、残念ながらそれに対して十二分な機能を発揮できない環境になってくる

のは、私はこれは絶対にやむを得ないことであって、市民にもご理解いただかなければな

らない。もう尐し言葉をかえると、市民にサービス精神ばかりを我々とて吹聴して先導す

るわけにはこれは決していかないというふうなことをまず冒頭私は申し上げておこうと。

私自身の信念としてそれはまず申し上げておきたいというふうに思います。 

 そして、最初の質問に立ち返りますけれども、本当に果たして支所機能を必要とするの

かどうか。本庁舎以外の３地区に支所機能を残すとなれば、だれもいない支所にはできな

いんですよね。尐なくとも管理職を１人つけて、職員３人なり５人をそこにつけて支所機

能をする。そこでじゃあ何の仕事をするんか。支所で何の仕事をするんですか。これがよ

くわからない。例えば証明書とか、そこらの発行業務については農協でも郵便局でもオン

ライン化すればそこで自由にいつでもとれるじゃないですか。収納業務にしても、これは

コンビニなんかだったら２４時間払い込みできるんですよ。そういう段階を考えたとき

に、本当に支所機能が私は必要なんか、そこで何をされるのか。それが私は一番まず現

況、状況が変わってきたときに考えなければならない課題でないかなと。特にそのことを

思っております。 

 そして、それの決定的なのが、庁舎かて市長のおっしゃる真ん中に、阿波市の真ん中に
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庁舎を建設するようにしたじゃないですか。それだったら土成でもよかったんですよ。阿

波町のこのそのままでもよかったんです。真ん中にしたということはそれぞれのみんなが

公平に寄ってこれる真ん中にしたんだから、そうなれば私は支所というものは当然必要で

ないような状況になってくる。もしかすれば、変な勘ぐりかもわからないけれども、庁舎

を反対する人々のご理解をいただくための支所を残しますよっていうアナウンスすること

によって、新しい庁舎を建設するための私はアリバイづくりではなかったんかということ

まで思いますよ、やっぱり。大変な時期に差しかかりました。これは理事者だけじゃあり

ません。やはり市民の方にも大きな負担をお願いするような状況になってくるということ

は我々も承知しておりますけれども、そうした中でその考えについてまずお聞かせを願い

たいというふうに思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 志政クラブ原田議員の代表質問にお答えさせていただきま

す。 

 原田議員からは支所機能についてご質問がございました。本庁建設に伴う支所機能を残

すとの計画についてどのように考えるかということでご質問いただいております。 

 新庁舎建設後の支所機能につきましては、これまでもやはり言ってきておりますが、市

民の利便性を低下させないよう、市民の身近な窓口業務は引き続き存続するとの考え方を

答弁させていただいてきております。それに対して、議員が言われましたように、行財政

改革の推進等を考えたときに、支所は残すべきなのかという議論確かにあると思います。

議員各位もご承知のとおり、合併後の新市のあり方を定めた新市まちづくり計画におきま

して、公共的施設の統合整備につきましては、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう十

分配慮し、市民サービスの低下を招かないよう配慮しますとの方針を示しております。ま

た、これまで新庁舎建設に当たり各自治会に管理職が一斉に行きまして、手分けしてまい

りまして説明申し上げたときに、市民の皆様から支所機能は残してほしいというご意見も

たくさんいただいております。新庁舎建設のあり方等につきまして協議検討していただい

た市民参加による新庁舎建設市民懇話会の報告におきましても、支所機能については庁舎

統合に伴う市民の利便性が低下しないように十分に配慮するとの提言もいただいていると

ころでございます。 

 このようなことから、支所機能につきましてはいろいろな考え方があると思いますが、

市民の皆様の生活にとって急激な変化を及ぼさないよう引き続き存続させたいと考えてお
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りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 総務部長からはご理解をいただきたいということですけれど

も、私は全くご理解できません。庁舎の建設というのは、これ市長いつも申されておりま

すけれども、まさに行財政改革の本丸だっていうことなんですよ。本丸ということはここ

にすべてを濃縮するということです。また、行財政改革の一里塚だとも言ってる。ここが

起点なんですよね。そのときに、前段私申し上げたように、支所を残してそこに管理職初

めとする尐なくとも３人、４人の人をそこに張りつける。結局することっちゅうのは窓口

業務だけじゃないですか、それは。それから考えてみれば、あと４年したら人口３万７，

０００まで減っちゃうんですよ、この町は。５年したら、６年したら、まだまだ減ってい

くということは、もうそうしょうるうちに既に３万も切ってしまう。そういうふうな状況

の中見据えたら、やっぱりこれは私は難しい。あえてそういう話でしたからと、だから私

アリバイづくりと言うんですよ、それがためにね。それは市民に声かけしたら残してくれ

と言いますよ、必ずそれは。ないよりあるほうがましなんです、それは負担が要らんか

ら。だけど、その考えてもらわなければならないのは、それらの負担まで市民が負わなけ

ればならないんですよ、これは。そういうことまでを今後は私はしっかりとやっていかな

ければならないと思うんですよ。 

 支所をのけたからといって私は市民サービスが決して低下するとは思いません、これ

は。何か支所がなくなったら、支所長皆さんおいでだけれども、支所がなくなったら、支

所機能が、行政と地域とを結ぶ機能が全然麻痺してしまうというようなこと私は絶対にな

いと思うんですね。そのことも含めて、この後もう一点だけ市長にお伺いしたいので、市

長のほうから今思われてる私の考え方、また総務部長の考え方、これは一つの方針立てた

とおりですけれども、市長のお考え方をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

 それともう一つは、やっぱりまさに本丸、新しい庁舎ができる中でまず考えなければい

けないのは課の統廃合ですよ。これはやはりやってもらわなければね。先ほど担当課のほ

うから資料いただいたときに、非常にご努力されているのもわかりますよ。わかるんだけ

れども、１７年度に、例えば管理職数が１０１人おったんが今管理職数７６人なっておる

と。これはもうはっきり言うて自然淘汰なんですよね、淘汰といったら怒られるかわから

んけど。やめていかれた人に対して後の穴埋めをせんと置いとる部分がそういうふうに減
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ってる、これはもう事实です。それはわかりますよ、それは。合併時に管理職を何人かぼ

んと置いて、ある町から管理職ぽんと上がってきて、それ公平委員会の中で不利益な判断

が下されるからということで管理職急遽ふやした町もあって、４町が寄って合併した、こ

れもそういう歴史も当然わかってます、そのことについてもね。 

 だけど、今やらなければならないのは、この庁舎が新設されることによってやはり私は

課の統廃合、同時に管理職数を減らしていくというふうな努力はこれは市長トップとして

今から私は考えていかなければ、庁舎ができるまでにこの構想というのも考えていただか

なければ、きょう言うてあしたできるものじゃありません、これは。そういう部門につい

て、やはりそういうふうな庁舎内でのいわゆる人件費の削減も含めた自助努力といいます

か、そういうふうなことをしていく中で市民のサービスが低下すること、またやりたくて

もできないこと、それらのことがまず市民に私は理解いただけるんじゃないかと。庁舎の

中をみずからみんなが腹いっぱいであったと、腹いっぱいというのはちょっと語弊がある

かもわからんけれども、非常に給料にしても減額されてきておるような通知が今いろいろ

と議論されておりますけれども、そういった環境の中でね。やはりどうやってそのことに

ついてみずから律して市民にご負担を願っていくのか。それが私は課題でないかなという

ふうに思いますよ。３年や５年で経済が回復するとも思わないし、そこらを含めたら、今

議論されておるようなことがこれはあすは我が身というよりもきょうは我が身だというふ

うな中で行政を推し進めていかなければ、今数字的なものがこの町がいいからといって、

それに甘んじておって、どんどんどんどん打ち出の小づちじゃあるまいし、合併特例債ど

んどんどんどん使い切ってしまって、どうなってしまうのかっていうことも考えていなけ

ればね。それが私一番肝心だと思うんですね。だから、そういうふうな中で今支所機能の

問題と市の職員の管理職の課の統廃合含めて管理職数の削減ということについて質問をし

ます。市長のほうから市長のご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 原田議員のほうからは、庁舎が建設されて本庁方式になる、その

ときに支所機能については要らないんじゃないかというようなご質問と、もう一点は、そ

れに並行しながら組織の再編、管理職の削減、その２つについてどう考えてるのかという

ご質問です。 

 今後の財政状況考えますと、非常に議員言われるように、これも厳しいもんがあると思

います。ただ、支所の機能につきましては、部長がお答えしましたように、合併前のあわ
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北合併協議会ですかね、阿波市の建設計画というようなことで新市まちづくり計画ですか

ね、この中で公共的施設の統合の整備については市民生活の急激な変化を及ぼさないよう

十分に配慮し、市民サービスの低下を招かないよう配慮しなさい。これまさに当時はその

とおりだと思います。これにつきましては、議員は庁舎をつくるためのアリバイづくりじ

ゃないかという言葉もあったようですけれども、私よく考えますのに、これから先やはり

支所というのは高齢化社会をどんどんどんどん迎えていくわけですね。確かに人口は総合

計画の基本構想後期計画の中で４万２，０００人から３万７，０００人に減尐するという

ような推計出してますけれども、その中身たるやますます高齢化社会が進行していく。支

所というのは、今言われましたように、住民票とったりあるいは戸籍を取ったり、市民窓

口機能というんですかね、これについては恐らく２４時間営業の店なんかでもこれは始末

がついていくだろう。ただ、高齢者の方が本当にそういう店で实際にできるのかな、正直

言って。特に大事なのは、市民窓口はともかく、時間が過ぎればそれなりに高齢者の方も

勉強するし努力して、支所機能というのは市民窓口については次第次第にやっぱりご理解

いただけるんかなと思います。 

 ただ、もう一点福祉窓口というのが支所にはありますよね。この機能が本当に本庁方式

だけでもつのかな。我々の仕事というのはやっぱり市民サービスが基本なんですよね。そ

ういうサービスはお金を、年金あげたり、あるいは温泉の無料券を配ったり、それとその

福祉窓口の相談窓口、これは全然違うもんだと思います。福祉はサービスじゃないです

ね、相談窓口っていうのは。これはしっかりとやっぱり支所に市の業務全般に理解できる

本当に精鋭部隊の職員を配置して、しっかりと地域の高齢者のニーズにこたえていかなき

ゃいけないんじゃないか。むしろ充实していく、職員も立派な職員を持っていく、それこ

そサービスなんじゃないかな。お金を支給するのが福祉でない、サービスでない。むしろ

心の安らぎを我々がしっかり支所で、身近なところで高齢者の話をお聞きする。そんなよ

うなのが本当の市民サービスじゃないかなと私考えてます。これが１点です。 

 それと、組織の再編あるいは管理職の削減ですかね。この件につきましては、今本当に

２３年度ぐらいから職員一丸となって連係プレーをしっかりやっていただいてます。なぜ

かというたら、組織の再編あるいは管理職の削減ももちろん頭に入った上での話です。と

いいますのは、議員ご承知のように、例えば、先般部長説明しましたけども、給食センタ

ー。教育委員会の所管ですけれども、僕は言ってますように、あれは給食センターと言わ

ないでほしい。毎日４，０００人が来るレストランなんだと。使う食材については地産地
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消、阿波市の食材を使いたい。しかも、平地農村でできる野菜、あるいは中山間でしかで

きないタラ芽とかワラビ、ゼンマイ。本当に中山間でできる食材、平地でできる食材、そ

ういうものをうまく４，０００人のレストランへ持ってきてもらう、これ地産地消です

ね。農業振興の要はレストランである。ところが、教育委員会だけじゃできませんよね。

当然農業経済課等々も一緒に連携しながらやっていく。これ何を目指したのかっていった

ら、先ほどの話の中でも観光観光と言いましたね。庁舎付近の観光という議員からの質問

もありました。まさに給食センターも僕は観光だと見てます。阿波市の光を見てもらう観

光施設である。あるいは、幼・保連携施設もやりますけれども、これについても保育士の

方と幼稚園の先生、ハード事業が完成する前にやっぱり先立って、施設ができたら即子供

のために先生方が連携協力してできるような態勢を整える。給食センターも同じですね。

ハードができたときには既にソフトが動いている、そういう仕組みですかね、そんなよう

な組織再編あるいは課の統廃合も模索していかないといかないんじゃないかと思います。 

 特に、総合計画の後期計画、人口随分減るような計画になってます。じゃあどうするの

かな。一緒の問題になってます晩婚化、未婚あるいは子供がなかなか数多く産んでいただ

けなく、産んでっていうたら失礼になる、出産していただけない。じゃあ、どういうよう

な確保するのかな。やっぱり若者、子供を育てなきゃいかんかな。例えばの例で、子育て

については阿波市も恐らくそう県下ではほんまにトップクラスの施策をやってます。そこ

と定住促進を何かドッキングできないかな。恐らくこの後住宅の問題も出るでしょう。そ

のあたりを子供の子育てとあるいは若者の定住と、そのあたりがドッキングできるような

組織再編も今から考えていかなきゃいかんと思ってます。総合庁舎できるまではそのあた

り、検討委員会を立ち上げながら組織内でしっかり勉強、検討していきたいと思います。

議員様方にもすばらしいアイデア、意見がございましたら、議会を通じあるいは委員会を

通じ、ぜひともご提言、ご指導いただきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 最後の質問です、この件に関して。 

 私のほうから望んでおる答弁じゃなかったんですよね。給食センターも出てきたし、い

ろんな話も出てきたし、確かに総務部長語られたように、まちづくり計画の中には支所機

能残すということは私も重々承知しております。しかし、時代が変わってきた中でやはり

取り組むべきは取り組まなければならない。改善するべきは私は改善しなければならな

い。こういったからもう最後までそれだという考え方もこれもおかしいと思う。やはりそ
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れをぜひトップリーダーとして市長にはそれをやっぱりいろんなん待ってみいよという考

え方をぜひ聞かせてもらいたい、考えていただきたいと思いますね。 

 それと、町は、後の質問にも関連していくかわからんけれども、まさに町の知恵を出す

時代なんですよ、どうやって市民を幸せにするかという。尐ない予算で財源でどうやって

市民に幸せを運ぶか、もたらすかということを考えるのがこの町の私は市長の仕事でない

か、管理職の皆さんの仕事でないかと思う。市長冒頭断られたように、じゃあコンビニで

収納業務２４時間してるからそれへ行けるでしょうと、果たして年寄りは行けますかとい

うような話も、問いかけもあります。しかし、逆に考えたら、コンビニだけを頼るわけじ

ゃないんですよ、農協もあれば郵便局もあるんですよ。これは高齢化された方にとっては

しょっちゅう農協、郵便局は、今の庁舎に来る以上に行かれてるんですよ、例えば年金の

受け取りだどうだのこうだのということで。だから、そういうことなんですよ。 

 それと、庁舎の建設のときに私は盛んに申し上げた、庁舎賛成か反対かと言われたとき

盛んに申し上げたことがあります。にぎわいのある庁舎ですね。やはりそこには学べる場

所がある、集える場所がある、会える楽しみがある、そういうようなことを考えたら、今

市長の言われた、総務部長の言われた支所に３人、５人では済まんでしょう、恐らくもっ

との数になる。その人間を張りつけるより、この阿波市内を巡回バスを回らせて、こうい

う要望も出てくるはずですよ。巡回バスをめぐらして庁舎のほうに来ていただいて、また

そこで学んだり集いたり遊べたりできる空間がぜひできるでしょう、本庁舎には、恐らく

は今の庁舎ですから。そういうふうなところで半日楽しんでいただける。４，０００食の

レストランって市長おっしゃったけれども、そこらの人がまた昼食べれるようなレストラ

ン、食事できるところも、これは当然私はその庁舎の中にできるだろうと思う。そうした

人がやっぱり庁舎に出ていく、そしてまた憩える、いろんな情報ももらえる、勉強もでき

る。そういうふうな庁舎づくりを考えるとなってきたら支所機能要らないんですよ。だか

ら、何もなしに市長、支所を切って捨てろという意味じゃないんです。さらに充实、発展

させるために、支所はなくなってもいいじゃないですかというふうなことを私は特にお願

いしたいと思うんですけれども、今の私のこの最後の質問ですけど、この分も含めて市長

にもう一遍、ああ、そういう考え方もあるのかと思われるのかどうか、そういうようなこ

とも含めて市長にお答えいただけたらというふうに思います。 

○議長（吉田 正君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議員のほうからは、庁舎あるいは交流交際施設等々含めて、もと
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もとの目的が庁舎と交流施設、阿波市の人々が集い語らい、憩いの場ということに利活用

できるようにはなってます。ただ、３年、また４年先あるいは建ってからも、本当に市民

があるいは我々がそこまでなかなか本当に庁舎ができてすぐにそこまで持っていけるのか

なという心配があるわけですね。やはり車と同じように、その遊ぶ期間、ゆとり期間とい

うんですかね、そこらが要るんじゃないかな。原田議員の言われること、しっかり私わか

ってます、理解してます。ただ、ここの議場で即さあ支所は要らないよとはなかなか言え

ない。行財政改革、財政状況も悪くなるのも十分に私も理解してると思ってます。ただ、

この場でご答弁で支所は要らないんだよ、やめるんだよ、そうじゃない。人というのは時

間をかかって老いていく。時間がかかって成長していく。そのゆとりの時間、時間が要り

ますよね。だから、今ここですぐにさあ要らんのですわ、私本当にご答弁できません。原

田議員の気持ちはしっかり受けとめてます。時間が欲しいんです、そこまで行くにはね。

子供の子育てあるいは高齢化して年とっていく、結構時間要るんですよね。白から黒には

ならないんです。そのあたりを十分にご理解願いたいと思います。終わります。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 市長のお気持ちはよくわかります。今までやっぱり庁舎すると

いうことと支所機能残すということは２本立てで来たんですよね。だけど、やはり前段申

し上げたように、これはもう４年後には３万７，０００人に減っちゃうんですよ、人口が

ね。もとに返るけれども、その３万７，０００人非常に尐ない、４，５００人余って減っ

てしまう、いわゆる生産年齢の方、そこらがやはり高齢者も含めて支えていかなければな

らないというところに私は阿波市の本当に厳しい分が出てこようかと思うんで、そのこと

については市長のお考えをぜひこれから図っていっていただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、２点目の住宅行政についてお伺いします。 

 住宅行政というのは、最近は新たな住宅の建設というのは非常に難しくなってきた。な

ってきたというよりも、行政が住宅を維持して持つということが非常に厳しいんですよ

ね。やっぱり今までの例えば制度事業とかいろんな事業の中で住宅行政やってきたけれど

も、その住宅が非常にもう老朽化してきた。そして、先ほどのこれも全部つながるんです

よ、この３万７，０００人という。じゃあ、手を打つ段階でどうするかというたら、何か

っていうたら、住宅行政どんどんやって、高い家賃にしたら人ふえますよ、これ３万７，

０００人ちゅうんが３００や５００人またふえる、私はできると思うんですね。そこらを
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この際私はしっかりと行える機能というものも、おかげで小笠原さんの時代から野崎市長

になって、阿波市で特に聞くのは子育ては阿波市はいいなっていうこと本当に聞きます

よ、これは。これは一生懸命前の市長も今の市長もやってくれてる結果が他の町以上に子

育て支援というのが浸透できた。なおそこへ持ってきて、もう一度若い夫婦が、子育てな

ら阿波市っていうけれども、住むのも阿波市がええなって言われるような町にするため

に、まずこれは住宅行政というのは私は大事な部分でないんかなと思うんですけれども、

今の状況考えたときに、町のスリム化とか、先ほど言よった課の統廃合も含めて、職員を

これから削減して考えていく、そうした中で業者に要するに住宅を管理委託できないもの

だろうかどうだろうかということも私検討してもいいんじゃないんかなというふうに思う

んですよ。 

 それと、もう一つ思うのは、これ３点挙げてますので一気にお伺いしますけれども、現

在民間の住宅に関して、民間が建てよる、ある宅建メーカーが建てて、賃貸して貸しとる

のありますけれどね。せんだって固定資産税の３年間２分の１の減免措置があるというこ

とは聞きました。だけど、先ほども言ったように、これから本当に知恵を出し合う時代な

んですよ。阿波市がじゃあこの３万７，０００人減らさんがために、８，０００人で残そ

うじゃないか、そうしようじゃないかっちゅう中で、半分とは言わずに３年間、５年間で

もいいですよ、固定資産税全額免除してもどうですか、この考え方。新しい建てる住宅行

政にどっちが大事かということですよ。人の流出をとめるためには、今２分の１が限定化

されてやってる。これが２分の１じゃなし、もう２分の２、３年間でもいいですよ、５年

間でも。新築される住宅に関して減免措置しようじゃないか。だって、今のそうでしょ

う、工場誘致がそうでしょう。工場誘致も住宅行政も一緒じゃないですか。仕事を持って

くる工場と人を住ませてくれる住宅とですよ。考え方によったらやっぱりいろんな意味で

考えていかなければ。工場も確かにいいでしょう、確かに。働く場ができてくる。だけ

ど、住宅ができることによって人が住むんですよ、間違いなしにそこで。そういうふうな

部分というのは、私は行政の一番基本、根幹だと思うんですよ、人を減らさないというの

が。それについてどのように考えるかということね。 

 それと、一気にもう３点目も言いますけれども、３点目の旧庁舎の跡地、例えばこの阿

波町のとこ、今の本所もそうですけれども、市場とか、これをできたら１ＬＤＫの若者向

けの住宅にしたらどうか。確かに耐震は要るでしょう、それはそれなりに。だけど、じゃ

ああれをどうするんですか、これ庁舎空っぽになってこれもうそのままほっといてクモの
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巣だらけになってあっちやこっち崩れてきて、この前壊した旧の阿波町の役場と一緒です

よ。そうなるんですよ、もうそういう運命なんですよ、建物は使わなんだら。それをこの

際にそうすることによって１ＬＤＫ、そんな大きい部屋数とる必要もありません、全然。

若者向けに、そういう考え。これ大影の小学校とて同じですよ。もうあの大影から市場の

町に出るのともう１０分とかからなくなったでしょ。いっときは本当にかけ離れた場所だ

ったあの大影の小学校。今行政手続の上では休校ということかもわからんですけれど、休

校じゃないですよ、廃校ですよ、間違いなしにね。だから、そういう部分もやはりあの地

域に人が住めるような一つの環境にするためにも、前にも私ちょっと言ったことあります

よね。ぜひそういうふうなマンションにして、かつ行政がそれにさわらなくても民間に委

託したらいいですから。建設費だって、改装する建設費だって本当に安くできますよ、民

間がしたら、自分ところで職員も技術者も抱えておるんですからね。そういうことも含め

て、そのことについて今この点で３点申し上げました。それぞれにお答えいただきたいと

思います。 

○議長（吉田 正君） 坂東建設部長。 

○建設部長（坂東 博君） 志政クラブ原田議員の住宅行政についての中で、指定管理の

考えはということでお答えさせていただきます。 

 市営住宅の指定管理導入についてのご質問でございますが、本市でも施設の活性化、経

費の削減、市民サービスの向上が期待できる施設については積極的に指定管理制度へ移行

しているところです。市営住宅の指定管理制度につきましては、公平性や中立性、個人情

報の保護の観点から、市が直営で管理する必要性が高く、住宅の修繕等においても７３団

地に及ぶ団地別の構造や建築年が異なり、約６割が耐用年数を超えている状況であるた

め、業務範囲基準の設定が非常に困難であるということと、入居者の状況に応じた適切な

管理運営に支障が出ることが予想されるため、今のところ制度の導入については考えては

おりません。なお県下の状況でございますが、県営住宅が県の住宅供給公社へ管理代行し

ているほかは、市町村において導入の实例がない状況でございます。 

 続きまして、公営住宅整備における管理運営業務についてということで、徳島県営住宅

集約に係る可能性調査というのが出ております。その中で、公営住宅の管理については入

居者の決定及び公営住宅の明け渡しなど、公営住宅法上事業主体が行うこととされている

業務は事業主体のみが行うことができるものであるため、他の者に管理を行わせることが

できない。それと、簡卖な業務についてはできます。事实上の簡卖な業務については、清
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掃、修繕、補修、植栽の管理など、技術上できるのがこの範囲でないかということであり

ますので、指定管理にしてもそれほど効果が出てこないのではないかというふうに考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 志政クラブ原田議員の代表質問の２項目め、民間住宅につい

て市として税の優遇措置等の助成を考えてはどうかというご質問でございます。 

 最初に、新築住宅に関する税の優遇措置についてご説明をさせていただきます。 

 現在、新築住宅につきましては、生活の基礎となる部分であるため、納税負担を軽減し

ようという意図から、新築後一定期間の固定資産税が減額をされております。対象となり

ます住宅は、専用住宅、共同住宅、併用住宅で、それぞれに面積要件などが満たしていれ

ば居住として用いられている部分の床面積が１２０平方メートル分までについての税額が

２分の１に減額をされておるところでございます。減額の期間につきましては、一般住宅

は３年、長期優良住宅で５年、また３階建て以上の中高層耐火住宅等につきましては、一

般は５年、長期優良住宅は７年となっておるところでございます。アパート、マンション

などの民間住宅につきましても、一定の要件のもとこの適用を受け、固定資産税が減額さ

れているところでございます。本市において平成２３年度に減額の対象となっている民間

の共同住宅につきましては１８棟で、減税額は２５３万９，０００円となっております。 

 ご質問のように、住宅の建設促進などにより若者の定住促進や人口の増加を図るという

観点からは大切なことだとは思いますが、新規住宅につきましては、既に税法上の措置と

しての減額がなされているところでございます。また、固定資産税は本市の税収の中でも

大きな割合を占めておりまして、貴重な財源として各種の施策に生かされておりますが、

平成２４年度におきましては評価がえなどによりまして前年度より減尐するものと考えて

おります。このような状況のため、ご質問の市独自の減額につきましては、現在のところ

考えておりませんので、ご理解くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 私のほうからは、３点目の旧庁舎の住宅化を考えてはどうか

ということについて答弁させていただきます。 

 現在の市役所及び支所の庁舎は、既に築３２年から５０年が経過しており、建物本体は
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もとより、空調、電気、給排水設備についても老朽化が著しく進行しているため、大規模

な改修が必要になります。また、十分な耐震性を有していないため、今後も使い続けるに

は耐震補強も必要になります。過去において諸条件をもとに改修費用を試算しましたとこ

ろ、必要な経費は４庁舎合計で約１２億円となりました。その上、耐震補強をしたとしま

しても建物の耐用年数が飛躍的に延びるわけでもございませんので、以上のことから市役

所庁舎を市営住宅に転用するのはなかなか難しいんではないかと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 大影小学校の住宅化を考えてはどうかということについてご答

弁申し上げます。 

 お答えの結論を申し上げる前に、大影小学校の今までの経緯を簡卖に申し上げたいと思

います。 

 休校になって以来、教育委員会、地域の方々と有効活用についていろいろと検討してき

ました。また、地域の活用の説明会やアンケート調査も实施いたしました。その結果、地

域の大半の方の希望として、地域住民の憩いの場所、今現在グラウンドはゲートボールに

使っております。また、福祉施設、自然体験交流施設、農業体験交流施設など、大影地域

のすばらしい環境や自然を生かした活用を希望されておりました。しかしながら、厳しい

財政事情のこととか過疎の進行等により具体的な活用が決まらないまま現在に至っており

ます。平成２０年度からは大影小学校の利用としては小学生の植樹体験、飯ごう炊飯、木

工細工、わら細工あるいはシイタケ栽培体験などがあります。多くの地域住民の方々のご

指導とご協力をいただきながらさまざまな体験活動の場として利用いたしております。多

いときは小学生、地域の方々１５０名ぐらいの参加があったときもあります。また、昨年

は関西と徳島の大学生によるイベントが行われました。このときも地域の方々の温かい人

情あるもてなしに学生たちも大喜びで、来年度も続けたいというお礼のお手紙もいただい

ております。 

 教育委員会といたしましては、このような活用を継続しつつ、住宅化を含め、地域の思

いやニーズを受けとめながら、市当局と連携しながら、また知恵を出し合いながら今後も

活用策を研究していきたいというふうに考えております。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 関係のそれぞれの部長、そしてまた教育長にご答弁をいただき
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ました。 

 教育長お答えいただいた、いろんな交流じゃ何じゃって使われとるって言うけども、言

うてみれば一年３６５日のうち５日か１０日でしょう、恐らく。だから、それはこんなこ

としたこともありますみたいなものであって、それは事業として定着しとるものでも決し

てないんですね。やっぱりこの項もこれは市長にお答えいただかなければ仕方ないんです

よ。恐らく総務部長、建設部長、それから市民部長お答えになったけども、部長、課長の

お答えもこの範囲ですよ。これは最後はやっぱりトップの判断ですよ、どうするかってい

う方針立てるのは。行政の決まっとる中のことだけ申し上げたら、お三人方はそれぞれ１

００点満点の答えかもしらないけれども、やっぱり今の地に合うた、先ほどから私繰り返

し言いますけれども、まさに知恵を出し合う時代ね、これはトップが考えるときです。そ

れに対して各有能な部課長がサポートする。そのサポートをしっかりと受けて市長が決断

をする。そして、それが市民の平和、町の発展に私はつながっていくと思うんですよ。そ

こらのことも総括して、市長のほうからお答えいただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 森本副市長。 

○副市長（森本哲生君） ただいまの原田議員のご質問の中で、私たちお聞きしておりま

していろいろ共感を部分部分ございました。例えば市民の方々への行政サービス、その中

で今後例えば３万７，０００人になるであろうと、あるいはそれ以降またもう尐し減尐す

るかもわからないという背景を踏まえて、やっぱり行政サービスを選択していかなければ

ならない厳しい時代が来るんだろうなというようなお話、あるいはこれから知恵を出す時

代だと。まさにそのとおりだと思います。来年度当初予算におきましても、ゼロ予算とい

う言い方をしておりますけれども、尐ない金額で大きな行政効果を生むような施策という

のを幾つか提案させていただいております。そういった方向性の中で今住宅行政について

いろいろご提言ちょうだいしました。まさに、その知恵を出す時代の中の具体的な案だと

いうふうに思っております。個別の話につきましては、各部長なり教育長のほうからご答

弁させていただいたというのが現状であろうと思います。一方で、さっき申し上げたよう

に、知恵を出す時代、あるいは市民サービスの低下を招かないサービスを選択していく時

代の中で、もう尐し掘り下げて検討すべき中身も幾つかあるんじゃなかろうかというふう

に思っております。 

 ただ、例えばですけども、この旧庁舎を管理委託して例えば住宅にすればどうかという

ようなご提案の中で、实は白鳥荘の建設、改築の関係で私ども管理委託の範囲については
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どこまでできるんだろうかというふうにいろいろ議論してきました。あるいは県なり総務

省のほうともちょっと照会しまして考え方を整理しました。これは土柱の施設につきまし

ても民間のほうに工事をやってもらったほうがというふうなご意見もあった背景もござい

まして、いろいろ検討してみたんですけど、管理委託の管理っていう概念が大きな大規模

な改築とか改修とかというのは含まないんだと。あくまで通常の使用する範囲の中の例え

ば若干の施設をさわるといったような、そういう範囲の中でしか管理委託というのはあり

得ないんだというような総務省からの見解をもらっておりまして、手法的にちょっと難し

い側面があろうかなというふうには危惧しておりますけれども、今後しっかりと検討して

まいりたいと思っております。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 市長に成りかわって副市長にご答弁をいただきました。市長の

ほうでは言いにくい部分もあったんでないかなと思うんですけれども、ただ知っておかな

ければいけないのは、市長、政策空き家が今８０戸あるんですよ、阿波市の住宅。８０戸

の住宅に人が入れないんですよ。そういう状況があるということもこれはしっかりと承知

した上で私は住宅行政、もうだんだんと銭がなくなってきたこの町でやるんじゃなしに、

やはり第三者機関のほうに委託をしてしっかりとやっていただいて、人口の流出をこれ以

上出ないように防ぐというふうなことをぜひ私は市長のほうで取り組んでいただきたい

な、考えてもらいたいなというふうに思います。 

 副市長のほうでまた今力強いご答弁いただいて、もう県庁に帰らんとあと二、三年ぜひ

阿波市でおっていただいて、今言われたことを实行してから県庁のほうにお帰りいただく

ように、これくれぐれも市長、もう人事権市長にありますので、あと二、三年ね、どうぞ

副市長よろしく、阿波市の行く末を、しっかりした大きな種をまいていただいて、その实

が出て、花が咲くまでおらんでもええけんど、芽が出るぐらいまでぜひお願いいたしま

す。 

 時間もたけてまいりました。次の項目に移ります。 

 市の不用財産についてです。 

 市の不用財産というのは、ご案内のように、大きい面積、小さい面積、極端に言ったら

猫の額ほどの面積も含めて、相当の筆数があるんじゃないかと思うんですけれども、その

筆の数を何筆あるんかということを聞かせてもらいたいのと、その市の不用財産につい

て、これを市民に私は売却するべきでないんかな。それで、やっぱり道端の例えばもう用
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地に供して、あと残ったところへもう草が生えて、もしかしたら自動販売機が１つ置ける

か置けんかのスペースかわからんですよ。だけど、やっぱり今企業なりがそれを買ってく

れることによって、その企業のイメージアップのために例えばそこを花壇にするとか植樹

するとか、何かの方法でその不用財産というのを私は効率的に使えるもんがあるし、また

それが売れることによって市の財政が尐しは私潤う部分もあるんじゃないかというふうに

思うんですね。そのことについてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 原田議員の３番目のご質問でございます。 

 市が保有する保有財産の有効活用及び処分につきましては、阿波市の公有財産処分等検

討委員会設置規定により運用しております。毎年度末には未活用の公有財産について、各

担当課からの報告を受け、公有財産処分等検討委員会において審議を行っております。企

画課において庶務を行っております。 

 現在、阿波市が所有している道路敶を除く公有財産は、筆数にして約１，８００筆、筆

数ですね、面積にして、道路敶等を除いておりますが、約８１３万平方メートルでありま

す。ただし、この筆数につきましては、１カ所に数筆一緒になっているところがあります

ので、箇所数とは数字的には合っておりません。 

 この内訳でありますが、市役所、学校、公営住宅、公園などの行政財産は、約１，４０

０筆、面積にして７３４万平方メートルで、宅地、保安林、墓地などとなっております。

残りが普通財産で、約４００筆、７９万平方メートルとなっております。 

 行政財産につきましては、行政上の目的のために所有しているもので、払い下げの対象

とはなっておりませんが、用途を廃止したものにつきましては普通財産に変更し、冒頭述

べました公有財産処分等検討委員会において審議を行っております。所管課より提出され

ました未活用の公有財産につきましては、現在まで旧中消防署、旧北消防署、旧土成保育

所、勝命倉庫などの土地について審議しておりますが、売却まで至っていない状況でござ

います。景気が低迷した状況下でありますが、借地の方法なども含め、未活用財産の有効

活用や売却について慎重に照査、検討してまいりたいと考えております。 

 次に、約４００筆ある普通財産についてでありますが、これらの案件につきましてはま

だ現地精査等ができてない状況でもございます。内訳につきましては、田んぼ、畑、宅

地、雑種地などとなっております。今後現地確認等を实施し、活用方法をつくり、財産売

却等の計画が進められるような仕組みを構築してまいりたいと考えております。 
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 最後になりますが、法定外公共用財産の払い下げについてでございます。 

 法定外公共用財産につきましては、周辺の開発等の変化により機能を喪失しているもの

については、建設課等で用途廃止の後、普通財産として企画課に引き継ぎすることになっ

ております。その後、阿波市財務規則等の規定により払い下げの処理を行っております。

本年度につきましては、申請件数が４件で、売却金額が２０１万６，７７３円となってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） １，８００筆っていうこともさることながら、８１３万平方メ

ートル、面積にしてですね、それがあるということを今お聞きしました。これはぜひもっ

と私は有効活用するべきだし、法律的な制限がなければ、これは長の判断で売却できるも

んなんですか、どんなもんですか。 

 それと、やはりそういう方向が立てれば、いっとき県の施設が例えば前の保健所の跡と

か旧の警察の跡とか、これは売却資産ですというようなことで県が表示してましたよね。

市としてもやっぱりそういうふうに有効活用してもらうためにもそれは表示するべきです

よ、買い取ってもらえるところがあれば。そういうような情報を今言われましたけども、

総務部長言われたけど、その情報皆知らないし、もし売ってくれるんならそういうふうに

表示しとくことによって、先ほど来それぞれの議員から質問があった、例えば広報的なも

の、例えば広報阿波に一覧を載せるなり、そういうふうなものも掲載したら、私は何筆か

必要な人が出てこうと思うんです。そういうようなことも含めて、今後それに前向きに取

り組むのか、それともやろうというお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。これ総

務部長の判断でいいですか、市長の判断になりますか、どうですか、どちらか最終的に再

問しないようにお答えください。 

○議長（吉田 正君） 森本副市長。 

○副市長（森本哲生君） ただいまの原田議員の再問にお答えさせていただきます。 

 まず、先ほどちらっと総務部長のほうからご説明しましたけども、先ほどの議員言われ

ました数字、筆数ですね、あるいは面積につきましては、これすべてが売却可能な状態で

はございません。まず、行政財産と普通財産に分かれておりまして、例えば学校の敶地で

すとか庁舎の敶地ですとか、特定の行政目的のために必要な財産というのは、これは直ち

には売却できない、ここはぜひご理解ちょうだいしたいと思います。普通財産である４０
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０筆につきましては、特定の利用する用途、計画がなければ売却可能な状態だということ

で、庁内の委員会に諮りまして不用なあるいは未活用、未利用な土地についてまずリスト

を出してもらってるというのが現状でございまして、その各部局においてその利用計画が

ないかどうか、なければ今おっしゃるとおり売却の方向で処理進めていかないかんと。売

却の方向でまず処理を進める一つの手法として、おっしゃったように、例えば対外的にホ

ームページ等で表示するとか、いろんなやり方があろうかと思います。 

 売却可能資産の範囲、あるいはその抽出の方法につきましては、今年度よりすべての施

設につきまして利用状況を各部各課から出してもらって、随時ヒアリングも实施する方針

にいたしております。まだその途中でございます。低利用な施設の統廃合ですとか、ある

いは余裕スペースのある行政財産の有効活用等、幅広く市有財産の有効活用についてもま

た検討したいというふうに思っております。その過程の中で、地域住民の方々からのご提

案ですとか、あるいは外部の方からの検討も加えることで、今まで市のほうで進めてまい

りました資産の有効活用をさらに推進させることができるんじゃないかというふうに考え

ております。今後におきましても、市有財産のまず有効活用、有効利用というのを考えな

いけないし、その利用が計画がないという場合につきましては、議員おっしゃったような

手法も含めまして、売却促進に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 副市長からは前向きなご答弁をいただきました。ぜひそうして

もらいたいと思います。 

 それと、先ほど市長の答弁じゃないけれども、やはりホームページということを述べま

したけれども、我々も含めてこれアナログ世代なんですよ。ホームページなんて見てる、

若い人とか業者は見てるでしょうけれども、やっぱり広報阿波にそれが具体的に進み出し

たときには載せていただいて、やっぱりしっかりした広報の中で進めていただきたいとい

うふうに思います。 

 最後の質問です、学校の統合ということについてお尋ねをしたいと思います。 

 前段申し上げたように、２８年には３万７，０００人になるというふうなことなんです

けれども、これ総合的な人口は示されましたけれども、各今ある小学校、中学校におい

て、それぞれの学校がそのときに何名になるというふうに想像できるのか、予想できるの

か、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 
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○議長（吉田 正君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村賢司君） 原田議員からは４点目の質問の中で、答弁の前に市内の小・

中学校の５年後の平成２８年の生徒数の見通しということでご質問いただきましたので、

お答えしたいと思います。 

 各学校別に数字申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。この数字は平成２３

年度本年度と比較しての数字でございますので、一条小学校が４３人減の２０２名、柿原

小学校が１６人減の１４３名、御所小学校が４６人の減で１６１名、土成小学校が１９名

の減で２２３名、八幡小学校が３名の減で１１２名、市場小学校が５５名の減で２３０

名、大俣小学校が２８名の減で１０９名、久勝小学校が９名ふえまして１７３名、伊沢小

学校が１６名減の１７３名、林小学校が２１名減の２０２名、合計で２３８名減になりま

して１，７２８名となります。 

 それから次に、中学校でございますけれども、吉野中学校が２９名減の１９６名、土成

中学校が６名減の２１１名、市場中学校が１８人ふえまして２７６名、阿波中学校が８３

名減になりまして２７１名、以上合計が１００名減の９５４名となっております。 

 このことから、小学校につきましては、久勝小学校１校だけが増加いたしまして、その

他の小学校９校につきましては減尐となっております。また、中学校につきましては、市

場中学校が増加いたしまして、その他の３校は減尐となっております。また、この数字に

つきましては、現在の小学校の生徒数ですね、この生徒数から見通した数字となっており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 最後にしたいと思うんです。 

 過日３月１日の徳島新聞に、県立高校の再編の問題、合併も含めて、廃校、閉校の問題

も含めて広報的なものが載りました。３月１日に残念ながら旧土成町に学びやを許します

ところの阿波農業高校、私らの当時は阿北高校といったんですけれども、卒業と同時に閉

校式が行われた。非常にさみしい限りではあるんですけれども、やはり子供の教育という

のは私は競うところから子供は成長するものというふうなことを常々念頭に置いておりま

す。そういう観点からしてみれば、地域の小学校についてはやはり地域の子供の幼いとい

う部分も含めて無理だとしても、これは行く行くは土成、吉野の合併、土成、吉野両中学

校の合併、そしてまた市場、阿波中学校の合併というふうな議論に立って考えていかなけ
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ればならない私は時期が来るんでないかな。これはそんなに遠い将来のことじゃないです

よ、はっきり言って。そうする現況を考えてみれば、教育の現場として、この教育行政を

預かる教育長として、この中学校の、決して廃校とは言いません、統合ですよ、統合とい

うことについてそういうテーブルに着きかける準備をするもう私は段階に来とるんじゃな

いかな。教育現場の責任者として、私はそれぞれの住民感情、保護者の感情、地域の感情

を知ったときに、合併統合しますということについてはもうこれは抵抗勢力があるのは

重々わかっておりますよ、これは。かといって、やはりそれは今後の子供の幸せのために

絶対に私はやらなければならない問題だというふうに思います。旧の市場町見たときに、

先ほど申し上げたところの大影小学校と日開谷小学校、ここの生徒が大俣に統合されたと

いうことによって、子供たちも地域も、当時のＰＴＡの役員の方、地域の方々のご理解い

ただけたからこの学校も大俣小学校に統合された。今では皆さん喜んでいただいておりま

すし、これ小学校でですよ。だから、そういうようなことは現場を見られておる私は教育

長はつくづくわかっておられると思うんですけれども、そういうふうな、しばしばテーブ

ルに着く、中学校に関してですよ、テーブルに着く準備をしなければならない時期に来て

おるんでないんかなと思いますので、教育長の教育長たる見解をぜひお聞かせいただきた

いというふうに思います。 

○議長（吉田 正君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 中学校の統合ということでご質問にお答えしたいと思います。 

 これは大変大きな問題だと受けとめておりまして、しっかりと先を見据えて慎重に考え

ていく必要があると思っております。 

 阿波市総合後期の計画では、先ほどからおっしゃっておられますように、平成２８年に

は人口３万７，０００人、１５歳未満は３，８４０人と推計されています。尐子・高齢化

が加速化し、子供たちの教育環境にも変化が出てくるものと思われます。特に、学校規模

の問題も考えなければならない時期が来るとは思います。 

 議員のご質問は中学校の統合をどう考えていくのかということでございますが、学校の

統合、再編についてはいろいろなこと、いろいろな要素が考えられます。子供たちにとっ

てよりよい教育環境をつくるために、まず学校の適正規模と適正配置があります。学校教

育法には掲げられているんですけども、適正規模については学校の、これは小学校も中学

校も同じなんですけれども、学校の学級数１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただ

し、地域の实態、その他の特別な事情、この特別な事情というのは山間僻地とか離島のこ
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とを言っておりますが、そういったことがあるときはこの限りではありませんというふう

に定められてはおります。また、学校の適正配置については、児童・生徒の通学距離、小

学校においてはおおむね４キロメートル以内、中学校にあっては６キロメートル以内が適

正であると定められております。また、一つの中学校校区に２つ以上の小学校があること

が望ましいとも言われております。そして、通学路の安全確保や防災対策、情報化による

新しい教育に順応できる施設、設備であること。何よりも地域住民、保護者のご理解とご

協力を得られることが重要な要素というように思います。 

 さて、阿波市の４中学校の現在の学級数です。先ほど生徒数については発表させていた

だきましたが、まず学校規模、学級数でございますが、吉野中学校現在は７学級です。土

成中学校が６学級、市場中学校が８学級、阿波中学校が１１学級です。これをさらに５年

後を計算しますと、吉野中学校が７学級、土成中学校が７学級、市場中学校は９学級、阿

波中学校が９学級となる予定です。今後１５年ないし２０年程度は先ほどの数字、あるい

は０歳から計算しましても極端な小規模校にはならないと予測しております。１学級の定

数は、中学１年生は３５人、２年、３年は４０人と今現在はなっております。 

 ご参考に、小学校の場合は徳島県の場合は２４年度からは小学校４年生までが３５人学

級、５年生、６年生は４０人学級というふうに決められております。現在の県下の状況も

ご参考までに申し上げますと、県内の中学校は県立、公立合わせまして８６校あります。

そのうち適正規模であると言われているのが１５校です。率にしては１７．４％は適正規

模であると。 

 阿波市では、平成２６年度末までには耐震化工事と大規模改修工事が完了いたします。

耐震化工事、大規模改修工事により学校が強く、大変明るく、快適な学習環境となってい

ます。また、今後二十数年先では建築年数から見ると老朽化の学校も阿波市には出てきま

す。 

 このようなことから、教育委員会といたしましては、一昨年阿波市の教育振興計画を策

定するときに調査をいたしました。これは小学校５年生の保護者、中学校２年生の保護

者、合計６５０名から回答をいただいたわけなんですけども、その調査の内容ですが、尐

子化による学校統廃合検討への考えというタイトルで、調査項目としましては、１番目に

早急に検討に入るべきである。２つ目は、もうしばらく推移を見てから検討に入るかどう

かを決めるべきである。３つ目はわからない。４つ目は検討に入るべきでないというふう

な調査をしたその結果、一番多かったのがもうしばらく推移を見てから検討に入るかどう
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かを決めるべきである、これが最も回答には多うございました。 

 このようなことから、阿波市教育振興計画、この計画は毎年度評価と、それから見直

し、課題の検証を行います。２０年先、３０年先を見据え、長期的な見通しの中で統合、

再編のための計画策定委員会、統合再編の研究する会を設置するかどうかを検討していき

たいというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田 正君） 原田定信君。 

○１７番（原田定信君） 時間もたけてまいりました。 

 推移を見ていくというふうなアンケートが一番多かったということですけれども、やは

りいつまででもというか、早く今度は決断しなければならないと思いますよ。既に今回３

万７，０００人という阿波市の４年後の人口が示されておるし、次に示されたらまた３万

５，０００も切るんでしょうけど、そういうふうな状況の中ですと、教育長のぜひリーダ

ーシップを発揮していただいて、やはりこれは後退的な統合じゃなしに、発展的な統合と

いうふうに考えるべきです。子供たちは競うことによって成長していくというのはもう私

は教育長に申すまでもないと思います。競うことによって子供は成長があるんですから、

そういうふうな地元の感情に押し流されることなく、教育現場としてはもし反対論が起き

ようとも、私は積極的に取り組んでいただきたい。それは子供のためであります、子弟の

ためなので、そういうふうなしっかりした信念で強い愛情でもって教育行政ぜひ立ち向か

っていただきたいというふうに思います。 

 今回４つにわたっての質問をさせていただきました。野崎市長には１期目の任期最後の

総仕上げでございますし、いろんな方で厳しい注文もつけたのを私自身承知した上で申し

上げます。ぜひそのことも踏まえながら、ぜひ総仕上げに、しっかりした野崎カラーを阿

波市に植えつけていただきたい。副市長も同様でございます。再三お答えいただいて、し

ばらく阿波市でおってくれるだろうなというふうには思っております。また、遠度総務部

長初め３部長、そしてまた３支所長、今回のこの議会が最後で退職ということでございま

す。私の知ってる範囲内ですが、それでおいでたらお許しください。どうぞ市民に立ち返

り、またしっかりと阿波市に対してのご提言をいただきたいし、地域でおる我々議員に対

しても高所大所の立場から変わらぬご教導をいただきたいというふうに思っております。

丁重にご答弁いただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） これで志政クラブ原田定信君の代表質問が終了いたしました。 
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 暫時休憩いたします。 

            午後３時０１分 休憩 

            午後３時１２分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、２番藤川豊治君の一般質問を許可します。 

 藤川豊治君。 

 

○２番（藤川豊治君） ２番藤川、議長の許可をいただきましたので、一般質問を行いま

す。 

 初めに、この３月１１日で東日本大震災を早くも１年にもなります。引き続き一日も早

い復興を願わずにおられません。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

 １番目、１項目として、野崎市長就任からはや３年になるが、その实績と今後の対策に

ついて。２番目、平成２４年度予算案について。３番目、阿波市ケーブルテレビについて

質問いたします。 

 私も市長とともに阿波市議会補欠選挙に３年前に立候補し、市長とともに当選したわけ

です。３年前の市長選挙の公約に野崎市長は農業立市を掲げて当選いたしましたが、３年

がたち、残り１年となりましたが、就任当初野崎市長は農協の合併の促進、農業普及委員

の設置、農産物の統一基準をつくる、農産品のブランド化をつくる、図ると、こううたっ

ていましたが、その後どう進展したのか、この３年間の農業政策についての实績をお伺い

したい。また、今年度予算案について農業支援策はあるのか。 

 ２番目、阿波市農産物ブランド化への具体的な政策、支援策についてお尋ねしたい。 

 私はこの質問に先立ち、先日市内の各農協へお伺いして、農産物の出荷額のベストスリ

ーを聞いてまいりました。またそれと、各農協に対して市からの支援策も伺ってまいりま

した。 

 出荷額で一番大きいのは板野郡農協です。この農協には土成町、吉野町、上板町、板野

町、藍住町、北島町の６町が加入しています。そこで、トップの出荷額は第１位はニンジ

ン、２２年度売上額は５４億７，８０５万円、第２位はレタス、１０億１，８８２万円、

第３位はレンコン、３億６，３５５万円です。 

 次に、阿波町農協の出荷額第１位は夏秋ナス、４億８，８９９万７，０００円、２位は
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ミニトマト、２億７，１６６万５，０００円、第３位はブロッコリー、１億８，１１１万

円です。 

 次には、東部農協、第１位は夏秋ナス、３億１，４６２万円、第２位は大根、１億６，

５０５万円、第３位はブロッコリー、９，２５８万円。しかし、ここは宝の島善入寺島が

あり、ここの大手の農家は農協に出荷せず、直接市場に出荷しており、それらを合わせる

と東部農協はもっと大きな出荷額になるということで、具体的には各農家の方には聞いて

ないのでわからないとのことです。 

 次に、市場農協は２２年出荷額第１位キャベツ、８，６００万円、第２位は夏秋ナス、

８，１００万円、第３位はイチゴ、５，３００万円。ここでも善入寺島の耕作者が多数お

り、直接市場に出荷しており、それらを合わすともっとふえるとのこと。市場農協のポン

ダリンは徳島県からブランド品の認定を受けているとのことです。これは約４，０００万

円、個人で出荷しているポンダリンもあるので、もっと多いだろうということです。 

 農協関係者にブランド化を市は進めているということをお伺いすると、阿波市のブラン

ド化より阿波市、美馬市、吉野川市をあわせてブランド化を図ってほしいという声も上が

っております。ナスを阿波市、美馬市、吉野川市を合わせると１０億円を超えるというこ

とで、大きいシェアでブランド化を図ってほしいと言っています。また、阿波町の農協の

山田錦米は売り上げが約２億円で、そのほか農協に言われたんですけど、市長が農業普及

員を置くと言うたけど、あれは何でと。名称は参与、非常嘱託員で、週３時間、月額２５

万円、これは何しよるんで。その報酬を各農協に支援策でくれえと。何しよるかわから

ん、要らんという声が聞かれました。この名称、普及員でない、どういう名称ですかとい

うけど、これは何しているのか、具体的に。農協との連絡とかいろいろ視察とかというの

を聞いていましたけど、具体的にこの参与を置いたこと何をしたのか、今まで１年間余

り。それを説明していただいて、何のしよる役割を果たしているのか。 

 この出荷額から考えるのが、ブランド化として考えるのがレタス、吉野レタス、各阿波

市農協全部が行っている夏秋ナス、ブロッコリー、山田錦、阿波町の。ポンダリン、この

５品目ではないんでしょうかと。農政部は１２品目あるのを絞り込んでおりますと言よる

けど、ブランド化を始めて市長が言うてもう３年もなります。３年たってまだ絞り込んで

るという段階で、何も果たしてない、ブランド化について。いつも机の上の卓上の考えば

っかりではないでしょうか。これらの早くブランド化を指定して、これらに支援、助成を

行い、農家の生産意欲を高め、農家の所得が早急に上がるようにするのが農業立市ではな
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いでしょうか。 

 １番目、農業立市は掲げているが、今までどのような支援策を行っておるか、その实績

についてお聞きしたい。 

 ２番目、阿波市農産物ブランド化への政策進展具合について。 

 ２項目お尋ねしたい。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） ２番藤川議員の一般質問にお答えをさせていただきま

す。 

 ご質問でございますけれども、野崎市長就任から３年目になるが、その实績と今後の政

策について。なお、その１点目が、農業立市を掲げているが、その实績とそれへの政策

は。２点目、阿波市農産物ブランド化への具体的な政策はというふうなご質問でございま

す。 

 それでは、１点目でございます。 

 市長につきましては平成２１年５月に就任され、これまで２年１０カ月が経過をしてお

ります。 

 それでは、農業振興策についての实績ということでお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 農業振興については、市長就任直後から基幹産業である農業の振興と魅力ある農業、農

村の实現を目指して取り組んでまいりました。農業従事者の高齢化など、基幹産業である

農業を取り巻く情勢が今非常に厳しさを増しております。魅力的な農業の確立を図り、将

来の目指すべき姿とそれを实現するための施策を計画的に推進するため、平成２２年度に

は阿波市農業振興計画を策定をいたしました。 

 この計画におきましては、阿波市の現状把握と本市が抱えております農業の課題を解決

するため、３つの施策を重点プロジェクトとして位置づけを行っております。本年度から

实現に向けたさまざまな事業を推進しているところであります。このプロジェクトの中の

一つに阿波市ブランド推進プロジェクトがございます。農産物のブランド化に向けて施策

の展開を図っているところであります。具体的には、農産物のブランド化を目指すため阿

波市農業振興計画重点プロジェクト推進会議を設置をし、本市のすぐれた多くの農産物の

中から販売实績や認知度、将来性などを勘案して、ブドウ、レタスなどの１３品目、作物

を販売实績や認知度、将来性などを勘案して定めております。ブランド育成品目として選
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定をいたしておるところでございます。この選定した品目につきましては、今後具体的な

施策を实施していくことにより、さらに何点か重点的に阿波市ブランドとして構築できる

よう、その品目を見出していきたいと考えておるところでございます。 

 次に、このブランド育成品目に対する具体的な取り組みといたしましては、今年度平成

２３年度より阿波市が卖独で進めています活力ある阿波市農業振興事業について説明をさ

せていただきます。 

 本事業の推進に当たっては、外部から、先ほどありましたように、非常勤の嘱託職員１

名を配置し、阿波市ブランド推進事業を行っております。 

 それでは、その实績について説明をさせていただきたいと思います。 

 主なものについて説明をさせていただきます。平成２３年度の活力ある阿波市農業振興

事業の市卖の補助事業でございます。１つは、加工品等開発推進事業ということで、阿波

市のブランド品を育成するために新たな加工品の開発に対しまして、ソフト事業的なもの

ですけれども、補助事業を行っております。それで、实績といたしましては、個人でお取

り組みをいただいております方が６人おいででございます。お名前は省かせていただい

て、内容だけ説明をさせていただきたいと思います。トマトケーキの開発、トマト入りパ

ンなどの開発、そしてジャムの開発、新たなお菓子の開発、トマト加工品の開発というふ

うなことで個人でお取り組みをいただいております。それぞれに補助金として１０万円ず

つの補助金をつけさせていただいております。また、土柱の里の部会においては、加工み

その開発をしていただいております。これも１０万円でございます。それと、ＪＡ阿波町

においては焼酎づくりということで、こちらにつきましては補助金で１５９万円の補助金

をつけさせていただいております。この事業に補助事業費総額２１９万円ということにな

っております。 

 次に、２番目、阿波市農業フォローアップ事業、この事業につきましては、農業用機械

等の導入整備費というふうなことでございます。こちらも個人の方で、個人といいます

か、個人的でグループ、組合をこしらえて取り組んでいただいた方々でございます。これ

が３件ございます。移植機の導入、さらには大根の掘削機の導入、さらには肥料の散布機

の導入等を行っております。そのほかにＪＡが取り組んでいただいたものがございます。

ＪＡ阿波町におきましては、移植機の導入、さらにはロータリーの購入事業の取り組み、

さらには農業倉庫の取り組みというふうなことでございます。それで、こちらにつきまし

ては、ＪＡにつきましては移植機につきましては８５万円の補助金で、ロータリーの購入
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につきましては２７万円の補助金、農機具倉庫につきましては５２万円の補助金、さらに

ココバックの移植組合、ココバックの栽培組合はハウス施設に取り組んでいただいており

ます。こちらについては８２万円というふうなことでございます。それで、総額につきま

しては、補助金で２８９万円の補助になっております。 

 ３点目、地産地消事業におきまして、直売所販売力強化事業補助金ということで、こち

らにつきましては農産物直売所の販売力の強化を図るための補助金を支出をいたしており

ます。ＪＡ阿波郡東部によります夢市場での事業につきまして２０万円、阿波町農協の阿

波の土柱の里の事業に対しまして１０万円、合計で３０万円支出をさせていただいており

ます。 

 ４点目、集落営農組織モデル支援事業ということで、集落事業の取り組みをしていただ

いているところに対しまして支援をいたしております。こちらにつきましては、阿波町で

の１カ所が集落営農組織既にでき上がっております、３０万円の補助、それと吉野町で１

カ所現在取り組みを進められております。こちらについても３０万円の支出をする予定で

ございます。 

 それで、全体、活力ある阿波市農業振興事業の補助金総額では１，３６４万円の補助金

を平成２３年度に支出する予定というふうなことでございます。 

 それと、今申し上げたのが市卖独事業でございます。 

 次に、徳島県が行う事業に市が補助を行っておる事業がございます。これにつきまして

は、とくしま明日の農林水産業づくり事業では、振興計画策定前の平成２１年度は中核的

担い手育成事業として防虫資材の導入などに事業費ベースで３４８万６，０００円、市補

助金として１２万円でありましたが、事業推進に積極的に取り組みを開始した２２年度に

おいては、中核的担い手育成事業あるいは次世代省エネ農業技術導入支援事業として農産

物直売所などの事業がございましたので、事業費ベースで５，３３６万８，０００円、市

の補助金としては２７４万９，０００円となっております。また、今年度平成２３年度に

つきましては、徳島産地改造支援対策事業、あるいは飼料自給力向上緊急対策事業とし

て、飼料収穫機器の整備などに事業費として８，５８２万９，０００円となっており、市

の補助金は８４９万１，０００円となる、これはまだ見込みでございますが、そのように

なっております。 

 ということで、この県卖事業につきましても３年間の实績を見てみますとだんだんとふ

えていっているような状況がございますけれども、ちょっと率で見てみますと、平成２１
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年度をもとに比較をしてみますと、２１年度と２２年度を比較した段階で、事業費ベース

では１５．３１倍というふうにふえております。さらに、２１年度と２３年度を比較しま

すと、２４．６２倍というふうな伸びになっておるところでございます。 

 続いて、農協合併というふうなご質問をいただきましたので、そのことについてお答え

をさせていただきたいと思います。 

 農協合併につきましては、現在県内のＪＡ組織におきましてＪＡ中央会を中心といたし

まして未合併組合の解消に取り組んでいるということで聞いております。中でも県西部に

つきましては、旧阿波郡３ＪＡ、ＪＡ麻植郡、ＪＡ美馬郡、ＪＡ阿波みよしの６ＪＡがご

ざいます。この６ＪＡに対しまして県ＪＡ中央会が合併について呼びかけを行っておりま

すということですが、いまだに合併作業の第１段階であります地区の合併研究会を立ち上

げるための同意を得るというふうなことにも至っていないというふうなことで聞いており

ます。阿波市といたしましては、農協組織の自主性を尊重しながら、旧阿波郡内の各ＪＡ

に地域の農業振興を図る観点からもぜひ合併が必要だというふうなことで今意見交換を行

っているところでございます。 

 続きまして、今後の方針というふうなことでお話をさせていただきたいと思います。 

 国は、東日本大震災の後、東日本の復興と我が国の食と農林漁業の再生のための基本方

針、行動計画において、食料自給率の向上と農業の再生の实現に取り組んでいくといたし

ております。県につきましては、新規就農者の確保、生産活動を支える施設整備、野菜を

初めとする農産品の供給の拡大など、総合的な支援による経営基礎の確立を図り、農商工

連携、また６次産業化への対応に向けた支援とブランド販売力の向上対策強化を図るとい

たしております。 

 本市といたしましても、国や県の補助を活用しながら活力ある阿波市農業振興事業など

の市卖独事業の推進を図り、また地域農業マスタープランによる農地集積や新規就農な

ど、新しい取り組みも支援するとともに、引き続き戸別所得補償事業や中山間地域等直接

支払事業などを継続的事業として推進を図っていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 それと、先ほど現在農業振興のために参与として非常勤嘱託職員１名、平成２２年度か

ら来ていただいております。平成２２年度につきましては、阿波市農業振興計画の策定に

主に取り組んでいただきました。そして、今年度平成２３年度につきましては、平成２２

年度に策定した阿波市農業振興計画に基づきまして活力ある阿波市農業振興事業の取り組
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みをいたしておりますので、主にその活力ある阿波市農業振興事業の取り組みに携わって

いただいております。そのほか、県卖事業につきましても、非常に県職員のＯＢというふ

うなことでよく精進をいただいておりますので、県卖事業にも取り組みをいただきなが

ら、直接農家にも出向いていただいていろいろ指導といいますか、話も聞いていただいた

りというふうなことでお取り組みをいただいているというふうな状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 藤川豊治君。 

○２番（藤川豊治君） 今田村部長から３年間の阿波市の農業立市の实績を説明していた

だきました。阿波市の市の支援策の総計は１，３６４万円、県の補助も入れたらというこ

とをお聞きしましたけども、２１年、２２年は１５．３倍にふえとると。２３年、２４年

は２４．６２倍と言ようるけど、総額では３年間で１，３６４万円でよろしいでしょう

か。 

 市長就任して３年になりますが、まだブランド化の品目は絞ってないと、決めてないと

いうのが現状です。非常に机の上だけで、遅いです。先ほど挙げたレタス、夏秋ナス、ブ

ロッコリー、山田錦米、ポンダリン、このあたりの生産者にキロ、箱代、反当たりに助成

するとか、野菜などは価格が不安定ですので価格安定基金をつくるとか、具体的に農家の

生産意欲を高め、農家の所得が上がるように早急に支援すべきです。 

 また、毎年市の職員を採用していますが、それに農業普及員に見合った農業資格、技術

資格を持った、県の天下りでなしに、資格を持った職員を採用すべきです。去年の採用試

験を聞くと、ある部門では成績が基準に達してなかったら採用してなかったという、また

技術資格を求めたけど応募おらなんだと、建築士ですけど、そういうのを聞いていますけ

ど、やっぱりもっとこういう資格というのを幅を広く全国から応募してもよろしいし、も

っと宠伝してこの不況の時代に資格とか基準に満たないで採用しなんだということがない

ように、もっと宠伝していただければ全国から集まるんではないかと思うんです。そのこ

とが尐しでも阿波市の人口減にも役立つし、そういう採用試験もやってほしいと思いま

す。ちゃんと普及員と言いながらいつの間にやら非常勤の参与に終わっとるのが現状で

す。 

 市長にお聞きしたい。市長はこの合併についてどの程度県の農協連へ出向くとか、各組

合の組合長と何回ぐらいひざをつき合わせて話をしたでしょうか。そして、ブランド化、

合併についての市長の今後の考え方をお聞きしたいと思います。 
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○議長（吉田 正君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 藤川議員からは、農業立市を掲げた市長が農業の实績が上がって

ない、あるいは県のＯＢを雇用してるんだけれども、それについても余り实績が見られな

い、あるいはブランド化が進まないという話がありましたが、今も部長が答えております

ように、県の卖独事業、平成２１年には、部長答えてますけど、事業費ベースで２１年は

３，３４８万６，０００円ですね。それで、市の継ぎ足しが１２万円という答弁してます

ね。２１年に比べてじゃあ２２年はどうなのかといったら、事業費ベースでは１５．３

倍、５，３３６万８，０００円、市の継ぎ足しが２７４万９，０００円で、市の補助金は

２３倍ですかね、翌年度と比べて。県卖独事業の継ぎ足しなんですよね。早く言ったら、

１割の市の補助金ですばらしい事業やってると見ていいんじゃないかな。 

 もう一点、２３年度については２１年と比べると、事業費ベースで３４８万円だったも

のが８，５８２万２，０００円、实に２４．６倍。市の補助金、同じく２１年度１２万

円、市の補助金がね、県に継ぎ足しの補助金が。市の補助金が８４１万円って尐ないんで

すが、これも２１年度と比べると７０．７倍なんですよね。ということは、２１年と比べ

て事業費ベースでは２４倍、市の継ぎ足し補助金の７０倍になってる。県の卖独事業って

そんなに金くれるもんじゃないんですよね。想像を絶するぐらいの苦労をしてるんでしょ

う、多分。県に金ありませんよ、県の卖独事業ですよ、これ。そのあたりは十分もう一度

今の私の答弁を聞いて精査していただきたいと思います。 

 それと次、農協合併ですが、市長は農協合併言いながらどれぐらい努力したんならとい

う話ですね。 

 農協合併の経過申し上げます。平成２２年９月議会だったですね。これ藤川議員市会議

員もうなってますね。 

（２番藤川豊治君「はい」と呼ぶ） 

 このときの答弁が、私も市長になってすぐですよね、これ。そのときの答弁申し上げま

す。農協合併というのは、本来市は関与できないですね。県と農協中央会、しかも農協中

央会がしっかりとやるもんなんです。市はお願いできれば徹夜ででも、三日三晩でもお手

伝いします。こうした経過の中で中央会が平成５年に第２９回ですかね、ＪＡ徳島中央徳

島大会において、県下１１農協にやろう、これ議決されてます、ＪＡ中央会で。その次

に、平成１３年、１０年後ですね、９組合の合併が实現してるんですが、地域の合意は調

えたということで、阿波郡と鳴門市だけが残ってしまった。その次に、平成２１年ですか
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ね、１２月、阿波市の３ＪＡの組合長によってやっとテーブルには着いたんだけど話がで

きない。これ部長答弁申し上げましたね。もう平成５年の第２９回ＪＡ徳島会で一発にし

ましょう、それから平成１３年、全部できてないんですね。もう極端に言うたら２０年た

ってる。前へ進まない。何が原因なのかなと。ＴＰＰを控え、間にガット・ウルグアイ・

ラウンド、大変な農業をめぐる世界の動きがありました。徳島県は動けなかった。なぜな

んでしょうね。特に阿波市。土成、吉野の板野郡農協は結構できてますよね、下まで。な

ぜできないんですか。そのあたりをもう一度、どなたから聞いたか私はわかりませんが、

藤川議員に農協合併の話を聞いた組合員に再度伺ってください、何が原因ですか。市長が

原因ですか。農家のためにはどの団体がやるんですか。私本当に阿波市の農家の方、これ

みんな聞いてます。お願いできたら行きたいです、私も。３日４日徹夜してでも行きた

い、農家のために。ブランド化も図りたい。でも、そんな話は私も聞いたことありませ

ん。 

 ３年間の阿波市の補助金、随分やってますね。農協からいっぱい農家のためにこういう

補助金をしたい、何とかしてくれ、頼んでくる組合長さんもおりますし、一切音なし、電

話一つも来ない農協あります。实績見ればわかります。補助金は行ってません。申請がな

いんだから補助金出せないじゃないですか。予算があったって執行できない。そのあたり

もしっかり議員は、これペーパー持っていってください、農協へ配ってください。お話し

した人に配ってください。あなたの農協補助金もらってませんよ、どうしたの、もらって

るところいっぱいあるじゃないの、みんな一生懸命農家も農協もやってるよ。真实が表に

出なきゃ違う、だめです。そのあたりをしっかりご理解願って、議会のほうからもご協力

をお願いしたい、かように思います。 

 以上です。 

（２番藤川豊治君「ちょっと休憩」と呼ぶ） 

○議長（吉田 正君） 小休いたします。 

            午後３時４８分 休憩 

            午後３時４９分 再開 

○議長（吉田 正君） 小休前に引き続き再開いたします。 

 藤川豊治君。 

○２番（藤川豊治君） 市長からただいま答弁いただきました。この私は全部の農協へ参

りました。これを今言ったんですけど、今市長の中にも申請ないと。市からバス代ぐらい
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しかもろうてないというこれは話も伺いました、確かにそれは。だけど、それは市が補助

金というか、助成の基準を設けて、申請がなかった、これはしゃあないですよ、それは当

然。聞いたのは現状ここ３年間で統一も基準も農作物決めるって、進めたいという、そう

いうことで聞いたのに、関与できないと言われても質問のしようがないですね、それは。 

 けど、そういってもだれかが現在の農業を守るっちゃあ守る、取り巻く厳しい状況の中

ではやっぱり合併というのは進めるべきというふうに考えます。特に、市長に、これは敬

意は表したいのは、市長が何がどう見ても、建設にしても、正広の用水にしても、現場へ

何十回も足を運ぶということには敬意を表していますので、ぜひそないに市長も怒らん

と、合併を何とか、板野郡農協だけでは阿波市は市長は県下一の所得はあるというけど、

板野郡農協だけで５４億円ニンジンだけであるんですよ。これは全くかないません。ぜひ

ともこの市場に農協２つもあるし、阿波市のできたら、阿波市の農業立市を進める上で

は、阿波市の農業合併は一本化すべきじゃないかと考えますので、ぜひとも足を運んで努

力をしていただきたいということで、この１の質問を終わります。不適切な質問があれば

削除していただいても結構です。 

 次に、２番目の項目として、平成２４年度予算案について。 

 阿波市は２月２３日、今年度１２年予算案を発表しています。一般会計の総額は前年度

比４．５％減の１６６億３，８４０万円となっている。６つの主な項目を挙げています。

新庁舎建設事業、市学校給食センター統合事業、幼・保連携、４番目の地域防災、やすら

ぎ空間発信事業、ため池、井戸を活用した災害対策事業などを主な予算と組んでいます。

その一方で、先ほど上手に質問いたしました、原田議員が質問しましたけど、最も深刻な

のは阿波市の合併時から一貫して人口減尐傾向です。国勢調査の人口推移を平成２年４万

３，３０４人、平成７年には４万２，６５７人、平成２２年度は３万９，２４７人で、特

に近年は減尐傾向が加速しています。また、２８年度では、先ほど質問がありましたよう

に、人口予測を３万７，０００と設定していますが、その中で市が発表している、阿波市

へ愛着を感じるが８０．８％、住み続けたいが８５．７％で増加しているとしているが、

若者が学校卒業して阿波市に住もう、都会に出て働き、定年後はふるさとに住みたいとい

う人をどう呼び込むのか、市長が今年度予算案の中で大規模農道沿いに桜、もみじなどを

植樹する予算を組んでいますが、この計画は非常に賛成しますけど、こういう予算は息長

く組み、最低１０年ぐらいやらなければ農道沿いに山里、四季の花が咲き誇り、農道を花

のトンネル、花の街道にし、全国一の誇れる桃源郷にしてもらいたい。そして、観光実を
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呼び込んでほしいのです。 

 ３月３日付の徳島新聞に、阿单市の伊島に猟師になるためのＵターン組が帰っていると

載っていました。２０代、３０代の若者が相次いで帰ってＵターンが目立ち始めた。１９

９９年以降は１５人を数えるとして、この離れ島に。そして、伊島で２０年以上途絶えて

いた青年団活動がＵターン組によって７年に復活していると述べています。また、３月６

日徳島新聞にも、吉野川市が農家、民宿改良に補助金をと新聞に取り上げられています。 

 阿波市は子育て支援策はすぐれている、県下一やと言っていますが、人口減尐に手をこ

まねいてみているだけではなく、今減尐傾向に歯どめをかける対策が求められていると考

えます。こういう状況の中で、人口減尐が続く中、若者が住もうという対策、予算は組ん

でいるのか、どの程度。 

 ２番目、阿波市の人口増加への対策について、施策についてお尋ねしたい。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 藤川議員のご質問で、２番目の平成２４年度予算について

で、１点目が、人口減尐が続く中、若者が住める施策に対する予算はと。２点目が、阿波

市の人口増への対策はどうなのかということについて、まとめて答弁させていただきま

す。 

 議員が言れますように、平成１７年度の国勢調査では４万１，０７６人であった人口

が、平成２２年度の国勢調査では阿波市の人口は３万９，２４７人と、合併当初から１，

８２９人の減尐となっております。この要因としましては、尐子化による自然減と転入

減、転出増による社会減がともに著しいことです。 

 今年度第１次総合計画前期基本計画が終了することから、平成２４年度からの５年間の

後期総合計画を策定しております。この中で实施しました市民アンケート調査において、

自分の町に愛着を感じているかという問いに、愛着を感じているという人が８０．８％と

いう結果であり、６年前の調査時の７５％よりも５％以上も上昇しております。また、こ

れからも阿波市に住み続けたいですかという問いには、前回同様約８６％の人が住み続け

たいと答えており、愛着度、定住意向はかなり強いことが伺え、明るい材料もございま

す。これは市発足より实施してきた施策、事業の成果かと思っております。今後のまちづ

くりにおきましては、これらの愛着度や定住意向を維持し、さらに強める視点に立ち、移

住、定住促進に対する各種施策を推進していかなければならないと思っております。 

 近年スローライフ、つまり地産地消や歩行型社会を目指す生活様式を指しますが、とい
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う言葉に代表されるように、田舎暮らしや自然志向といった考えの中で田舎での生活が見

直しされつつあり、Ｕ・Ｊ・Ｉターンなどの都会から田舎に移り住む人たちが全国的にふ

えてきております。 

 こういった社会状況の中で、全国の各自治体においては人的資源の誘致とそれらの移住

によりもたらされる経済波及効果により、地域活性化、経済活性化を図ることはもとよ

り、農山村地域で深刻な問題となっている過疎化、尐子・高齢化、荒廃農地、空き地、空

き家の増加などの対策としてこうしたふるさと回帰の流れをとらえ、都市住民の交流や移

住を目的とした新たなまちづくりを進めることが求められております。 

 今回の新年度予算におきましては、移住、定住促進の推進に向けた取り組みとしまして

は即効性には欠けるかもしれませんが、子育て支援として八幡幼・保連携施設整備事業、

保育の質の向上のための研修事業、農林業の振興として新規就農総合支援事業、また若者

の定住促進としまして地域住宅支援事業、観光交流拠点の整備としてやすらぎ空間づくり

発信事業を行う予定としております。ゼロ予算事業ではございますが、定住、交流人口の

増加による地域の活性化を図る目的に、総合的な受け入れ組織、体制として、企画課内に

移住交流センター、先ほど申し上げましたが、を設置し、県、市町村、ＮＰＯ法人等が一

体となり、全国の移住希望者への情報発信などを行う予定としております。また、ホーム

ページでの情報発信につきましても、移住希望者が阿波市のよさや特色が一目でわかるよ

うなホームページの作成も考えております。例えば乳幼児医療費の助成制度とか高額な出

産祝いとか、他市にない例ですけども、あと保育料の軽減、国の基準をはるかに迫るよう

な軽減です。また、高校、大学の奨学金の給付、こういったものを紹介してきていただく

ようにしたいということでございます。 

 今後におきましては、後期基本計画の重点テーマを定めた農業、観光、交流、子育て環

境、教育環境、また福祉、安全、自治活動といったそれぞれの施策を結びつけ、段階的に

定住へつなげられる施策を展開してまいります。具体的には、通常には別々にされがちな

食、文化、観光、交流、移住支援などの事業を複合的に实施し、町の魅力を紹介、発信す

ることにより定住促進戦略として組み立てることが効果的だと思っておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 藤川豊治君。 

○２番（藤川豊治君） 遠度総務部長に答弁いただきましたけど、人口減のこれという歯
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どめは見受けられません。これは全国的な問題であります。最近は昔と違うて、結婚観、

子供を産むという考え方も変わってきて、昔やったら、僕らの時代は兄弟が５人も６人、

平均４人か５人というのが普通であった。最近は１人か２人、結婚しても子供が生まれな

い。先日２月２７日の読売新聞にはこういうことが載っておりました。結婚率の低下につ

いて、近年日本の非婚化の数字を見ると、２０１０年の国勢調査で３５歳から３９歳の男

子の未婚率が３５．６％になっている。４５年前の高度経済成長期には未婚率は４．２％

であったということで、９倍も結婚しないのが、未婚率ふえてきてるというのが読売新聞

には載っております。結婚観と家庭観の変化がうかがわれるというので、こういうのも１

つは子供も１人か２人しかつくらない、ゆえに結婚をしない。――――――――――――

――――――――、（２０字取り消し）ますます子供ができない状況が進行しているのが

現实ではないかと思います。 

 それでも、先ほど原田議員が言いましたように、このままいくと学校再編成とかそうい

う統合というのを言ようるけど、そういうようなんではなしに、やっぱり尐しでも見て手

をこまねいておるんでなしに、人口減に。ほかの県下でもそないに急速にもふえてないけ

ど、神山、上勝でも都会から帰ってくる、都会からの人が住みたいというような人がふえ

てきてます。都会へ就職したが定年を迎え、故郷に帰って住みたい人には空き家、土地を

あっせんし、放棄地をあっせんし、都会の人を呼び込むという、それとＵターン対策、若

者の学校卒業しても阿波市に住める、阿波市は県下一の子育て支援というのじゃけえ、も

っと宠伝するというようにして、若者が住める努力というの、そういうのを人口減尐に歯

どめをかけるためにもひとつ私は若者Ｕターン対策課を設置してはどうかというのを提案

したい。一生懸命努力するということが非常に、汗をかくと、職員が汗をかくというのが

大事でないかと思いますので、そういうのを提案して、次の３問目の質問に移りたいと思

います。 

 私は、補欠選挙３年前に当選したその後で、阿波市ケーブルテレビにどんだけ市民が見

ているかということでアンケートをとりました。そのときＡＣＮを見てるのが平均２％、

１００人のうち２人ぐらいというアンケートが出ました。この中で、もっと阿波市の人に

毎月負担金を１，５００円払うとる中で尐しでも阿波市民の人が見ていただくような、ケ

ーブルテレビ見てほしいと思うて、再度質問いたします。 

 阿波市のケーブルテレビ事業として平成１７年から３年間で实施し、平成２２年４月よ

り光ケーブル技術による放送サービス、音声告知サービス、インターネットサービスを市
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内全域行っている。これまでに投資した事業額についてお尋ねしたい。ケーブルテレビ整

備事業、デジタル化して伴う事業、２２年になって富士通サービスの業務委託費につい

て。今年度のケーブルテレビ施設整備の更新のため情報システム施設整備基金から４，７

６２万円を計上しているが、今まで総計で投資額の総額幾らになるのか。そして、その総

額のうち何％国からの助成金を占めているのか。総額の中で市の負担は幾ら出しているの

かをお尋ねしたい。 

 以上の投資をしとる上に１戸につき毎月市民から１，５００円の徴収料をいただいてい

ます。そして、阿波市ケーブルテレビの視聴率は平均２％であります。これほどの投資を

しているのですから阿波市民が身近に親しみ、市民のニーズにこたえ、見てもらうケーブ

ルテレビにすべきと考えます。県のお知らせ、市のお知らせ、行事が多いという声をお聞

きしますが、週間ニュースで今市内の主な出来事を土日に放送しとるけど、この広報阿波

で３月の番組予定表と１カ月間、１週間と載せていますけど、土日週間ニュース、午前中

３回、９時からまた再放送、１０時からも詳細番組の後１分後にまた週間ニュース再放

送、午後からも０時から１時までＡＣＮ週間ニュース、３時から再放送、ＡＣニュース、

夜８時からもまた、９時からも週間ニュース。同じやつを何回も再放送しているのが現实

で、こういうのは古ネタというんですね、テレビ局では。ニュースに値しないんです。１

回見た人は何回見たって、これ放送したって、午前中に３回、午後から４回、計７回１日

放送したって見る人は見ない、１回見たらというのが現实であります。 

 この再放送の回数７回を減して、やっぱり２日に１回ぐらいぜひとも市内のいろんな出

来事を、前から提案しよんですけど、毎日というのは大変でしょうけど。人員がおらんの

やったら各民間放送でもＮＨＫでも池田通信員募集とか、そんなん募集しよるんで、それ

から皆最近はデジタルカメラを持っていますので、それはデータに対応しとるので放送し

てくれますので、そういうのを市民から放送、いろんな変わった出来事を送ってもらうと

かというのを載せて、ぜひとも週間ニュースを７回も放送するんでなしに、生きたニュー

スを放送してほしいんです。ＮＨＫ、他の民間テレビ局でも新聞でもその日の出来事が毎

日ニュースにして、大臣の首がすぐに飛ぶというぐらい、日の日本の出来事、世界のニュ

ースが一瞬にして世界を駆けめぐる時代でございますので、１週間のニュースを７回も放

送したってだれも見ないのが現实であります。市内の人々の暮らし、小・中学生のスポー

ツで優秀な人とか学業でも優秀な人、それから元気な市内の人を載せるとか、それからも

っと市政の考え方、市長の考え、年間４回も議会もある、その都度一般質問は放送してい
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ますけど、代表質問含めて。だけど、この議会はどういうテーマで放送したとか、そうい

うのも放送すべきではないかと思います。そうすればもっと阿波市市民がケーブルテレビ

が身近なものとなり、視聴率も上がり、お金がないんであればスポンサーも設けて、視聴

率が上がればスポンサーもつくのが当然でございます。ぜひ市民から毎月１，５００円の

聴取料を取っているのですから、それにこたえる生きた、充实した番組を放送する責任が

あると考えます。 

 １番、ケーブルテレビ今まで設備投資の総額についてお聞きしたい。週間ニュースでな

く、充实した番組をする考えはあるかないかというのをぜひ、２日に１回ぐらいのニュー

スに、３日に１回でもいいですけど。前回質問したときには、番組審議会があるけえ相談

しなければいかない、諮らないかんというけど、これはＮＨＫにしてもほかの民間放送に

しても、郵政省から番組審議会を設けよというのは当然であります。ＮＨＫにしても民間

放送にしても、春と秋に、４月と１０月に番組編成をがらっと変えます。プロ野球がナイ

ターオフになれば。そういうのは番組審議会あるけん編成権をそこに、番組審議会に相談

せないかんというのでは違うんです。ＮＨＫにしても民間放送にしても、局が主体持って

毎年４月と１０月には番組編成、視聴率が２けた、１けたになった局は番組必ず変えてい

ますので、だけんその辺らで番組審議会にこだわる必要はないと思いますので、今言うた

２つの設備投資と２日に１回に市内のニュースをぜひともつくる気はないか、お尋ねした

いと思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 藤川議員の３点目のご質問で、阿波市ケーブルテレビ施設設

備の更新についてということで、１点目が市ケーブルテレビ施設設備の更新、２点目が週

間ニュースだけでなく充实した番組づくりについてということでご質問いただきますの

で、答弁させていただきます。 

 まず最初に、阿波市ケーブルテレビの概要について説明させていただきます。 

 本施設は、高度情報化に適応したまちづくりのため、情報ネットワークを利用した積極

的な行政情報等の提供を行うとともに、生活環境の向上及び地域社会のコミュニケーショ

ンの活性化を図り、災害等の緊急時の迅速かつ的確な情報提供を行うことを目的として、

平成１７年度から平成１９年度の３カ年で合併特例債を主な財源として、事業費総額４２

億６８万３，０００円で構築し、平成２０年度より運用を開始いたしております。 

 事業費の財源でございますが、国の情報通信格差是正事業補助金１億９４１万１，００
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０円、市町村合併推進体制整備費補助金１億５，０００万円、県の徳島県市町村合併特別

交付金２億円、それで国と県の率ですが、１０．９％でございます。そして、地方債とし

まして３３億４，６７０万円。このうち合併特例債が２９億９，７１０万円、加入者負担

金が１億２，４９８万円、一般財源２億６，９５９万２，０００円となっております。一

般財源の構成比率は６．４％です。加入者負担につきましては３％でございます。 

 その後、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間活力を活用

し、平成２２年度より指定管理者制度を導入しております。また、平成２２年度から２３

年度にかけて、昨年７月のテレビの地上アナログ放送終了対策として、暫定的な措置とは

言いながら、デジタル完全移行平成２３年３月末予定、デジアナ変換装置を設置し、市民

のために有効活用を図っているところでございます。なお、現在ケーブルテレビネットワ

ークの加入率は約９３％でございます。 

 次に、施設整備の更新についてですが、整備事業が終了時点で将来の機器等更新につき

ましては予想されており、平成２２年１月に開催された市議会全員協議会においても、将

来当施設の設備更新に対する財源が必ず必要となるので、計画的に基金造成を实施して財

源確保をしておかなければ、事業实施年度の一般財源を圧縮することになる旨の意見が出

され、平成２１年度より情報システム施設整備基金の積み立てを開始し、平成２２年度末

で約１億３，４１３万５，０００円の基金残高となっております。今定例会に提出してお

ります一般会計補正予算（第４号）におきましても１億円の基金積立金を計上しておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。また、新年度予算において予算計上しており

ます更新事業費４，７６２万６，０００円の財源につきましても、当基金からの繰入金と

しております。 

 更新理由と具体的な事業内容についてですが、現在本市は有線テレビジョン放送業者と

して国の定める放送法の基準に基づき、業務の管理運営を行っているところであります

が、放送法が昨年６月に改正され、従前の品質の適正性に加え、電気通信設備の損壊また

は故障により一般放送の業務に著しい影響を及ぼさないこと及び安全、信頼性の確保に係

る技術基準への適合維持が新たに求められております。この技術基準に適合しない場合に

は、同法による改善命令の対象になっていることも今回の更新事業实施の要因となってお

ります。 

 また、新年度予算における更新事業の内容につきましては、整備事業で導入したセンタ

ー設備等の機器類のリプレイスであり、平成２２年度に耐用年数の期間を終えたものが中
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心である機器類となっており、これらの機器類等をその後も使用し続けますと、放送設備

の障害発生率が著しく高まり、機器の故障時には重大な放送事故を招く要因となることも

想定されます。 

 本市の施設におきましては、これまで重大な放送事故は発生しておりませんが、行政が

運営する有線テレビジョン放送業者であることを念頭に置きながら、今後においても放送

事故を未然に防止する取り組みが必要であり、加入者の皆様へお届けする放送サービスを

安定的に供給するためには、機器更新は必須条件であると認識しております。今後も年次

的な設備の更新が想定されますが、その際には新年度予算と同様に放送法を基準に設備の

耐用年数、費用対効果を十分に精査し、安全性を確保しながら必要最小限の事業費で施設

の維持管理をしていくことが最重要であると考えております。 

 次、２点目の充实した番組づくりについてですが、現在阿波市ケーブルネットワーク、

ＡＣＮですが、の自主放送番組につきましては、阿波市議会の録画放送を初め、各地域で

開催される各種行事などを取材、編集し、放送することにより、市民の皆さんに身近な場

所で開催された行事などをお届けできるよう努めております。先ほども申し上げました

が、平成２２年４月よりＡＣＮ施設に指定管理者制度を導入し、自主放送番組の制作につ

きましても当該管理者が行っており、通常の取材依頼のあった番組のほか、民間企業のノ

ウハウを生かした番組制作に積極的に取り組みながら独自制作番組の放送を行っていると

ころでございます。 

 その一部を紹介いたしますと、平成２２年１１月よりカメラリポートの放送を開始して

おり、平成２３年度からはレポーターを使ってアグリレポートの放送開始しており、７月

からはクラブ、サークル紹介の放送も開始しております。そのほかにも、行政放送として

市長、議長の年頭のあいさつに手話を取り入れたり、民放放送局と共同制作の实施、特定

健診受診向上キャンペーンＣＭの番組づくりなども行っております。 

 また、運営面におきましても、阿波市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会でご審

議、ご承認をいただき、市民の皆さんがテレビ視聴しやすい時間帯への定時放送時間帯枠

の改編と、見逃した番組を見ることのできる再放送時間帯枠の設置や、電子番組表をごら

んいただけない方へのサービスとして広報紙への番組表の掲載と、本庁、各支所、図書

館、公民館へ２週間分の番組詳細表を配布するなど、市民の皆さんが視聴しやすい環境づ

くりにもできる限り配慮してまいりたいと思っております。 

 これまでの取り組みにつきましてご説明させていただきましたが、今後におきましても
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藤川議員のご提案も参考にさせていただくとともに、行政サービスでありますので予算及

び番組内容の制限等もあることをご理解賜りながら、魅力ある充实した番組制作づくりを

心がけながら市民のニーズによりこたえられるよう努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 藤川豊治君。 

○２番（藤川豊治君） ２番目の週間ニュースではなく、２日に１回か、もしくは３日に

１回、２日に１回ぐらいがええんですけど、そのニュースについての答弁いただいてない

んですけど、する気は、考える気はあるんでしょうか、ないんでしょうか。 

 １つ提案したいのが、番組審議会の委員の方とかに一度、それから現在ＡＣＮの関係者

で、放送局へ編集とか取材の仕方とかいろいろ見学してみてはどうかなと。ご紹介いたし

ますので、案内いたしますので、ぜひとも検討いただきたいと。 

 ２番目のニュースについても、再度検討いただけるかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 藤川議員のきょうのニュースを設けてはどうかということに

ついて、再問にお答えさせていただきます。 

 週間ニュースにつきましては、市内の行事や話題などを取材、編集し、毎週土曜日、日

曜日の定時放送で市民の皆様にお届けしております。 

 きょうのニュースを設けてはとのご質問ですが、現在の指定管理者による自主放送業務

では、市が指定管理者の公募に当たってその条件を含んでいないため、人員や勤務時間、

経費、設備などにも制限があり、その日の出来事をその日のうちに放送する体制はとって

おりません。また、ＡＣＮは市が運営する行政の放送機関であり、一般の放送局で放送し

ているような、例えば政治政党に関すること、事故や犯罪などの事件に関すること、景気

や経済などの社会情勢を主にした放送は行っておりません。また、プライバシーや個人情

報の保護などにも配慮しております。自主放送を前提に考えた場合、取材して放送が可能

な市内の行事は必ず毎日あるものではございません。行事のない日が続いたり、何件もの

行事が同時刻に重なったりするというさまざまでございます。また、仮に学校の行事が予

定されていても、インフルエンザなどで行事が取りやめになるケースもございます。この

ように日々お届けするための番組取材につきましては、安定性を欠くものであり、その日

の出来事をその日のうちに放送することは困難、難しいなと考えております。ただし、す
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べてが録画放送ではなく、これまでにも特に緊急を必要とするような選挙の投開票速報や

災害時の情報など、必要性が高い情報などはその特例として放送しており、今後におきま

しても最大限の努力をしてまいりたいと思います。 

 きょうのニュースの实施につきましては、経費及び取材の両面で大きな問題があると思

いますので、なかなか難しいものだと考えております。また、研修とか取材につきまして

議員が今おっしゃっていただいてますので、今後そういうことの研修につきましては、も

ちろんのこといろいろなところで努めたい、研修には励みたい、励んでいただくという、

そういう気持ちはございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 藤川豊治君。 

○２番（藤川豊治君） そういう答弁があるとは想像しておりましたけど、ぜひとも一度

違った世界というか、番組審議会の方に、实際取材してる方にも、ぜひとも生の放送局を

どういうように、人が足らんとかというんでなしに、どこでも会社というのはあり余って

人が取材してないですよ、これは。民間やったら特にです。それらをぜひとも研修、見学

するように強く要望して、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（吉田 正君） これで２番藤川豊治君の一般質問を終了いたします。 

 なお、先ほど本人の申し出により、不適当発言の件でございますが、先ほど藤川議員の

発言中不適当な箇所があれば議長において後刻会議録を調査の上適正処置いたします。 

 それと、お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） そのように決定いたします。 

 それでは、暫時小休いたします。 

            午後４時３２分 休憩 

            午後４時４０分 再開 

（１７番 原田定信君、１３番 稲井隆伸君 退席 午後４時

４０分） 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、２０番吉川精二君の一般質問を許可いたします。 
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 吉川精二君。 

 

○２０番（吉川精二君） 議長の許可をいただきましたので、ただいまより市政に対する

阿波市議会平成２４年度第１回議会の一般質問を行います。 

 時間が４時４０分ということで、大変議場内の皆さんお疲れのところ、できるだけ私の

ほうの質問も簡略をしていきたいと思いますし、答弁のほうもでき得る限り簡潔明瞭にお

願いをいたします。 

 まず、質問に入る前に、東北大震災が発生をいたしましてちょうど間もなく１年を経過

するというようなことで、最近報道関係、新聞紙上で現場の状況がニュースをもって、ま

た特集をもって放送されております。非常にこの現地の状況を見たとき、被災された被害

者の皆様方、大変ご苦労しておられること目の当たりにするわけでございます。一日も早

い復旧を心より祈念をいたすものでございます。 

 それでは、ただいまより通告に従いまして一般質問を行います。 

 今回の一般質問は４点お願いをしとるわけでございます。１点目は市政に対して。 

 野崎市長、市長に就任をされまして３年を経過し、残る１年間、任期の仕上げの時期に

当たるわけでございます。先般プレス発表がございまして、当市の当初予算の概要が発表

されております。これらにつきまして、先ほど質問者のほうから質問の出たところにおき

ましては割愛をしていただきまして、答弁をいただきたいと思います。 

 続きまして、２点目は市役所内での消防団の結成についてでございます。 

 大きく分けまして、市役所内の職員で消防団を編成してはどうか。また、市役所内で勤

務しているため、非常時に対応が素早くできるのではないかというような利点から考えま

しての質問でございます。 

 続きましては、戸籍の問題についてでございます。 

 平成２２年ですかね、２年ぐらい前にこの問題大きく浮上いたしまして、本市でも２５

０名ぐらいですかね、該当者が、対象者があるわけですが、この戸籍上の現状とその後の

対応、また今後の見通しについてお伺いをいたしたいと思います。 

 ４点目は、保育所の指定管理についてでございます。 

 まず１点目は、保育所の指定管理についての市の方針。これは今回条例が出ております

ので、これに従うての進行になろうかと思います。 

 そして２点目は、指定管理者の育成をしてはどうかと。これは非常に問題性もありまし
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て、今回の保育所の問題には時期的に到底間に合わない。阿波市にはこういう指定を受け

るノウハウ、いわゆる経験のある事業者がございませんので、今回のは時期的に非常に難

しいことがあろうかと思います。しかしながら、順次市内の保育所がこのような方向で指

定管理の方向へと転換をするならば、やはり市内でこのような、ただ意欲のある人がなけ

れば立ち上げはできませんが、意欲のある人ができるよう、また条件整備ができるよう、

今後次々こういう指定管理が発生するのにあわせて対応してはどうかと。 

 以上４点を質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の質問でございますが、平成２４年度の重点施策についてということでご

ざいます。 

 先ほど市長記者会見で発表いたしましたように、本年度の当初予算が２３年対４．５％

減、１６６億３，８４０万円、また市債の発行が４０．９％の大幅減ということで当初予

算を立てられております。その都度必要に迫られましてまた補正予算を重ねるわけでござ

いますが、歳入は別として、歳出の目的別にこの表を見てみましたときに、ほとんど大差

はないわけですが、消防施設の中央、いわゆる本署の改築が終わりますので、ここが大き

く減額をいたしておりますので、消防費が３億６，０００万円減額をしておりますのと、

あと大体公債費が１１万円、市債が１１万５，９８０円ですか、パーセンテージで７％と

いうような歳入の、したがいまして市債の発行も減っておるわけですが、伸びておるのは

衛生費の１億３，２５０万５，０００円、土木費の１億５，８８１万２，０００円、教育

費の５，８８５万８，０００円、この３点が伸びとるわけですが、８％、１４％、４％と

いうような、土木費が一番伸びておるわけで、１４．６％ですか。ここいらをとらえたと

きに、教育費につきましては耐震補強实施をしておりますので、分母が大きい中での伸び

ですから、これは大変前向きにとらえて、次の耐震補強を实施するということで、分母の

大きい中さらに伸びておると。私どもとしても大変評価をするところでございます。ま

た、土木費につきましても、１２億４，８５２万３，０００円というようなことで、１億

５，８８１万２，０００円の伸び、１４．６というようなことで、社会資本の整備にも力

を入れておるというところは評価をするところでございます。 

 また、このスローガンが、いわゆる重点施策の中心となるものが、１つ目がハードとソ

フトの両面から展開していく事業、２つ目が防災、減災の推進事業、また３点目が地域農

業の安定と観光振興を推進する事業、４点目がまちづくり計画に基づいたその他の事業

と、このような４つの大きな柱で編成をされておるわけでございますが、今世界的には非
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常に貿易不振と申しますか、円高による問題、またタイにおける洪水、また日本の構造的

な問題もございまして、近年にない貿易収支の赤字が昨年度発生をいたしております。ま

た、月間の速報でも非常に大きな赤字が出ております。これは今の現状を見たときに、非

常ににわかに改善のできる問題でございません。やはりそういう状況下での計画を立てて

いかなければならないんじゃなかろうかと。 

 また、歳入の、本市も３０％尐々の自主財源でございまして、残りほとんど国に依存を

しておる。このような中で、国の国債の発行が歳入を上回るような国債発行、また年金に

際しましても、臨時の国債で年金を支払いするというような、国自体が異常な事態に陥っ

ております。 

 このような観点から、できるだけ市としても自主財源の確保に努め、財政健全化へ向か

わなければならないと思うわけでございます。これらを踏まえまして、担当者より答弁を

いただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 吉川議員の平成２４年度の重点施策についてということで答

弁させていただきます。 

 昨年１１月に予算編成方針を各部局に通知し、説明会を实施したところでございます。

そして、本市におきまして新年度の予算編成につきましては、市民が安全・安心に暮らせ

る環境づくりを目指しながら、持続可能な行財政基盤のより一層の強化を図ることと市長

の予算編成に対する思いを伝えました。 

 具体的には、先ほど議員も言っていただきましたが、ハード面、ソフト面の両面から事

業展開を図ること。２点目は、まず現場に行き、現状を把握することにより慣例や過去に

とらわれることのない将来を見据えた事務事業の企画を行うこと。３点目としまして、地

域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることができる地域主権社会を实現するた

めに、各部局で連携を図り、施策を企画、検討し、予算要求すること。４点目が、既存の

すべての事務事業についてゼロベースから見直しを行った上、真に必要なもののみ要求

し、新規事業の創設、既存事業の拡充につきましては、既存事務事業の廃止、縮小を検討

した上で予算要求をすることなどの指示がありました。 

 また、平成２４年度予算案につきましては、阿波市総合計画第２次阿波市行財政改革大

綱及び第２次阿波市集中改革プランを基本とし、行財政改革に取り組むとともに、特に要

求する事務事業を市民、納税者、受益者の目線で考察し、限られた財源をスクラップ・ア
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ンド・ビルド等の手法により有効活用を図ることとしました。 

 予算規模につきましては、議員にも言っていただきましたが、平成２４年度の一般会計

当初予算額は１６６億３，８４０万円であり、前年と比較して７億７，９６０万円の減

尐、率にしまして４．５％の減となっております。この予算規模につきましては、合併後

３番目に尐ない予算でございます。 

 平成２４年度の重点施策につきまして申し上げさせていただきます。 

 まず、新規事業としましては、ハードとソフトの両面から展開していく事業ということ

で、給食センターの新築事業、これにつきましては予算額が４，６０６万円計上しており

ます。ソフト面としましては、新学校給食センターの供用開始後の食材の安定供給の構築

を図るための計画策定業務を行います。予算額にしましたら３５８万３，０００円。ま

た、ハード面としましては、实施計画ボーリング調査などを行います。予算額にしまして

４，２４７万７，０００円となっております。 

 次に、安全・安心の項目ということになりますけども、これは前の議員のときにも申し

上げておりますので、八幡地区幼・保連携施設整備事業ということでございます。これに

つきましても、ソフト面としましては、幼・保一体化に向けた職員の意識改革と資質の向

上を図るためというもので、予算額にしまして３０万円。ハード面につきましては、实施

設計業務等行います。予算額にしましては２，７７５万円となっております。 

 続きまして、防災、減災の推進事業につきましては、安全・安心のまちづくりという項

目ですが、１点目はため池減災利活用計画策定事前調査事業、２点目が災害時対策用井戸

水等検査事業、３点目が地域防災力活性化推進事業ということで、先ほども申し上げたと

ころでございます。それにあと、災害時におきまして被災者の生活に必要な新たな備蓄品

につきまして３カ年で整備してまいりたいと思っております。本年度につきましては、予

算額８５６万５，０００円を計上しております。 

 続きまして、地域農業の安定と観光振興を推進する事業ということで、これにつきまし

ては、産業が発展するまちづくりという項目に該当するわけですけども、１点目、地域農

業マスタープラン作成事業、２点目が農地集積協力金事業、３点目が新規就農総合支援事

業ということで、先ほども申し上げておりますので予算額は省略させていただきます。 

 産業が発展するまちづくり、美しい環境のまちづくりとしまして、インターネットを利

用しまして阿波市の観光情報を発信するための情報収集や企画及び番組構成などを阿波市

観光協会に委託して行うとともに、大規模農道を中心に年次的に桜、もみじなどを市民と
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協働で植樹し、あわせて新庁舎周辺を観光拠点として位置づけた面的整備計画を策定する

やすらぎ空間づくり発信事業、予算額にしまして１，７８８万６，０００円を計上してお

ります。 

 続きまして、まちづくり計画に基づいたその他の事業としまして、安全・安心のまちづ

くりという項目ですが、県下８市では初めての人間ドック受診推進事業を实施いたしま

す。予算額としましては４９６万６，０００円を計上しております。 

 続きまして、継続事業となりますが、人が輝くまちづくりということで、学校教育施設

整備事業、先ほども申し上げましたが、２３年度からの繰越事業も含めますと、９億５，

４１９万８，０００円でございます。阿波市の場合、県下に例の尐ない耐震補強だけでな

く、あわせて大規模改修も实施しておりまして、耐震化率は平成２４年度末で８３．６％

となり、平成２６年度末には１００％を目指しております。 

 産業が発展するまちづくりという項目ですが、これにつきましては、詳しく産業経済部

のほうで申し上げておると思いますので、割愛させていただきます。 

 続きまして、共に生き、共に築くまちづくりということで、庁舎及び交流防災拠点施設

整備事業でございますが、予算額で９，８１２万円となっております。平成２４年度は实

施計画業務及び土壌分析調査を实施し、平成２７年度からの供用開始を目指します。 

 以上が新年度予算についての概要でございますが、真の基礎自治体となるため、行財政

改革のますますの推進を図りながらも、市民サービスの低下を招かぬよう、将来世代に負

担を残さない持続可能な行財政運営を図ってまいりたいと思っております。今後ますます

議員の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） 再問をお願いをいたします。 

 今議会に阿波市の後期の総合計画が策定されるわけでございますが、行政に携わる者、

人口の増加に向けて断腸の思いで努力をしとるところでございますが、今回３万７，００

０人というような基本的な将来を見据えた計画になるわけでございます。今の日本の国内

の状況、また阿波市の状況を考えてみましたときに、やはり適当な方法でなかろうかと思

うわけですが、これを上回るようにできるだけ今後努力をするというようなことが執行

者、議会に求められる責務であろうと、このように認識をしております。したがいまし
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て、この３万７，０００というのは最低限の数字であるというようなことで、今後５年間

努力を重ねていただきたい。また、議会もともに努力をしなけりゃならないと思うわけで

ございます。 

 二、三、気づいたことで質問をさせていただきます。 

 この問題はそういうことで、今後とも努力をお願いをいたしたい。後ほど市長にそこい

らを踏まえて最終的に答弁をいただきたいと思いますが、あと本市の職員の方々、最近新

聞紙上等で自治体の不祥事がもう数多く発生をしておりまして、身近な自治体でもそれぞ

れ市民に向け、また県民に向けて理事者がおわびの場を設けるというようなことが多々あ

ります。幸いにして本市職員の皆様方、大変努力をされまして市民の負託にこたえるべ

く、このような事犯が発生をしておりません。職員の数が、上級の職員が教育委員会含め

まして約４００名、臨時が１５０名ぐらいおろうかと思いますので、トータルで５５０名

ぐらい、皆様方が努力しておることには敬意を表するわけでございますが、これが当たり

前のことなんですよね。ないのが当たり前のことであって、今後ともこの伝統は続けてほ

しい。皆様方研修、またその他のいろんな機会をとられて自己研さんに励む、市民の奉仕

者としてご努力をお願いするところでございます。 

 と申しますのは、やはり阿波市のような規模の地域では公務員というのは人気の的、い

わゆる１０倍前後の応募者があるという、民間に比べましてね、やはりまだまだ恵まれた

職場であると。このような認識のもとで切磋琢磨し、なお一層精進をお願いをするところ

でございます。 

 あと、先ほどの問題と、それとあとは先ほども触れましたように、将来の財源確保に向

けましてできるだけ無駄な経費の節約に努められまして、健全財政を心がけていただきた

い。 

 それとあと一点、このような年間通じて予算の中で企画立案するパンフレット類、いわ

ゆる市民に配布する書類関係とかプランとか、いろんなんで年間かなりの委託業務がある

わけですよね、予算の中で、業者に。これは粗削りであろうと、完全無欠なもので、尐々

完成度がほど遠うても、やはり職員の中で手づくりできるところは職員のところで、業者

に発注することなく、後で気づいたらまた修正もしたらいいし、やはりこの阿波市民４万

人の方々と直接接しとる職員のところででき得る限りの資料、かなり近年いろんなところ

で資料いただいてもすばらしい資料ができております、統計も。これをなおさらに深く追

及して、できるだけ業者発注がないように、それぞれのご努力をお願いしたらと。 
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 以上３点です。市長、総合的に答弁をいただいたらと思います。 

○議長（吉田 正君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 吉川議員からは、市政に対しまして平成２４年度の重点施策の中

で、冒頭日本の経済状況あるいは社会状況、円高とかデフレ等々の経済状況も含めまし

て、総合的な見地から阿波市の予算１６６億３，８４０万円ですかね、このあたりを十分

なご理解いただいておりますこと、本当感謝いたしております。そのほかに今も質問があ

りましたように、我々勤める者、税金で食わしてもらってるというんですかね、公務員の

倫理というんですかね、そのあたりもしっかりと胸に秘めて仕事を頑張ってほしい。ま

た、市民の情報伝達等々については、本当細かいところで手づくりの資料、随分とそこま

でお気遣い願った上でのお話を伺いました。まことにありがとうございます。非常にご承

知のように厳しい財政状況これからも続くと思いますけれども、先ほど原田議員にもお答

えしましたように、各議員のご意見、議会を通じてあるいは委員会を通じてのご意見、本

当に市民のニーズということで真摯に受けとめて、これからも一生懸命行財政改革あるい

は市民のための行政を推進していきたいと思っておりますので、格別のご理解をよろしく

お願いいたしたい、よろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） １個目に対しましては、今市長より答弁をいただいたので終わ

りたいと思います。 

 なお、今日のこのきずなを叫ばれとるときでございます。市民が庁舎へ来訪があったと

き、またお互いが顔を合わせたときのあいさつをしっかりできるように、やはりその日の

一日の生活がさわやかになりますので、お互いに、議員も職員も一緒ですが、顔を合わせ

たらあいさつができるというような雰囲気を努力をしていただきたいと思います。 

 それでは、２点目に入ります。 

 市役所内での消防団の結成についてでございます。 

 この問題、ことし土成地区を主体として女性消防団の団員さんが発足をして、本市にと

りまして新しい１ページ、やはり人口的には女性のほうが多うございますので、女性の参

加をしていただくことによりましてこれらの意識の高揚、また日ごろの防災、消火活動

等、災害を通じての広報的な面でも非常に効果が今後大きいものがあろうかと思います。 

 そこで、これらを踏まえまして現在の状況、常勤の消防署と非常勤のボランティア的な

要素の消防団と２つの組織で成り立っとるわけでございますが、旧阿波町内には１５名ほ
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どで、阿波町内でも消防団、職員の中で結成をしておるようでございます。また、残る吉

野、土成、市場の３地区については、それぞれのご理解をいただいて消防団活動をしてい

ただいておる職員の方々もそれぞれの出身の消防団に入られまして、地域住民とともに活

動していただいておるというようなのが現状でなかろうかと思います。大変これらの活動

をしておられます方々に敬意を表するものでございます。 

 ご承知のように、災害が発生をいたしますと市は災害対策本部を立ち上げますし、今こ

れらの検証が進んでおりますが、先般もニュースを見ておりましたら、常設の消防団員は

北陸のときの、どこの県だったか忘れたんですが、殉職者、犠牲者が２名、消防団の方は

２５名というような報道が一昨日流れておりました。地区は確かに、県の何は中途で見ま

したもんで覚えておりませんが、そのような現状を踏まえ、これらの制度を大きく見直す

わけでございますが、本市も庁舎建設をいたしますと市役所、防災拠点の交流センター、

給食センター、あの一角の地域に大きく設備が集中し、職員の数もあそこでかなりな人数

が勤務するようになるわけです。民間の会社でもそれぞれの自営の消防団結成をいたして

おります。また、市民が各種の会合でその勤務しとる上で防災拠点設備交流センター等で

非常に集合する機会が多うなろうかと思います。また、給食センター等もそのようなこと

で消火の十分な設備はなされるわけでございますが、これを動かす人的な面で、役場の職

員と申しますのは大体所用で外へ出る場合もございますが、原則的にその周辺で勤務をす

ると。また、消防団の方々は、常設のほうは当然その職場でおりますが、非常勤の消防団

員の方々は町外へ勤めに出られる方もありますし、いろいろ事情もありまして、その都度

すぐに出動される方々がこの分野で活躍をしていただいとる。常勤職と非常勤の方たちと

のそれぞれの違いもございますし、役場は役場としてのこれらに備えまして、災害対策本

部で結成したときに、それはもう皆さんその統率下に入るわけでございますが、常日ごろ

の対策本部を立ち上げないときの火災とか風水害の、警備だったら何がありますけれど

も、災害本部を立ち上げないときの事例もございます。これらを踏まえまして、災害対策

本部に支障もなく、また既存の分団に入っとる団員の方々はそこで活躍をいただき、近

年、ことしも十数名の方々が新しく４月から採用されて職員として加わるわけでございま

すが、やはり地域の奉仕者、先ほど申しました勤務と重なりますが、そういういわゆる若

手を中心にして庁舎内でできる範囲の組織づくりをしてやはり市民の負託にこたえていた

だきたい。この種の方々は数が多過ぎるということはございません。多いほどやはり効率

的な運営ができると思いますので、今すぐにとは無理でしょうが、いろいろ市役所内で協
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議を重ね、やはり阿波市独自でもそういうような何かの形で防災に関与するというような

方向でご検討をいただいたらと思うんですが、答弁をお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 吉川議員の２点目の市役所内での消防団の結成についてとい

うことで、消防団は、地域の安全・安心のため火災や災害時に献身的に活動を行っており

ます。その崇高なボランティア精神に深甚なる敬意を表します。消防団員は、多いときに

は２００万人を超えていましたが、年々減尐し、既に８８万人を割り込んでいるのが現状

でございます。消防団員減尐の原因は、団員のサラリーマン化や地域社会のつながりの希

薄化が挙げられます。阿波市消防団は、平成２４年２月１日現在で、定数５６４人に対し

实員は５５３名となっております。欠員が、女性消防班２０名の定員に対し５名、団員５

４４名の定員に対し６名の計１１名で、充足率は約９８％と、県内では高い部類に属して

おりますが、団員のサラリーマン化は他市町村同様に進んでおります。このようなことか

ら、阿波市では平成２３年４月１日から女性消防班を設置し、技術錬磨を行っておりま

す。 

 議員ご指摘の市役所職員で消防団を編成してはどうか、市役所内で勤務しているため非

常時に対応できるのではないかとの質問でございますが、まず市職員の消防団加入状況に

ついて説明させていただきます。 

 現在、阿波市消防団に加入している職員は、男子職員２００名のうち４８名です。この

人数には、過去に消防団に属していて既に退団した者の人数は含まれておりません。消防

団加入の４８名の内訳は、阿波方面２２名、市場方面９名、土成方面１１名、吉野方面６

名となっており、阿波方面が突出して多いのは、旧役場分団、現阿波方面第８分団に市役

所職員が１５名属しているためです。 

 このように多くの職員が現在消防団員として活動しておりますが、最近企業の社会的責

任という言葉が注目されるようになっており、企業にも相応の社会貢献活動が求められて

おります。市におきましても、職員数が平成２４年２月１日現在で４０８名と、市内でも

最大級の企業に匹敵する規模となっていることから、一般の企業以上に積極的に地域活動

に貢献する体制を整えるべきだと考えております。 

 また、議員ご指摘のとおり、職員が消防団に加入していれば通常の火災時の出動につき

ましても一般企業などと比べ市民の安全・安心を考える職員の立場からしても、非常に出

動しやすい環境となっていると思います。しかし、災害対策本部が設置されているような
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状況下では、職員は災害対策本部に招集されるため、議員も言われたとおりですが、分団

へ加入している職員も基本的には災害対策本部詰めとなりますので、火災時の対応と災害

時の対応につきましては、職員が加入している分団にはその活動上において影響が出るも

のと思います。 

 一方、今後もサラリーマン化が進んでいく状況を勘案しますと、市外に勤務するなど日

中に出動しにくい団員がふえていると考えられます。反面、新庁舎は市の中心となる位置

に建設され、この場所からの全市内への出動のしやすさという状況も生まれると思いま

す。 

 また、市役所分団の設置に関しては、先ほど申し上げました阿波方面を管轄する旧役場

分団、現阿波方面第８分団の処遇にも波及しますので、団員のサラリーマン化で日中に出

動できない団員を補うための機能を特化した分団の創設など、今まで申し上げました状況

などを勘案しまして、消防団幹部とも協議を行った上で市役所分団の設置について新庁舎

建設までに結論を出したいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） 再問を行います。 

 今総務部長より市役所完成までに既存の消防団等と協議をして検討したいということで

ございます。ご承知のように、今発表がありましたように、既に四十何名の方々が加入を

されておると。ただ、総体的には５００名近くおりますので、その中でやはり災害対策本

部とのすみ分けができるような組織、またそれぞれの地方の分団に入られとる方が新しく

やはりその中で意欲のある人、またそのような状況下で団員を承諾してくれる方たち、男

女を問わず、やはり前向きに進めていただきたい。ぜひとも庁舎完成の暁にはそのような

組織ができるように努力をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議員の再問にお答えさせていただきます。 

 まず、男女問わずということを言われましたけども、それにつきましては、やはりホー

スの大きさとかそんなのも違いますので、ちょっと男女一緒にできるかどうかというのは

考えなければならないのかなと思いますし、今現在のところ、先ほど申し上げましたよう

に、庁舎できるまでちょっと期間がありますので、こういう時間をいただきまして消防の

幹部の方々、そういう方々とも相談させていただいて決めさせていただくということでご
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了解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） それでは、この項につきましては、今総務部長の答弁いただき

ましたような方向で、そのような設備がそろいますので、ポンプ車あたりもやはり配置を

しておけば緊急の場合に役立つと思いますので、総合的な分野から判断をいただき、また

今の消防関係者とも協議の上、ぜひとも前向きに取り組んでいただきたい。あと答弁は結

構です。 

 続いて、３点目、戸籍の問題について。 

 戸籍上の不明者のその後の対応と現状についてでございます。また、今後の取り組みと

いうことで、この問題大きな社会問題となりまして、平成２２年ごろに問題が提起されま

して、法務局の民事行政部長、また地方法務局長から、戸籍を扱う部署から市区町村が許

可申請書に記載することにより、生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事

由については、１２０歳という一つの基準を設けまして、１２０歳以上の高齢者であり、

かつ戸籍の付票に住所の記載がない旨を規制すれば、このような法務局での処理ができる

というようなことでございますが、これらは一つの基準であって、１００歳以上が大体、

１００歳以上で健在の方もかなりおりますので１２０歳というようなとこへラインが置か

れておるんですが、だろうと思うんですが、この現在の阿波市の状況につきまして、今ま

での処理件数、また現在なお所在がわからない方、今後の方針等についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 吉川議員の一般質問にお答えをさせていただきます。 

 ご質問の内容は、戸籍上不明者のその後の対応と現状についてということでございま

す。 

 ご質問の戸籍上の不明者につきましては、平成２２年度におきまして全国的な問題とな

りました。戸籍上の不明者と申しますのは、通常人は死亡届や失踪宠告などにより戸籍か

ら消除されるものですが、何らかの理由によりその手続がされないまま放置されているも

のでございまして、現实にはあり得ないような年齢の方が戸籍上は存在する状況となって

いるものでございます。 

 この問題を受けまして、本市におきましても平成２２年８月に、戸籍上１００歳以上の

方の調査を行いましたところ、所在が確認できない方が２５４人いることが判明をいたし
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ました。これらの方の対応としまして、現在までに法務局の許可を得て１２０歳以上の不

明者１０４名の方と、１２０歳未満の不明者４名の方の除籍処理を行っているところでご

ざいます。この結果、新たに１００歳以上の不明者として追加された１５人を含めまし

て、現在１００歳以上の所在不明者の方は１６１名となっております。 

 所在不明者の解消方法には、その生じた原因によりまして２つの方法がございます。１

つは高齢者消除によるもの、もう一つは戸籍の訂正によるものでございます。高齢者消除

は、通常生存しているとは考えられない高齢者について、死亡または失踪の届けを期待で

きないときに管轄法務局長の許可を得て、職権で死亡の記載をするものでございます。ま

た、戸籍訂正というのは、戸籍の記載に誤りがあるときに行う処理でございますが、誤り

の原因や誤りが身分関係に及ぼす影響によりまして処理方法が異なっております。現在、

本市では１００歳以上の所在不明者の方について、次の方針により処理を行っているとこ

ろでございます。 

 １点目として、１２０歳以上の方につきましては、親族等の申し出がなくても本人の戸

籍及び付票の謄本を添付し、管轄法務局の許可を得て戸籍から除籍できるようになってい

るため、不明者が１２０歳に達したときは直ちに法務局長の許可を得て高齢者消除を行い

ます。 

 ２点目として、１２０歳未満の方につきましては、不明者の戸籍を調査し、市内で重複

した戸籍が生じないものにつきましては、親族等関係人の有無を調査の上、関係人が不明

または死亡の場合は法務局の許可を得て高齢者消除を行っております。また、重複した本

籍が生じていることが関係書類で明らかな場合は、法務局の許可を得て戸籍訂正を行いま

す。 

 以上のような方針により事務を進めているところでございますが、１２０歳未満の所在

不明者の方につきましては、親族の調査やそれに基づく他市町村への戸籍請求や関連する

届け出書類の保管状況調査などにより慎重な調査が求められておるところでございます

が、兄弟姉妹等親族も多く、一つの親族調査を完了するのにも長い時間を要しているのが

現状でございます。また、戸籍訂正の場合は、過誤であることを証明する届け出書類など

が必要ですが、訂正に必要な届け出等が保存されていない場合も多くございます。証拠書

類がないため訂正する手だてがない戸籍も多く存在しているのが現状でございます。 

 このような状況ではございますが、戸籍は人の身分関係を登録し、公証する公文書であ

り、その記載は常に事实と一致していることが要請されておるところでございます。その
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点からも戸籍上の不明者の解消に向けまして、除籍の手続を管轄の法務局とも協議をしな

がら、できるだけ早い時期に整理できるよう事務を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただけますようよろしくお願いをいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） ３問目の戸籍の問題については再問はございません。以上の答

弁で了解をいたしました。 

 続きまして、４点目、保育所の指定管理についてを質問をさせていただきます。 

 １点目の保育所の指定管理についての市の方針、２点目、市内での指定管理者の育成を

してはどうかというようなことで通告をいたしております。 

 今回この定例議会に議案第２０号として阿波市立保育所条例の一部改正というようなこ

とで条例が提案されております。条例の一部改正でございますが、提案されております。

この条例は指定管理者の指定をするということに市のほうの方針として決定をし、この条

例改正だと認識をするものでございます。規定により、法人その他の団体であって、市長

が指定するものということが指定管理者の要綱の大きな柱だと思います。 

 現在、阿波市内の保育所の状況を見ましたときに、１１保育所が市内の指定の、小さい

子供、児童の保育に当たられとるわけでございます。一番入所者の多いのが土成中央保育

所の、これ３月の初めの時点の、３月１日の資料でございますが、土成保育所は土成統合

所と旧土成全体を網羅しておりますので、１１５名というようなことで、市内で一番大き

い保育所でございますし、したがいまして保育士も正規の職員が７名、臨時の職員が２１

名というようなことで、２８名をもって運営をされておるようです。この土成保育所を除

いた中では久勝保育所があと一番大きな大勢の保育を担当しているとこということで、１

０２名というような、ほとんど土成、中央に匹敵するぐらいの大きな保育所でございます

が、職員が正規が６名、臨時が１４名というようなことで、その上調理員が正規１名、臨

時２名。土成の保育所は調理のほうは外部委託しとるようでございますので、このような

陣営で運営をされておりまして、市内全体の保育の児童が７１１名、職員が正規の方が５

３名、臨時が１１１名、調理員が正規７名、臨時１７名というようなことで、正規と臨時

の割合が６８％というようなことで、もう７割近い方が臨時でご苦労をかけておると。 

 このようなことを踏まえまして、今回の条例改正、時宜を得た提案であろうかと思いま

す。しかしながら、人格形成の上におきまして、昔から三つ子の魂百までと言われるよう
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に、一番大事な時期の人間形成にかかわる部署を担当するわけでございます。指定管理に

出しまして、また受けられました指定管理者に努力をいただきまして、でき得る限りこの

条例の目的が達成できるように努力をお願いをするわけでございますし、審査の過程で十

分担当者のほうで審議をいただきまして、このような方向にしていただいたらと思うわけ

でございます。 

 これにはやはり預ける保護者の理解が一番でございます。ここがやっぱり十分に保護者

の意見も、これ今までも聞いてきたではありましょうが、全体的な会合を重ね、またこの

久勝地区を対象に３回ほど会合を重ねておるようでございますが、今後もこの契約に至る

までに十分精査をし、悔いの残らないよう、一丸となって関係各位、また保護者、市民、

保護者も年々預ける保護者も変わっていきますので、それらの対象地区の方々に十分理解

をいただけるよう、なお一層の努力をお願いをするわけでございます。 

 また、久勝保育所は大俣校区の单のほうが通学は久勝のほうへ編入をされまして、希望

でこちらのほうへ入っとる方が多うございますので、聞きましたら大俣地区から８名の子

供さんが保育所へ預けられとると。また、久勝地区、大俣を除いた地区外からも５名、都

合１３名が久勝以外から利用されておるようでございますが、この審議の過程を見ました

ときに、計画として今議会で条例を議決をし、６月ごろに公募をなさる。また、計画とし

ては平成２４年１０月に選定委員会、指定管理者候補の決定、そして２４年１２月議会で

指定管理者の指定の承認、来年２５年１月から３月に保育の引き継ぎ、また２５年４月か

ら指定管理者の協定において指定管理者による保育の開始というようなことが久勝保育所

の関係の会議で一応確認をされておるようですが、図書館とかＡＣＮとか、こういう部署

と違いまして大事な人さんの子供を預かりまして保育をするというようなことのスケジュ

ールから見ましたときに、１２月に選定委員会して候補者を決定して、１２月議会に諮る

ということでは、優秀な職員の受けたところも職員採用に非常に遅れが出るんじゃなかろ

うかと。と申しますのは、各自治体においても正規の職員は９月に採用試験を实施してお

ります。そして、それに引き続き臨時の保母さんを募集をしております。このような観点

から申しますと、やはり時期的にもう尐し前倒しをしなけりゃあ、指定管理を受けたとこ

ろもこれだけの人員確保するのにはやはりそれなりの説明、また選考の過程が必要だと思

うんです。それで、もう尐し前倒しをして、久勝保育所が都合今の人員でいきましても２

３名要るわけですよね、職員が。ここいらの採用試験がそれぞれの自治体が募集するのに

おくれることなく、そしてここへ向けることが市の保育業務にもある程度の实態をつかま
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なければ市役所の直営でする保育所にも支障が出ると思うんですよね。ここいら十分協議

をし、たび重なる会の回数の頻度を上げて、やはり支障のないように取り組んでいかなけ

れば、この計画では受けたほうも職員採用にちゅうちょするんでなかろうか、また内部の

いろんな施設の整備、父兄への周知、ここいらどのように考えられておるか、お答えをい

ただきたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 吉川議員の４点目、保育所の指定管理についての保育所

の指定管理についての市の方針ということでお答えをいたします。 

 市内保育所の指定管理者制度導入につきましては、まず導入予定の久勝保育所のこれま

での経緯、今後のスケジュールについてご説明をいたします。 

 現在までの経緯についてでございますけれども、本市の保育所への指定管理者制度導入

については、阿波、市場地区の保育所の中からモデル施設として１カ所の保育所、久勝保

育所を指定管理の候補保育所として、昨年９月から指定管理導入に向け、保護者説明会な

どを進めてまいりました。平成２３年９月９日に久勝保育所保護者説明会を開催し、さま

ざまなご意見をいただきました。また、指定管理に関してのご意見やご要望をいただくた

め、改めて調査用紙を全保護者に配布し、ご意見を出していただきました。一方で、久勝

の保護者会が１０月から１１月にかけて独自に指定管理についてのアンケート調査、保護

者会を開催し、ご意見やご要望を市のほうにいただいたところでございます。その中で、

メリット、デメリットが抽象的である、具体的に仕様書などを示して説明をしてほしいと

いうことでございました。 

 このようなことを踏まえまして、平成２４年１月２４日、久勝保育所保護者会役員会を

開催し、役員に現段階で提示できる範囲での仕様書案を提示しながらご説明やアンケート

調査の応答、また意見交換をさせていただきました。そして、平成２４年２月２日、久勝

保育所で全保護者を対象に保護者説明会を開催をいたしました。改めて保護者の方に仕様

書案のご説明やアンケート調査の応答、また意見交換をさせていただいたところでござい

ます。これまで保護者の皆様からはさまざまなご意見や要望をいただきました。役員会や

保護者の方への説明や話し合いを通して、平成２５年度指定管理導入に向けて久勝の保護

者の皆様には一定の理解は得られたと考えています。そのようなことから、今回の議会に

阿波市立保育所条例の一部改正を議案として提案させていただきました。今後、保護者の

方のご意見などを十分に考慮しながら、久勝保育所の保護者の皆様にはご理解、ご協力を
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いただきながら進めてまいりたいと考えています。 

 今後のスケジュールにつきましては、議員からもありましたけれども、本議会で提案し

ております阿波市立保育所条例の一部改正のご承認をいただいた後、平成２４年６月に指

定管理者の公募を行い、平成２４年１０月、指定管理者選定委員会で指定管理候補者の選

定、平成２４年１２月議会で指定管理候補者の指定のご承認をいただき、平成２５年１月

から３月、保育の引き継ぎ、平成２５年４月に指定管理者との協定の締結、指定管理者に

よる保育の開始というスケジュールで实施をしてまいりたいと考えております。 

 それで、ご質問の中でスケジュールの前倒しができないかというようなご質問です。 

 スケジュールにつきましては、あくまでも現段階でのものであります。阿波市内の保育

所にとって初めての指定管理者制度導入ということでありまして、慎重に事務を進めてま

いりたいと考えております。しかし、久勝保育所の保護者の方にとってはいち早く指定管

理者がどの事業者になるのか知りたいところであり、加えて議員のご指摘の円滑な引き継

ぎを行うためには、保護者、事業者、市の信頼関係を築くことが重要であることから、事

業者の決定後速やかに保護者、事業者、市の３者による話し合いの場を設置しまして、保

育水準の維持向上や保護者の不安を軽減を図りたいと考えています。そのため、スケジュ

ールにつきましては、事務執行状況を見きわめながら、可能な範囲で前倒してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 吉川精二君。 

○２０番（吉川精二君） 一度だけ再問をさせていただきます。 

 今松永部長より、でき得る限り前倒しをしてスケジュールを前へ持っていくというよう

な建設的な答弁をいただきました。ぜひともそうしていただいて、これ阿波市にとりまし

ては指定管理の初めてのケースですから、後々こういう制度に切りかえていく、今の職員

の現状見たらもう７割が臨時であるというようなことを踏まえまして、毎年の採用は１か

ら２名ぐらいの保母さんの採用でしょう。そこいらを踏まえたときに、これもう避けて通

れない問題だと思うんです。 

 それで、これはテストケース、ぜひともこのケースがしてよかったなと言われるよう

に、市民の認識をいただくために非常に大事な初回の契約なんですよ。それで、十分余裕

を持って、また保母さんとして応募される方々も、今の臨時のままでおるか、またこちら

へ新しく職場がえをして、新しい職場で働きたいとか、いろいろその点で問題提起をされ
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ると思います。限られた免許を持った中での採用試験になります。今でもご承知のように

補助員が十何名もお願いせにゃいけない、正規の免許を持っておる方々が絶対不足で、募

集の数が充足できないというような現状を踏まえて、一月でも二月でもこのスケジュール

が前倒しし、成功するように、それぞれの関係者のご理解もできるだけ根気強くご理解を

いただくように努力をいただきたい。 

 そしてなお、この２項目の将来市内でのこういう指定管理者の育成、今回は時期的にと

ても無理ですし、ノウハウも過去の实績経験も要りますが、今後市内でこのような事業、

私たち研修で福井県行ったときには、福井県では地域の民生委員、保母の経験者、また自

治会の代表、いろんなＮＰＯ法人、利益を残さない方法でそれぞれの立場の方が代表で出

て運営をされておりました。すばらしい施設だと。したがって、福井県出生率も学校の学

力テストも全国のベスト３までに全部入っとんですよね。たしか小浜市ともう一カ所、三

国町だったですかね、あそこら見せていただいて、非常に参考に、三、四年になります

が、そのように地域の住民で守り立てていきよる。これ一朝一夕にはできません、意欲の

持った人が集まらなければできませんので、今回のにはとても期間的に無理であろうかと

思いますが、でき得る限りそうすることによって地域とのつながりもでき、阿波市からむ

しろそういう結成した人がよその市へ行って活動ができるというような育成をしていただ

きたい。やっぱりこれ保育所で使う給食の食材にしても、物品納入にしても、やはり納入

者との関係もあろうかと思いますし、これは強制はできませんが、意欲のないところへ呼

びかけてもどないにもなりませんが、できるだけ期間が十分充足のできる場合に限ってそ

ういうふうな受け皿の団体をぜひとも意欲のある方でそのような方がございましたら、市

としてもできる範囲のご努力、ご指導をお願いをして、再問終わります。答弁結構です。 

 どうもありがとうございました。これをもって一般質問を終わります。 

○議長（吉田 正君） これで２０番吉川精二君の一般質問が終了いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回はあす８日午前１０時より一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後５時４６分 散会 

 


